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会 長  吉 田 勝 明 

（第 44回神奈川県病院学会 学会長） 
 

 

 

公益社団法人神奈川県病院協会会長の吉田でございます。 

はじめに、2025年10月15日に開催した第44回神奈川県病院学会にご支援・ご協力

いただきました皆様方に心より感謝申し上げます。 

学会当日は本当にお忙しい中、多くの方にお集まりいただきまして、ありがとう

ございました。また、44年間にわたって、この学会を継続して開催されてこられた

先輩方に改めて感謝の意を感じているところでございます。 

病院は多職種連携のチームでございます。今回の一般演題では、色々な職種か

ら、そして決して難しい話ではなくて、病院の臨床に直結した話が多く、明日から

病院の診療に役立つような内容ばかりだったと感じております。 

また、今回も24団体と多くの協力団体に参加していただきました。色々な職種の

団体が色々な形で、皆が病院運営のため、そして、神奈川県民のためにしっかりや

っていこう、このような姿勢が表れていたと感じました。 

ここに当日の貴重な発表を、学会誌として取りまとめましたので、ご参考にして

頂ければ幸いでございます。 

 

2026年２月  

学 会 長 挨 拶 
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第 44 回神奈川県病院学会開催概要

３．学会長表彰者

優秀演題表彰者（一般演題　口演発表）

氏　名 施設名 演題名

内田  陽子
（看護師）

高台病院　
（看護師長）

医療療養病院における摂食機能療法の取り組
みと成果

漆原 義寛
（事務）

麻生総合病院
（事務部）

平均寿命日本一 川崎市麻生区を支える麻生
総合病院の挑戦  ～地域包括医療病棟の導入
による医療・経営の質向上～

伊藤  涼花
（言語聴覚士）

港南台病院
（リハビリテーション課）

全入院患者への嚥下評価体制の構築と実践報
告　～嚥下センター構想に向けた取り組み～

優秀演題表彰者（一般演題　ポスター発表）

氏　名 施設名 演題名

新井　龍一
（理学療法士）

横浜鶴見リハビリテーション病院
（リハビリテーション技術科）

これからを見据えた回復期リハビリテーショ
ンにおける理学療法評価フィードバック体制
の構築

坂部  尚子
（理学療法士）

クローバーヴィラ（クローバーホスピ
タル）
（リハビリテーション部）

地域に選ばれる通所リハビリテーションを目
指して ～利用者の想いと生活に寄り添って
～

原  美鈴
（看護師）

横須賀共済病院　
（一般外来） 外科外来における継続看護の取り組み 

１．開催状況

	 2025 年 10 月 15 日（水）13：00 ～ 18：00

	 　「ホテル・ザ・ノット　ヨコハマ」において現地開催

２．参加状況	

	 ・会場参加者数	 250 人
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４．学術委員

学 会 長（会長）

吉　田　勝　明 横浜鶴見リハビリテーション病院長

委 員 長（副会長）

長　堀　　　薫 横 須 賀 共 済 病 院 長

常任理事

沼　田　裕　一 横須賀市立総合医療センター管理者

高　野　靖　悟 相模原協同病院名誉院長

三　角　隆　彦 済生会横浜市東部病院院長

理　　事

小　澤　幸　弘 三浦市立病院総病院長

神　谷　周　良 よこはま港南台地域包括ケア病院院長

廣　瀬　憲　一 広 瀬 病 院 理 事 長

事業委員

玉　井　拙　夫 神奈川県予防医学協会消化器検診部部長

佐　野　晴　美 神奈川県医療ソーシャルワーカー協会長

藤　井　理恵薫 神奈川県栄養士会医療事業部会長

早　川　みつほ 神奈川県看護協会常務理事

土　田　賢　一 神奈川県公衆衛生協会理事

神　保　武　則 神奈川県作業療法士会長

土志田　　　務 神奈川県精神保健福祉士協会長

山　田　裕　之 神奈川県病院薬剤師会長

田　島　隆　人 神奈川県放射線技師会長

内　田　賢　一 神奈川県理学療法士会長

佐　藤　泰　之 神奈川県臨床検査技師会長

大　石　　　竜 神奈川県臨床工学技士会長

梅　田　弘　之 全国病院理学療法協会神奈川県支部会執行委員長
（2025 年 10 月 15 日現在）

区　分 運　営　内　容 運　営　協　力　職　員
ステージ係 ・司会者・座長等の補助 県臨床工学技士会	 門松　　豊　　及川　陽平

進　行　係 ・発表時間のチェック
・時間の合図

県栄養士会医療事業部会	 唐木　由喜　　依田理恵子
県病院薬剤師会	 坪谷　綾子　　小杉　満孝
県臨床検査技師会	 蓮沼　裕也　　鈴木　孝夫

受　付　係 ・参加者及び関係者の受付
・資料渡し

県看護協会	 藤波富美子　　野村志津枝
	 大平　了子

会場案内係 ・出席票記入案内 全国病院理学療法協会県支部	 小堺　文明

演　者　係 ・演者名確認・記念品渡し
・座長演者打合せ対応 県精神保健福祉士協会	 出川　桃佳　　伊藤　洋

会　場　係
・会場の設営
・会場内対応
・参加者の誘導

県作業療法士会	 神保　武則
県理学療法士会	 木村　充広

パソコン・
マイク係

・パソコンの操作、説明
・録音の操作
・質問者へのマイク渡し

県医療ソーシャルワーカー協会	 木戸　昴明　　宮本　竜也

写　真　係 ・写真撮影 県放射線技師会	 木本　大樹

5．運営内容及び運営協力職員一覧
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第 44 回神奈川県病院学会写真

足立原 崇　神奈川県健康医療局 局長

総合司会　三角 隆彦　常任理事

学会長挨拶　吉田 勝明　会長

鈴木 紳一郎　神奈川県医師会 会長

開会の辞　長堀　薫　副会長

来 賓 挨 拶

開 会



第 4 4 回神奈川県病院学会写真4

尾形 裕也　先生

特 別 講 演

菅　泰博　座長

シンポジウム
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一般演題（口演）　 稲瀨 直彦　座長

一般演題（口演）

シンポジスト発表　稲瀨 直彦　先生

シンポジスト発表　山口 哲顕　先生

シンポジスト発表　鈴木 龍太　先生

シンポジウム意見交換

一般演題（口演）①　小笠原 夏月　先生 一般演題（口演）②　石渡 明子　先生
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一般演題（口演）⑦　髙﨑 祐樹　先生

一般演題（口演）⑤　漆原 義寛　先生

一般演題（口演）③　内田 陽子　先生

一般演題（口演）⑧　伊勢 正輝　先生

一般演題（口演）⑥　青山 美佳子　先生

一般演題（口演）④　西江 あみ　先生

一般演題（口演）⑨　小原 由里　先生 一般演題（口演）⑩　千葉 沙織　先生
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一般演題（口演）⑬　齋藤　翼　先生

一般演題（口演）⑮　野村 恭子　先生

一般演題（口演）⑪　三枝 礼紀　先生

一般演題（ポスター）　小澤 幸弘　座長

一般演題（口演）⑭　臼田 昌弘　先生

一般演題（口演）⑯　行谷 真波　先生

一般演題（口演）⑫　伊藤 涼花　先生

一般演題
（ポスター）
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一般演題（ポスター）⑦　岡村 秀行　先生

一般演題（ポスター）⑤　鳥海 真理子　先生

一般演題（ポスター）③　新井 龍一　先生

一般演題（ポスター）①　久保田 竜也　先生

一般演題（ポスター）⑧　三宅 利恵　先生

一般演題（ポスター）⑥　越智 良明　先生

一般演題（ポスター）④　坂部 尚子　先生

一般演題（ポスター）②　松原 麻子　先生



第 4 4 回神奈川県病院学会写真 9

一般演題（ポスター）⑮　矢野 ゆう子 　先生

一般演題（ポスター）⑬　原　美鈴　先生

一般演題（ポスター）⑪　高橋 麻衣子　先生

一般演題（ポスター）⑨　村山 由子　先生

一般演題（ポスター）⑭　高野 寿子　先生

一般演題（ポスター）⑫　大平 浩泉　先生

一般演題（ポスター）⑩　加賀 陽一　先生



第 4 4 回神奈川県病院学会写真10

閉会の辞　小澤 幸弘　理事

閉 会

学 会 長 表 彰

学会長表彰（一般演題）
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第第４４４４回回神神奈奈川川県県病病院院学学会会  

 
メインテーマ 

「「新新たたなな地地域域医医療療構構想想」」とと病病院院のの将将来来  
～～22004400 年年にに向向けけたた地地域域医医療療（（・・介介護護））ののここれれかかららをを考考ええるる～～  

  

日日  時時：：２２００２２５５年年１１００月月１１５５日日((水水))  

１１３３：：００００  ～～  １１８８：：００００  
  

  

会会  場場：：ホホテテルル・・ザザ・・ノノッットト  ヨヨココハハママ  
横横浜浜市市西西区区南南幸幸２２‐‐１１６６－－２２８８  

現現 地地 開開 催催((WWeebb 配配信信ははあありりまませせんん))  

  

  

主  催：公益社団法人神奈川県病院協会 
 

学 会 長：神奈川県病院協会 会 長 吉 田 勝 明 

学術委員長：   〃    副会長 長 堀   薫 

 
協力団体: (公社)横浜市病院協会   神奈川県医療専門職連合会 
     (公社)川崎市病院協会     (一社)神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 
         (公社)相模原市病院協会    (公社)神奈川県栄養士会医療事業部会 

三浦半島病院会            (公社)神奈川県看護協会 
鎌倉市医師会病院会        神奈川県公衆衛生協会 
湘南病院協会              (一社)神奈川県作業療法士会 
湘南西部病院協会          (一社）神奈川県精神保健福祉士協会  
厚木病院協会              (公社)神奈川県病院薬剤師会 
大和・高座病院協会        (公社)神奈川県放射線技師会 
小田原医師会病院会        (公社)神奈川県理学療法士会 
足柄上病院会              (一社)神奈川県臨床検査技師会 
                          (公社)神奈川県臨床工学技士会 

                       (公社)全国病院理学療法協会神奈川県支部 
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プログラム・目次 

時  間 会  場    内   容               ＜掲載ページ＞ 

13：00～

13：10 

 

 

 

 

 

 

２階 

キング＆ 

クイーン 

 

開会      

 

・総合司会   三角 隆彦 常任理事 

・開会の辞   長堀 薫  副会長 

・学会長挨拶 吉田 勝明 会長 

・来賓挨拶   足立原 崇 神奈川県健康医療局長 

          鈴木 紳一郎 神奈川県医師会長 

13：10～

14：00 

【特別講演】                   ＜１ページ＞ 

〇 「新たな地域医療構想と病院の将来」 

     九州大学名誉教授 尾形 裕也 氏 

14：00～

15：20 

 

【シンポジウム】                 ＜２ページ＞ 

「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組 

 

１ シンポジスト発表 

・「「新たな地域構想」と臨床現場における現状と取組 

急性期病院の立場から」 

平塚共済病院院長 稲瀨 直彦 氏 

・「新たな地域医療構想と病院現場における現状と取り

組み―包括期、慢性期に関してー」 

横浜新緑総合病院理事長兼院長 

鶴巻温泉病院名誉院長 鈴木龍太 氏 

・「精神科医療と地域医療構想」 

     港北病院理事長兼院長 山口 哲顕 氏 
   

２ 特別講演講師及びシンポジストによる意見交換 

15：20～

15：30 
休憩 

15：30～

17：30 

 

２階 

キング＆ 

クイーン 

一般演題                    ＜６ページ＞ 

口演発表（16 演題予定）  

３階 

ハート 

一般演題                    ＜８ページ＞ 

ポスター発表（１５演題予定） 

17：30～

17：40 
休憩・一般演題表彰審査 

17：40～

18：00 

２階 

キング＆ 

クイーン 

閉会 

 

・学会長表彰 吉田 勝明 会長 

・閉会の辞   沼田 裕一 常任理事 
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Ⅱ 特 別 講 演（５０分） 

１１３３：：１１００～～１１４４：：００００    ＜＜会会場場  ２２階階キキンンググ＆＆ククイイーーンン＞＞  

 

「「新新たたなな地地域域医医療療構構想想とと病病院院のの将将来来」」  

  

九九州州大大学学名名誉誉教教授授  尾尾  形形  裕裕  也也（おがた ひろや）  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

プロフィール  

[[職職  歴歴]] 

東京大学工学部、経済学部卒業後、1978 年厚生省入省、年金

局、OECD 事務局（在パリ）、大臣官房、老人保健課、保険局

国民健康保険課、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部一等

書記官、千葉市環境衛生局長、健康政策局看護職員確保対策

官、国家公務員共済組合連合会病院部長等を経て、2001 年よ

り九州大学大学院医学研究院教授、2013 年より東京大学特

任教授、2013 年より九州大学名誉教授 

 

 
 
 

日本の医療政策においては、医療保障に関しては、皆保険体制の維持、推進のた

め、累次の医療保険制度改革の実施等、強い政府の関与があった。その一方で、医

療提供に関しては基本的に自由放任政策がとられてきた。 

これまでの拡大局面ではこうした方式がそれなりに機能してきたが、現在のよ

うな縮小局面においては種々の課題に直面している。 

現在の地域医療構想はこうした伝統的な自由放任政策の一部転換を目指したも

のと位置付けることができる。 

本講演では、現行の地域医療構想の現状と課題を整理するとともに、新たな地域

医療構想の骨格案について説明し、それらの病院経営に及ぼす影響について検討

する。 
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Ⅲ シンポジウム（1時間 20 分） 

１１４４：：００００～～１１５５：：２２００    ＜＜会会場場  ２２階階キキンンググ＆＆ククイイーーンン＞＞  

 

「「「「新新たたなな地地域域医医療療構構想想」」とと病病院院現現場場ににおおけけるる現現状状とと取取組組」 

座座  長長  神神奈奈川川県県病病院院協協会会  副副会会長長  

麻麻生生総総合合病病院院  理理事事長長兼兼病病院院長長    菅菅    泰泰  博博（すが やすひろ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長から一言 

 

今後 85 歳以上の増加や、労働力不足がさらに進む中で、病院経営は非常に

厳しい状況に置かれています。 

本学会では「新たな地域医療構想と病院の将来」について、九州大学名誉

教授の尾形裕也先生に特別講演を賜ります。 

そして、シンポジウムでは、「新たな地域医療構想」と病院現場における現

状と取組に関して、会員を代表して、急性期の病院について平塚共済病院院

長の稲瀬直彦先生に、包括期・慢性期は鶴巻温泉病院名誉院長で横浜新緑総

合病院院長の鈴木龍太先生、そして精神科は港北病院院長山口哲顕先生から

発表していただき、特別講演講師の尾形裕也先生を交え、議論をしたいと思

っています。 

ぜひともご参加いただき、皆様で医療提供体制の現状と目指すべき方向性

などについて考えていければと願っています。 

プロフィール  

【【経経歴歴】】  

2000 年  東京医科大学卒業 

2000 年  東京医科大学助手外科学第１講座 

2005 年  東京医科大学呼吸器外科助教 

2006 年  医療法人鎗田病院外科医長 

2008 年  神奈川県立がんセンター外科医員 

2010 年  東京専売病院（現・国際医療福祉大学三田病院） 

呼吸器センター外科医員 

2011 年  東京医科大学呼吸器外科・甲状腺外科客員教授 

2011 年  医療法人社団総生会麻生総合病院呼吸器科員 

2012 年  医療法人社団総生会麻生総合病院病院長 

2014 年  医療法人社団総生会理事長 
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１ シンポジスト発表（各１５分×３名） 

（（１１））「「新新たたなな地地域域構構想想」」とと臨臨床床現現場場ににおおけけるる現現状状とと取取組組    

急急性性期期病病院院のの立立場場かからら  

平平塚塚共共済済病病院院院院長長  稲稲瀨瀨    直直彦彦（いなせ なおひこ）  

                                                   

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール  

【【経経歴歴】】  

1985 年 3月 東京医科歯科大学医学部卒業 

1985 年 6月 東京医科歯科大学第二内科研修医 

1987 年 6月 国立がんセンター内視鏡部研修生 

1988 年 3月 横須賀共済病院内科医員 

1990 年 6月 東京共済病院内科医員 

1991 年 7月 カルフォルニア大学サンフランシスコ校 

（UCSF）留学 

1994 年 9月 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院助手 

2002 年 11 月 東京医科歯科大学呼吸器内科講師 

2004 年 4月 横須賀共済病院内科部長 

2009 年 11 月 東京医科歯科大学統合呼吸器病学分野（呼吸器内科）教授 

2019 年 4月 平塚共済病院長 

現行の地域医療構想調整会議では、国が定める算定式に準拠して基準病床数が検討さ

れた。2023 年の湘南西部医療圏の既存病床数は 4,638 であり、当初の試算では基準病床

数が 5.253（615 床不足）とされたが、医療需要予測や非稼働病床も踏まえて最終的に

4,360（278 床過剰）と算定された。 

2024 年度には病床数適正化支援事業が予算化され、病床削減が支給対象とされた。急

性期病院の経営は大変厳しい状況下にあり、全国で機能転換や再編が進められている。

新たな地域構想においても医療・介護の連携強化が重要であり、広域の連携に資する公

的システムの構築が望まれる。 
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（（２２））「「新新たたなな地地域域医医療療構構想想とと病病院院現現場場ににおおけけるる現現状状とと取取りり組組みみ  

――包包括括期期、、慢慢性性期期にに関関ししててーー  

医医療療法法人人社社団団三三喜喜会会理理事事長長兼兼横横浜浜新新緑緑総総合合病病院院院院長長  

  鶴鶴巻巻温温泉泉病病院院名名誉誉院院長長    鈴鈴木木  龍龍太太（すずき りゅうた）  

                  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール  

【経歴】 

1977 年 3月 東京医科歯科大学（現東京科学大学） 

医学部卒業 

1977 年 4月 東京医科歯科大学（現東京科学大学） 

脳神経外科研修医入局 

1980 年 1月 米国 National Institutes of Health 

(NIH) NINCDS Visiting fellow 

1995 年 4月 昭和大学藤が丘病院脳神経外科  

助教授（准教授） 

2009 年 9月 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院院長 

2015 年 6月 医療法人社団三喜会理事長兼務 

2025 年 10 月 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院院長 

 

神奈川県では 2015 年の既存病床 58999 床に対し、2025 年までの地域医療構想で

の必要病床は 72410 床と 13000 床あまりの不足であり、特に回復期で 15000 床、慢

性期で 2000 床不足しているとの発表であった。現実と乖離した国と県のミスリー

ドにより、現場は大きな混乱をきたした。2025 年の結果として神奈川県の既存病

床は約 60000 床となり 2015 年と殆ど変わらなかった。そのうち回復期病床は計画

には達しなかったが、3500 床程度増加した。 

 人口当たりの病床数が都道府県で 4倍程度の差があり、地域医療構想はその平

準化が一つの目的であった筈である。人口減少が始まり、交通網も充実していない

地域とこれから高齢者が増えるが、人口密度が高く、更に交通網が発達して、医療

圏を越えて受療しやすい都市部とは必要病床数の算出は異なる方法を使うべきで

はないだろうか？ 

 2040 年に向けての地域医療構想は従来の 4 区分を維持するが、回復期を「高

齢者等の急性期患者への医療提供機能」を加えた包括期と呼び方を変える。包括期、

慢性期は「治し支える医療」を提供する役割として位置づけられている。慢性期で

は 2018 年に新設された介護医療院が 2024 年 4 月で 53000 床となり、このうち

40000 床あまりが病床からの移行なので病床数から引かれるため、慢性期病床はか

なり減ることが確実である。一方慢性期は病床数だけでなく、在宅医療、訪問医療、

介護施設での医療等の関わりが重要となってくる。 

 本発表では 2025 年までの地域医療構想を顧みながら、2040 年に向けての地域

医療構想への期待と課題を論し、現場での取り組みを提案する。 
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（（３３））精精神神科科医医療療とと地地域域医医療療構構想想  

港港北北病病院院理理事事長長兼兼院院長長  山山口口  哲哲顕顕（やまぐち てつあき）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 一般演題 （2時間） 

１１５５：：３３００～～１１７７：：３３００  

 

口演発表   １６演題各８分（説明 5分、質疑応答 3分） 

      ＜＜会会場場  ２２階階キキンンググ＆＆ククイイーーンン＞＞  

 

  ポスター発表 １５演題各８分（説明 5分、質疑応答 3分） 

＜＜会会場場  ３３階階ハハーートト＞＞  

            

 

※お名前は、発表代表者のみ記載させていただきました。 

  研究者等のお名前は、ホームページか、「第 44 回神奈川県病院学会／一般演題抄録集」 

（別冊）をご覧ください。 

プロフィール  

【【経経歴歴】】  

昭和 57 年 3 月  日本医科大学卒業 

昭和 57 年 6 月  日本医科大学精神医学教室 

昭和 59 年 6 月  横浜市立大学医学部精神医学教室 

平成 15 年 1 月  医療法人正永会港北病院院長 

令和 元年  6 月  公益社団法人神奈川県病院協会理事 

令和 5 年 5 月  一般社団法人神奈川県精神科病院協会会長 

今般精神科医療の新しい地域医療構想への参入が決定したが、その詳細、方向性につ

いては現時点ではまだ検討中とのことである。 

そのような情勢をふまえ、当日は精神科の地域医療構想参入に至る経緯、精神科医療

の変遷、精神科病院の現状並びに現時点で想定されている将来像、課題等について私見

を交え報告する予定である。 
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口演発表   

 
① 自宅退院が叶わず施設退院が決定した患者への関わり  

～肯定的な受容のための言葉かけ・姿勢について～ 

  

金沢文庫病院  看護部 

小笠原  夏月 （看護師）  

 

② 褥瘡を発生しない・させない！皆で取り組む予防策  

～関節可動域訓練とポジショニングによる褥瘡予防～ 

  

金沢文庫病院  看護部 

石渡 明子  （看護師） 

 

③ 医療療養病院における摂食機能療法の取り組みと成果 

  

高台病院  

内田  陽子   （看護師）  

 

④ 栄養情報連携料算定の取り組み 

 

相模原協同病院  栄養室 

西江  あみ   （管理栄養士）  

 

⑤ 平均寿命日本一 川崎市麻生区を支える麻生総合病院の挑戦  

～地域包括医療病棟の導入による医療・経営の質向上～ 

 

麻生総合病院  事務部 

漆原  義寛   （事務） 

 

⑥ RPA を使った働き方改革～医療秘書科の取り組み～  

 

横須賀共済病院  医療秘書科 

青山 美佳子   （事務） 

 

⑦ 内科系病院における地域包括医療病棟への関心と展望 

  

クローバーホスピタル 法人事務局経理部 

髙﨑  祐樹      （事務） 

 

⑧ 顔の見える連携を活かす-鶴巻温泉病院の高齢者医療への取り組み 

 

鶴巻温泉病院  地域連携室    

伊勢 正輝  （事務）  
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⑨ 社会的課題に向き合う病院の役割 

～頻回入院患者の一事例にみる「社会的処方」の実践から～  

 

藤沢湘南台病院  医療福祉相談室 

小原 由里  （医療ソーシャルワーカー）  

 

⑩ MSW の役割と基本姿勢を再認識した 1事例 

 

よこはま港南台地域包括ケア病院  地域医療連携室 

千葉  沙織  社会福祉士（医療ソーシャルワーカー） 

 

⑪ 骨密度検査における私服での検討  

 

金沢文庫病院 放射線科 

三枝  礼紀  （診療放射線技師）  

 

⑫ 全入院患者への嚥下評価体制の構築と実践報告  

～嚥下センター構想に向けた取り組み～  

 

港南台病院   リハビリテーション課 

伊藤  涼花  （言語聴覚士） 

 

⑬ 集団リハビリを中心としたリハビリ介入の取り組みについて  

 

よこはま港南台地域包括ケア病院  リハビリテーション課 

齋藤  翼  （理学療法士）  

 

⑭ 入院支援外来における薬剤師の周術期リスクへの介入  

〜市販薬を含む薬剤管理と将来的な地域連携・情報共有に向けて〜 

 

川崎幸病院  薬剤部 

臼田  昌弘 （薬剤師）  

 

⑮ 災害時に有効な情報共有を目指して！  

～2024 年度神奈川県病院薬剤師会 災害時被災状況報告訓練 

 

    厚木市立病院  薬剤部門薬剤科 

野村 恭子  （薬剤師） 

 

⑯ 当院における Romidepsin 療法の初回コース時の悪心の発生状況 

 

       横須賀共済病院  薬剤科 

行谷  真波  （薬剤師）  

  

 

 

口演発表   

 
① 自宅退院が叶わず施設退院が決定した患者への関わり  

～肯定的な受容のための言葉かけ・姿勢について～ 

  

金沢文庫病院  看護部 

小笠原  夏月 （看護師）  

 

② 褥瘡を発生しない・させない！皆で取り組む予防策  

～関節可動域訓練とポジショニングによる褥瘡予防～ 

  

金沢文庫病院  看護部 

石渡 明子  （看護師） 

 

③ 医療療養病院における摂食機能療法の取り組みと成果 

  

高台病院  

内田  陽子   （看護師）  

 

④ 栄養情報連携料算定の取り組み 

 

相模原協同病院  栄養室 

西江  あみ   （管理栄養士）  

 

⑤ 平均寿命日本一 川崎市麻生区を支える麻生総合病院の挑戦  

～地域包括医療病棟の導入による医療・経営の質向上～ 

 

麻生総合病院  事務部 

漆原  義寛   （事務） 

 

⑥ RPA を使った働き方改革～医療秘書科の取り組み～  

 

横須賀共済病院  医療秘書科 

青山 美佳子   （事務） 

 

⑦ 内科系病院における地域包括医療病棟への関心と展望 

  

クローバーホスピタル 法人事務局経理部 

髙﨑  祐樹      （事務） 

 

⑧ 顔の見える連携を活かす-鶴巻温泉病院の高齢者医療への取り組み 

 

鶴巻温泉病院  地域連携室    

伊勢 正輝  （事務）  
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ポポススタターー発発表表    

 

① DX 化がもたらす働き方改革～業務負担軽減と残業時間削減への効果～  

 

戸塚共立第 1病院  総務課 

久保田  竜也  （事務） 

 

② 介護老人保健施設へ退院支援をする際の医療・介護間の現状と課題  

 

横浜鶴見リハビリテーション病院  地域医療連携室 

松原  麻子  （医療ソーシャルワーカー） 

 

③ これからを見据えた回復期リハビリテーションにおける理学療法評価フィード

バック体制の構築 

 

横浜鶴見リハビリテーション病院   リハビリテーション技術科 

新井 龍一 （理学療法士） 

 

④ 地域に選ばれる通所リハビリテーションを目指して  

～利用者の想いと生活に寄り添って～ 

 

老健リハビリセンター クローバーヴィラ  リハビリテーション部 

坂部  尚子  （理学療法士） 

   

⑤ 当院における腎臓リハビリテーションの取り組み  

 

横須賀共済病院  リハビリテーション科  

鳥海  真理子  （理学療法士） 

  

⑥ 学会・論文発表の質的向上を目指す取り組み  

 

大船中央病院  薬剤部  

越智  良明  （薬剤師） 

 

⑦ 採用抗菌薬の見直しが促す処方行動の変化と地域医療への波及効果  

 

神奈川リハビリテーション病院  診療技術部薬剤科 

岡村  秀行  （薬剤師） 

 

⑧ 地域包括ケア病棟における退院に向けた食支援の検討 

 

湘南ホスピタル  栄養科   

三宅  利恵  （管理栄養士）   
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⑨ 認知症専門病院における家族の困り事の実態とその対応  

 

横浜ほうゆう病院  看護部 地域医療連携室 

村山  由子  （老人看護専門看護師） 

 

⑩ 行動制限最小化に向けての取り組み  

～拘束指示数、拘束使用者数データの見える化を進めての考察、今後の課題～

  

横浜相原病院  看護部 

加賀  陽一  （看護師） 

  

⑪ 身体拘束の必要性への認識と解除経験に関する調査 

：J-PRUQ を用いた回復期病棟看護師の分析 

 

横浜鶴見リハビリテーション病院 回復期リハビリテーション病棟 

高橋  麻衣子  （看護師） 

  

⑫ 器質性精神障害のある患者のストーマ管理―個別性を考慮した継続支援―  

  

横須賀共済病院  看護管理科   

大平  浩泉  （看護師） 

 

⑬ 外科外来における継続看護の取り組み  

 

横須賀共済病院  一般外来 

原  美鈴  （看護師）  

 

⑭ 退院促進に向けた多職種協働 

 

 横須賀共済病院  総合相談、がん・看護相談支援室 

高野  寿子  （看護師）  

 

⑮ 地域とともに取り組む感染対策 －感染管理認定看護師相談窓口を開設して－ 

  

神奈川リハビリテーション病院  医療安全推進室、感染制御室 

矢野 ゆう子  （看護師） 
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公益社団法人神奈川県病院協会 

〒231-0037 神奈川県横浜市中区富士見町３－１ 

神奈川県総合医療会館 4階 

TEL 045（242）7221（代表） 

FAX 045（231）1794 

 

 

 

 

 

 

神奈川県健康医療局 

局 長 足立原  崇 

 
ただいまご紹介いただきました、神奈川県で健康医療局長をしております足立原

でございます。 

本日は、第44回を数えます神奈川県病院学会の開催、誠におめでとうございま

す。また、吉田会長をはじめ県病院協会の皆様に、日頃から大変お世話になってお

ります。県の地域医療にご尽力いただき、あらためて御礼を申し上げます。 

さて、病院経営の非常に厳しい状況を伺っており、これは診療報酬と物価の関係

が一番大きいのですが、県としても、地域医療を支える病院の緊急課題という思い

から、知事以下一団となり、吉田会長、鈴木県医師会長等にご尽力いただき、病院

経営緊急対策会議を設置し、様々なご意見をいただきながら支援策の検討をしてい

ます。そうした中、9月の補正予算で全て一般財源で約27億円の病院に対する緊急

支援をさせていただきました。ただ、これだけでは本当の構造的な問題は解決すも

のでありません。 

今日のテーマ「新たな地域医療構想に向けて」は大変素晴らしいテーマだと思い

ます。地域医療構想は、2016年に作って今年で一区切りですが、この約10年、行政

も色々な取組みをしてきましたが、特に神奈川県では、先生方をはじめとする地域

の皆様が、本当に膝詰めで話す環境ができてきた、ただお付き合いの会議ではな

く、正直に皆で話し合う文化ができてきたと、とても素晴らしい成果だと思ってい

ます。実はコロナの中で、これがとても役に立って、神奈川は本当にうまくいった

と思っております。 

これからの新しい地域医療構想は、決まるものではなくて決めていくものですの

で、行政も汗をかき、よく人・物・金ってありますが、こういったところを行政がど

のように支援できるのか。さらに制度・ルールをどう変えたり強化したりして、うま

く医療が回っていけるのか。こういったところを皆様と一緒に考えさせていただきた

いと思っています。今日の学会では様々な演題があると伺っております。私ども県も

多くの職員が参加させていただいております。ぜひ聞かせていただき、今後の施策・

ご支援の検討をしっかりと県として行っていきたいと思っております。 

最後に、今日の会の盛況、ご参加の皆様のご健勝をお祈りいたしまして、お祝いの

ご挨拶とさせていただきます。誠に本日はおめでとうございます。 

来 賓 挨 拶 
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神奈川県健康医療局 

局 長 足立原  崇 

 
ただいまご紹介いただきました、神奈川県で健康医療局長をしております足立原

でございます。 

本日は、第44回を数えます神奈川県病院学会の開催、誠におめでとうございま

す。また、吉田会長をはじめ県病院協会の皆様に、日頃から大変お世話になってお

ります。県の地域医療にご尽力いただき、あらためて御礼を申し上げます。 

さて、病院経営の非常に厳しい状況を伺っており、これは診療報酬と物価の関係

が一番大きいのですが、県としても、地域医療を支える病院の緊急課題という思い

から、知事以下一団となり、吉田会長、鈴木県医師会長等にご尽力いただき、病院

経営緊急対策会議を設置し、様々なご意見をいただきながら支援策の検討をしてい

ます。そうした中、9月の補正予算で全て一般財源で約27億円の病院に対する緊急

支援をさせていただきました。ただ、これだけでは本当の構造的な問題は解決すも

のでありません。 

今日のテーマ「新たな地域医療構想に向けて」は大変素晴らしいテーマだと思い

ます。地域医療構想は、2016年に作って今年で一区切りですが、この約10年、行政

も色々な取組みをしてきましたが、特に神奈川県では、先生方をはじめとする地域

の皆様が、本当に膝詰めで話す環境ができてきた、ただお付き合いの会議ではな

く、正直に皆で話し合う文化ができてきたと、とても素晴らしい成果だと思ってい

ます。実はコロナの中で、これがとても役に立って、神奈川は本当にうまくいった

と思っております。 

これからの新しい地域医療構想は、決まるものではなくて決めていくものですの

で、行政も汗をかき、よく人・物・金ってありますが、こういったところを行政がど

のように支援できるのか。さらに制度・ルールをどう変えたり強化したりして、うま

く医療が回っていけるのか。こういったところを皆様と一緒に考えさせていただきた

いと思っています。今日の学会では様々な演題があると伺っております。私ども県も

多くの職員が参加させていただいております。ぜひ聞かせていただき、今後の施策・

ご支援の検討をしっかりと県として行っていきたいと思っております。 

最後に、今日の会の盛況、ご参加の皆様のご健勝をお祈りいたしまして、お祝いの

ご挨拶とさせていただきます。誠に本日はおめでとうございます。 

来 賓 挨 拶 
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公益社団法人神奈川県医師会 

会 長 鈴木 紳一郎 

 

神奈川県医師会の鈴木紳一郎と申します。本日は、第44回神奈川県病院学会開催お

めでとうございます。このように多くの方がお集まりになる学会を44回も開催される

ことは、素晴らしいことだと思います。 

今、本当に日本の政権はこれからどうなるのか分からない状況になってきました。 

その中で、厳しい状況の病院を守るために、どこにどのようにお願いすれば良いの

かではなく、我々が世論を作って、民意を形成していくこと、厳しい状況の中で病院

を皆で守ろうという民意を作っていくことが一番だと思います。 

最近の厳しい経営状況の中でも元気な病院はあります。そのような病院はどのよう

なことをされているのかと考えますと、私は二つあるのかと思います。 

一つは、ＤＸを嫌々やらされているのではなく、楽しんでいる病院は元気かと思っ

てます。もう一つは、様々なキャラクターの多職種で色々なアクターが集まり、オー

ルキャストで下を向かず、上も向き過ぎず、ある方向を向いて皆で前に進んでいく、

そのような病院は元気があるのかと思っております。その意味では、この学会は、ま

さにこの二つ目の話を現実化するのにとても良い学会だろうと思っています。 

本日は医師だけでなく、多職種の関連団体や多くの方がお集まりです。先ほど議員

の方からも、本日は勉強させてもらいますとお話しがありました。神奈川県全体がそ

のように動いていくことは本当に素晴らしいことだと思っております。これから、機

能的に縮んでいかなければならない少子高齢化の中で、やはり新たな地域医療構想が

道標でありますし、皆で元気のある病院となって進んでいければと思います。 

今日は本当におめでとうございます。 

 

来 賓 挨 拶 
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公益社団法人神奈川県医師会 

会 長 鈴木 紳一郎 

 

神奈川県医師会の鈴木紳一郎と申します。本日は、第44回神奈川県病院学会開催お

めでとうございます。このように多くの方がお集まりになる学会を44回も開催される

ことは、素晴らしいことだと思います。 

今、本当に日本の政権はこれからどうなるのか分からない状況になってきました。 

その中で、厳しい状況の病院を守るために、どこにどのようにお願いすれば良いの

かではなく、我々が世論を作って、民意を形成していくこと、厳しい状況の中で病院

を皆で守ろうという民意を作っていくことが一番だと思います。 

最近の厳しい経営状況の中でも元気な病院はあります。そのような病院はどのよう

なことをされているのかと考えますと、私は二つあるのかと思います。 

一つは、ＤＸを嫌々やらされているのではなく、楽しんでいる病院は元気かと思っ

てます。もう一つは、様々なキャラクターの多職種で色々なアクターが集まり、オー

ルキャストで下を向かず、上も向き過ぎず、ある方向を向いて皆で前に進んでいく、

そのような病院は元気があるのかと思っております。その意味では、この学会は、ま

さにこの二つ目の話を現実化するのにとても良い学会だろうと思っています。 

本日は医師だけでなく、多職種の関連団体や多くの方がお集まりです。先ほど議員

の方からも、本日は勉強させてもらいますとお話しがありました。神奈川県全体がそ

のように動いていくことは本当に素晴らしいことだと思っております。これから、機

能的に縮んでいかなければならない少子高齢化の中で、やはり新たな地域医療構想が

道標でありますし、皆で元気のある病院となって進んでいければと思います。 

今日は本当におめでとうございます。 
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2

3

本日お話しする予定の内容

4

  ０．2025年度の位置付け
  １．医療需要の変化

  ２．医療供給の現状と課題
  ３．地域医療構想の現状と課題
  ４．新たな地域医療構想

 ５．病院医療における外来の位置付け
６．最近の政策論議
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3

０．2025年度の位置付け

○2024年4月 第8次医療計画（～2030年3月）
  第4期医療費適正化計画（ 〃 ）

  医師の働き方改革始動
介護報酬改定、薬価改定

 6月 診療報酬・材料価格改定

 12月 新たな地域医療構想等に関するとりまとめ

○2025年4月 かかりつけ医機能報告制度始動

薬価中間年改定

   ?月  医療法等改正
  新たな地域医療構想GL検討開始 5

１．医療需要の変化

（１）医療需要に影響する諸要因

〇人口構造の変化

・新人口推計（2023.4.26）
・「人口減少社会」という避けられない現実

→人口減少社会を前提とした制度、政策、仕組
 みを構築していく必要

・地域差についての考慮：神奈川県の位置付け
6
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4

7

8



特別講演 29

5

○経済成長率（GDP伸び率）の推移

9

〇技術進歩

・Newhouse（1993）An Iconoclastic View of Health

Cost Containment,

Health Affairs 12, suppl 1（1993）:152-171.

 ・医療費の増加要因として最も大きいものは何か

→「技術進歩」

・公的医療保険でどこまで技術進歩を取り入れるか

→技術評価、費用対効果分析等

10
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6

〇人々のニーズの変化

 ・価値観等の反映
＜例＞「死に場所」の変化

 ・医療者の価値観とのギャップ
＜例＞「闘病」→長期的に埋まるか？

11

12
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7

13

（２）医療（・介護）分野の将来ニーズ

◎医療（・介護）は、長期的に見て、数少ない確実な

「成長分野」

○医療・介護支出における日本の相対的位置

・最長寿国だが、比較的コントロールされている

・医療費4兆円削減論？

○ただし、ポジショニングの問題あり

・後述するように、入院、外来、在宅等、分野に

よって医療需要の変化は一律ではない 14
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8

15

地域における医療及び介護を総合的に確保するため
の基本的な方針（総合確保方針）2023.3.17改正

○医療内容（外来、入院、在宅等の種別）を横軸、2次
 医療圏等地域を縦軸とした、2次元の座標軸によっ

 て、医療需要を具体的に捉える必要
16
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9

17

18
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10

19

２．医療供給の現状と課題

（１）資本集約的（＝労働節約的）な医療提供体制

○医療は、一般的には「労働集約的」なサービスと考

 えられている

○国際的に比較してみると、資本が豊富にある一方で

、手薄な人員配置という状況

 →いわゆる「医療崩壊」の基本的背景

 20
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11

○主要な医療資本投入状況の国際比較（２０１７年）

21

○主要な医療労働投入状況の国際比較（２０１７年）

22
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（２）地域差の問題

○都道府県間・内の双方において大きな地域差

→医療政策上無視できない

○いわゆる「西高東低」の問題（次ページ）

○神奈川県の位置

23

○病床数の地域差

（人口10万対都道府県別病院病床数：2023.10）

一般病床 710.0床（最大最小比2.3）
1.高知1146.5 2.大分1074.9 3.北海道1018.0 4.鹿児島989.0 5.和歌山955.3  

  47.神奈川508.7 46.埼玉519.6 45.愛知531.6 44.千葉584.3 43.東京584.7

療養病床 220.1床（最大最小比4.9） 
1.高知669.8 2.山口550.1 3.徳島465.8 4.佐賀455.5  5.長崎451.4

  47.宮城137.5 46.京都137.8 45.神奈川138.3 44.岐阜140.7 43.埼玉150.6

精神病床 256.5床（最大最小比4.2） 
1.長崎603.0 2.鹿児島600.5 3.宮崎559.3 4.徳島520.4 5.佐賀514.4

   47.神奈川143.3    46.東京146.7 45.滋賀160.7 44.愛知163.5 43.静岡180.4

24
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○病床数の地域差をめぐる議論

・「わが県は病床数が多く、医療へのアクセスもよく、

 県民は大変満足している。病床数が多くて何が悪
   いのか」という議論について、どう考えるか？

25

（３）医療施設体系の連続性

○病院と診療所の区別、機能分担、連携が少ない

→「診療所が大きくなったものが病院」

○診療報酬も基本的に病院、診療所共通：出来高払

○Lack of differentiation and standardization

機能分化と標準化の欠落：OECD(2001)
26
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14

日本の医療施設体系に関する概念図（2023.10）

27

（４）民間主導の医療提供体制

○Publicly funded and privately delivered

・病院8,122のうち、医療法人69.7%、個人1.3%、公的

14.7%、国3.9%

・少なくとも量的には、民間医療機関が大きなウェイ

トを占めている

・国際的には、公－公、民－民の組合せも

28
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○公―民という日本の組合せの評価

・「保険あって医療なし」という当初の危惧は杞憂に

・むしろ、「需要が供給を引っ張る」形で、医療提供体

 制の整備が急速に進んだ

・問題はこれから：拡大局面→縮小局面にどう対応

  するか

→地域医療構想

29

（５）Laissez-faireの医療提供政策

○Laissez-faire（自由放任主義）

・医療保障政策は、強い国家の介入：皆保険体制、

  医療保険改革等々

・医療提供体制については、「自由放任」

→基本的に自由開業制で、医療機器の規制もない
・医療計画の病床規制も増床抑制のみ

→人口減少社会において今の体制で持つのか？
30
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３．地域医療構想の現状と課題

（１）地域医療構想の位置付け

○日本の伝統的な医療提供政策（Laissez-faire：自由
 放任主義）から一歩踏み出したもの

○医療機関の自主的選択による地域の医療提供体

 制の実現

31

32



特別講演 41

17

（２）地域医療構想と医療機関経営

○基本的な経営戦略（ポジショニング）に関わる問題

・公開データを基に、地域における自院のポジショ

ニングをどう考えるか

○診療報酬との比較

・法律事項vs.大臣告示別表

33

＜日本の法令の階層秩序＞

日本国憲法

法律 （健康保険法）

政令 （健康保険法施行令）

省令 （健康保険法施行規則）

告示 （診療報酬の算定方法）

通達

34
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35

○病床機能区分の考え方（概念図）

36
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（３）地域医療構想の現状評価

○2023年度報告まで判明
・全体として、一定の進捗

→必要病床数に近づく方向にある
・地域によっては課題有り

・2025年に向けてさらに加速する必要

37

38
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４．新たな地域医療構想

◎新たな地域医療構想等に関する検討会

39

40



特別講演 45

21

41

５．病院医療における外来の
位置付け

◎尾形（2023）『志なき医療者は去れ：岩永勝義、病
院経営を語る』増補改訂版

日本看護協会出版会

42
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○「急性期（非救急型）高機能病院は、アクセスの悪

 いところにこそ立地すべきだ」
→「バスの入構」は困ったことか！？

○「ブティックで、コンビニと同じものを売っている

 か？」
→マイケル・E・ポーター「ポジショニング論」

 「あれもこれも」、ではなく、「あれかこれか」の
選択

43

○急性期（非救急型）高機能入院医療の立地戦略

・急性期病院の外来部門は一般的に赤字

中医協コスト調査分科会資料

病院・診療所共通の外来診療報酬の帰結

・外来→入院につなげるという「神話」
・きわめて効率の悪い方式

・経済的効率の問題だけではなく、職員も疲弊

・効率の良い方式：紹介外来→機能分化・連携
44
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６．最近の政策論議

○少数与党下での社会保障をめぐる議論

○「経済財政運営と改革の基本方針2025」
（骨太の方針2025）

○医療法改正、2026年度診療報酬改定等

45

46
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47

○一部野党が主張する「医療費4兆円削減論」をどう
 考えるか

・日本の医療費の国際比較（P15）
・給付と負担のバランスをどう考えるか

・消費税減税論をどう考えるか

→社会保障目的税としての消費税
 すでに最大の税収項目となっている現実

48
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令和７年度一般会計予算歳出内訳

49

令和７年度一般会計予算歳入内訳

50
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1

平塚共済病院院長

稲瀨直彦

「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組

〇急性期

シンポジウム第44回神奈川県病院学会

現行の地域医療構想
⚫ 団塊の世代が75歳以上となる2025年には、高齢者の医療需要が増加
⚫ 約300の構想区域で、病床の機能分化・連携を推進するために策定

1

平塚共済病院院長

稲瀨直彦

「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組

〇急性期

シンポジウム第44回神奈川県病院学会

現行の地域医療構想
⚫ 団塊の世代が75歳以上となる2025年には、高齢者の医療需要が増加
⚫ 約300の構想区域で、病床の機能分化・連携を推進するために策定

1

平塚共済病院院長

稲瀨直彦

「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組

〇急性期

シンポジウム第44回神奈川県病院学会

現行の地域医療構想
⚫ 団塊の世代が75歳以上となる2025年には、高齢者の医療需要が増加
⚫ 約300の構想区域で、病床の機能分化・連携を推進するために策定

シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 １
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神奈川県の二次医療圏

湘南西部

４４月月 ５５月月 ６６月月 ７７月月 ８８月月 ９９月月 1100月月 1111月月 1122月月 １１月月 ２２月月 ３３月月

フフェェーーズズ

会会議議

議議会会

個個別別
課課題題

国
指
針
等

推
進
会
議
①

素案検討 改定案

推
進
会
議
④

推
進
会
議
⑥ ８

次
計
画
策
定

第２定例会
（骨子案）

パブコメ内
容
確
認

調整会議①

推
進
会
議
②

推
進
会
議
③

推
進
会
議
⑤

骨子検討

調整会議
②

調整会議
③

医医療療審審
①①

医医療療審審
②②

第３回定例会
（素案）

第４回定例会
（パブコメ
案）

第１回定例
会

（改定案）

二次医療圏
基準病床数（地域での議論／調整）

（特例協議）国との調整
国正式
協議

ロジックモデル構築（素案の検討と合わせて実施）

地域医療構想調整会議
（2023年度スケジュール）
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湘南西部地区保健医療福祉推進会議（委員）

湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2023年10月）

2023年度 基準病床数の検討①
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4

湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2023年10月）

2023年度 基準病床数の検討①

湘南西部医療圏の将来推計人口

（国立社会保障・人口問題研究所 2018年3月推計）

28.9% 31.1% 33.0%
35.5%

38.8% 40.9%

0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0～14歳 15～39歳 40～64歳
65歳～75歳 75歳以上 高齢化率
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医療需要のピーク（神奈川県）

湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2024年1月）

2023年度 基準病床数の検討②
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湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2024年1月）

2023年度 基準病床数の検討②

湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2024年1月）

非稼働病床・病棟（神奈川県）
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湘南西部地区保健医療福祉推進会議（2024年1月）

2023年度 基準病床数の検討②
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神奈川県病院協会地域医療構想等検討会議（2024年4月）

病床数適正化支援事業
（令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業）

病床数適正化支援事業

1,569床（一般894床・療養191床・精神484床）
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厚生労働省 新たな地域医療構想について（2024年12月）

新たな地域医療構想と医療計画の進め方（案）

厚生労働省 新たな地域医療構想について（2024年12月）

新たな地域医療の基本的な方向性（案）
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急性期病院（湘南西部）

東海大学医学部付属病院（804床）

伊勢原協同病院（350床）

国立病院機構神奈川病院（370床）

秦野赤十字病院（320床）

平塚市民病院（416床）

平塚共済病院（400床）

徳洲会湘南大磯病院（312床）

平塚市（人口25.7万）の急性期病院

平塚市民病院（416床） 平塚共済病院（400床）

⚫急性期拠点機能
人口の少ない地域（30万以下）
は「１医療機関」？

（厚生労働省 地域医療構想及び医療計画等に関わる検討会）
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厚生労働省医政局長通知（2024年3月）

医療機関の機能転換・再編等の先行事例

厚生労働省 新たな地域医療構想について（2024年12月）

新たな地域医療の基本的な方向性（案）
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湘南西部病院協会 Medical B.I.G. net

（地域医療・介護サービス資源情報管理システム）

会員：48病院、3介護医療院、16診療所、33入所介護施設、 18非入所介護施設

Medical B.I.G. net 利用状況（2020年～）

依頼件数（総数） 依頼件数（対病院）

依頼件数（対介護施設） 依頼成立件数

2024年度 2024年度

2024年度

2024年度
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「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組

〇急性期

⚫急性期病院の経営は大変厳しい状況下にあり、
全国で機能転換や再編が進められている。

⚫新たな地域構想においても医療・介護の連携強
化が重要であり、広域の連携に資する公的シス
テムの構築が望まれる。
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Copyright © Tsurumaki Onsen Hospital, All Rights Reserved.
医療法人社団 三喜会 
鶴巻温泉病院

医療法人社団三喜会 理事長

鶴鶴巻巻温温泉泉病病院院名名誉誉院院長長 横横浜浜新新緑緑総総合合病病院院院院長長

日日本本介介護護医医療療院院協協会会会会長長

鈴鈴木木龍龍太太

第第44回回神神奈奈川川県県病病院院学学会会 シシンンポポジジウウムム
新新たたなな地地域域医医療療構構想想とと病病院院現現場場ににおおけけるる現現状状とと取取りり組組みみ

回回復復期期かからら包包括括期期へへ

Copyright © Tsurumaki Onsen Hospital, All Rights Reserved.
医療法人社団 三喜会 
鶴巻温泉病院

2025年までの地域医療構想 全国の病床数の結果

2

2015年年のの病病床床125万万床床がが2025年年ににはは119万万床床ににななるる予予定定(実実際際はは2024年年10月月でで115
万万床床とと報報告告））。。地地域域医医療療構構想想のの119万万床床にに近近いい値値ととななるるがが、、機機能能別別でではは高高度度急急性性期期とと
急急性性期期がが必必要要数数よよりり多多くく、、回回復復期期がが少少なないい。。慢慢性性期期はは介介護護医医療療院院へへ移移行行しし、、6万万床床減減

1
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医療法人社団三喜会 理事長
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2025年までの地域医療構想 全国の病床数の結果
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2015年年のの病病床床125万万床床がが2025年年ににはは119万万床床ににななるる予予定定(実実際際はは2024年年10月月でで115
万万床床とと報報告告））。。地地域域医医療療構構想想のの119万万床床にに近近いい値値ととななるるがが、、機機能能別別でではは高高度度急急性性期期とと
急急性性期期がが必必要要数数よよりり多多くく、、回回復復期期がが少少なないい。。慢慢性性期期はは介介護護医医療療院院へへ移移行行しし、、6万万床床減減
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人人口口千千人人にに対対すするる病病床床数数はは都都道道府府県県ででままちちままちち。。地地域域医医療療構構想想でではは病病床床数数はは全全国国均均一一にに
減減ららすすののででははななくく、、人人口口当当たたりり多多いい県県（（二二次次医医療療圏圏ごごとと））をを減減ららすす構構想想。。2023年年ににはは少少しし減減っっ
てていいるるがが、、全全体体のの傾傾向向はは殆殆どど変変わわりりななしし。。最最低低とと最最高高でではは3倍倍のの差差ががああるる。。

2015高高知知27.4 

2015 神神奈奈川川8.4

3

2023神神奈奈川川8.0

2023高高知知23.3 
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2025年までの地域医療構想の結果と課題 県

4

神神奈奈川川県県のの必必要要病病床床はは13000床床増増床床ののププラランン。。
実実際際はは1600床床増増加加、、回回復復期期はは21000床床ににはは遠遠くく
及及ばばずず、、8400床床。。

高高知知県県でではは必必要要病病床床でではは4000床床減減床床ののププラランン。。
実実際際はは2500床床減減床床。。急急性性期期2860床床ににはは減減ららずず、、回回復復期期
3286床床ににはは届届かかずず。。慢慢性性期期がが2000床床近近くく減減床床ししたた。。
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2025年までの地域医療構想の問題と功績

5

1．．基基準準病病床床数数計計算算式式のの問問題題
病病床床利利用用率率をを低低くく設設定定ししたたたためめにに必必要要病病床床数数がが多多くくななっったた。。
地地域域のの実実情情をを考考慮慮ししてて、、ままたた余余力力をを考考ええてて数数値値ををああるる程程度度
高高いい数数字字をを使使用用すすべべきき。。
むむややみみにに病病床床をを増増加加すするるののはは、、稼稼動動低低下下をを招招きき、、地地域域のの
医医療療をを崩崩壊壊ささせせるる。。ままたた医医療療費費のの削削減減方方向向ととはは逆逆のの方方向向
へへ向向かかうう。。

２２．．届届けけ出出制制のの問問題題
大大学学病病院院等等はは全全病病床床をを高高度度急急性性期期ととししてて届届けけ出出るるこことと
がが続続いいたた。。
手手術術数数やや、、救救急急患患者者受受けけ入入れれ数数、、高高度度医医療療実実施施
例例数数等等、、客客観観的的数数字字をを用用いいてて評評価価ででききるるよよううにに
すするるここととがが必必要要かか。。

３３．．人人口口密密度度がが高高くく交交通通網網のの発発達達ししたた都都市市部部とと地地方方ととはは
医医療療需需要要のの動動ききがが違違ううののでで、、全全国国統統一一のの計計算算式式
ででははななくく、、別別のの計計算算方方法法をを考考案案ししててははどどううかか？？

功功績績

地地域域のの推推進進会会議議のの開開催催等等、、地地
域域ででのの医医療療機機関関のの情情報報交交換換、、
意意見見交交換換のの場場ががでできき、、地地域域ととしし
てて医医療療をを考考ええるる基基盤盤ががででききたたここ
ととはは大大ききなな功功績績ででああるる。。
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6

慢慢性性期期病病床床のの減減床床ににはは2018年年にに創創設設さされれたた介介護護医医療療院院がが貢貢献献ししてていいるる。。
2023年年7月月1日日 日日経経新新聞聞朝朝刊刊

医医療療とと介介護護はは高高齢齢者者のの状状態態
にに合合わわせせてて一一体体でで提提供供さされれ
るるののがが理理想想だだ。。ととこころろがが特特養養
やや老老健健のの入入所所者者がが病病気気にになな
っったた場場合合にに施施設設内内ででででききるる
医医療療はは極極めめてて限限らられれるる。。病病
院院にに移移っってて治治療療をを受受けけ、、安安
定定ししたたらら施施設設にに戻戻るる。。
ここううししたた移移動動をを頻頻繁繁にに繰繰りり返返
すす高高齢齢者者ももいいるる。。そそののたたびび
にに家家族族はは手手続続ききやや立立ちち合合いい
がが必必要要ににななるる。。

医医療療とと介介護護のの両両面面でで高高齢齢者者
のの生生活活をを支支ええるる介介護護医医療療院院

はは理理想想形形



シンポジウム66

4

Copyright © Tsurumaki Onsen Hospital, All Rights Reserved.
医療法人社団 三喜会 
鶴巻温泉病院

7

介介護護医医療療院院開開設設状状況況（（厚厚労労省省2244..44..11))

33かか月月でで施施設設数数111100  施施設設、、介介護護療療養養病病床床数数はは 22663344床床増増加加ししたた。。II型型7711％％、、IIII型型2299％％。。

2022.9.5 日日本本介介護護医医療療院院協協会会

全全国国 992266施施設設 5533118833床床

264 78125244672685810346114951355215770
23985250182574026179276092865530277307863183732363328853322434030343063466537568

119 619
2059

2742
3170

40984566
5379

5968

864988029265926394629607101061042611486116371180411996128181302013269
15615

5 21
63

113
150

223 248
301

343

515 539 562 572 601 619
662 677

727 739 751 764 794 802 816

926

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

II型型
I型型
施施設設数数

Copyright © Tsurumaki Onsen Hospital, All Rights Reserved.
医療法人社団 三喜会 
鶴巻温泉病院 8

日日本本介介護護医医療療院院協協会会調調査査 ややっってて良良かかっったた介介護護医医療療院院

ややっってて良良かかっったた介介護護医医療療院院

日日本本介介護護医医療療院院協協会会でではは毎毎年年全全国国のの
介介護護医医療療院院へへアアンンケケーートト調調査査をを実実際際しし
てていいるる。。
開開設設当当初初よよりり、、「「よよかかっったた」」がが70％％前前後後
でであありり、、24年年度度はは最最高高のの74%ににななっったた。。
一一方方「「悪悪かかっったた」」はは1％％ でで、、特特ににⅠⅠ型型でで
はは0件件（（下下段段））ででああるる。。

22001199 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244

良良かかっったた 7700  7711 6644  6677 6699 7744

変変わわららずず 1155 1166 1166 1188 1155 1133

悪悪かかっったた 00  11 33  33 11 11
わわかかららなないい 1144 1122 1177  1122 1155 1122

全全体体 ⅠⅠ型型 ⅡⅡ型型

11..よよかかっったた 7744  7766 6644

22..変変わわららなないい 1133 1133  1144..00  

33..悪悪かかっったた 11 00..00  55

44..わわかかららなないい 1122 1111 1166  

介介護護医医療療院院のの創創設設はは好好
意意的的にに受受けけ止止めめらられれてて
おおりり、、新新ししいい制制度度はは成成
功功とと言言ええるる。。
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医療需要のピーク

横横須須賀賀、、三三浦浦はは2020年年
県県西西はは2025年年
湘湘南南西西部部はは2030年年
横横浜浜、、川川崎崎、、相相模模原原
はは2040年年
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医療介護需要予測指数 2020年を100
全国平均と神奈川県

全全国国平平均均のの医医療療需需
要要はは2030年年ををピピーー
ククにに減減少少すするる。。
介介護護需需要要はは2030年年
かからら横横ばばいいでで120前前
後後でで、、2045年年以以降降
やややや上上昇昇すするる。。

神神奈奈川川県県でではは医医療療
需需要要はは継継続続的的にに緩緩
ややかかにに上上昇昇ししてていいくく
がが、、介介護護需需要要のの上上
昇昇がが急急峻峻ででああるる。。
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計入院患者数と病床利用率の変化 （日本経営グループより）

11

継継続続的的なな病病床床利利用用率率のの低低下下傾傾向向
①①ココロロナナ禍禍以以降降のの受受診診離離れれ
②②診診療療報報酬酬のの継継続続的的なな平平均均在在院院日日数数のの短短期期化化圧圧力力
③③在在宅宅医医療療のの充充実実
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死亡場所別 死亡者数の年次推移）

12

死死亡亡者者数数はは増増加加
病病院院ででのの死死病病者者数数はは変変わわららずず

自自宅宅はは一一時時よよりり増増ええたたがが、、主主にに介介
護護施施設設ででのの死死亡亡がが増増加加ししてていいるる。。
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2020年 日本の死因

13

５５位位肺肺炎炎

１１位位ががんん

４４位位脳脳卒卒中中

２２位位心心臓臓

３３位位老老衰衰

2018年年にに老老衰衰がが
死死因因のの3位位ととななりり、、
以以後後増増加加しし続続けけてて
いいるる。。
老老衰衰のの増増加加はは在在
宅宅やや介介護護施施設設ででのの
看看取取りりがが
反反映映ししてていいるる。。

厚厚労労省省令令和和２２年年(2020)
人人口口動動態態統統計計月月報報年年計計(概概数数））のの概概況況よよりり

Copyright © Tsurumaki Onsen Hospital, All Rights Reserved.
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2023年年のの訪訪問問看看護護利利用用者者はは2001年年のの医医療療保保険険でで9.9倍倍、、介介護護保保険険でで3.9倍倍ととななっってていいるる。。
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新たな病床機能区分(案）

病病床床のの機機能能区区分分（（現現行行：：高高度度急急性性期期、、急急性性期期、、回回復復期期、、慢慢性性期期））にに  つついいててはは
、、ここれれままででのの取取組組ととのの連連続続性性等等をを踏踏ままええ、、引引きき続続きき４４区区分分ととししつつつつ、、  22004400  年年
にに向向けけてて増増加加すするる高高齢齢者者救救急急等等のの受受けけ皿皿ととししてて急急性性期期とと回回復復期期のの機機能能  をを
ああわわせせももつつここととがが重重要要ととななるるこことと等等をを踏踏ままええ、、ここれれままででのの【【回回復復期期機機能能】】をを、、

【【包包括括期期機機能能】】ととしし、、高高齢齢者者救救急急等等をを受受  けけ入入れれ、、入入院院早早期期かかららのの治治療療とととともも
にに、、リリハハビビリリテテーーシショョンン・・栄栄養養・・口口腔腔管管理理のの一一体体的的取取組組等等をを推推進進しし、、早早期期のの在在
宅宅復復帰帰等等をを包包括括的的にに提提供供すするる機機能能、、急急性性期期をを経経過過ししたた患患者者へへのの在在宅宅復復帰帰
にに向向けけたた医医療療ややリリハハビビリリテテーーシショョンンをを提提供供  すするる機機能能ととししてて位位置置づづけけるる。。

16
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新たな地域医療構想 包括期機能

包包括括期期機機能能（（ままたたはは地地域域包包括括医医療療病病棟棟のの機機能能））ととはは、、急急性性期期後後のの高高齢齢者者ななどどにに対対ししてて、、在在宅宅
復復帰帰にに向向けけたた治治療療ややリリハハビビリリテテーーシショョンンをを提提供供しし、、地地域域全全体体でで患患者者をを支支ええるる仕仕組組みみででああるる地地域域
包包括括ケケアアシシスステテムムのの目目標標達達成成をを担担うう機機能能でですす。。

包包括括期期機機能能のの主主なな役役割割

• 在在宅宅復復帰帰支支援援機機能能::

自自宅宅やや家家族族がが支支ええらられれるる環環境境をを整整ええるるたためめ、、多多職職種種がが連連携携ししてて、、患患者者のの生生活活機機能能のの

回回復復とと再再入入院院のの予予防防をを支支援援ししまますす。。

• リリハハビビリリテテーーシショョンン機機能能::

早早期期かかららリリハハビビリリテテーーシショョンンをを行行いい、、身身体体機機能能のの回回復復をを促促しし、、自自立立ししたた生生活活をを目目指指すす。。

• 地地域域ととのの連連携携::

病病院院がが地地域域ののかかかかりりつつけけ医医ややケケアアママネネーージジャャーーとと連連携携しし、、患患者者がが住住みみ慣慣れれたた地地域域でで

自自分分ららししいい暮暮ららししをを続続けけらられれるるよようう支支援援ししまますす。。
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包括期 課題

包包括括期期機機能能でで提提供供さされれるるササーービビスス
•急急性性期期患患者者へへのの治治療療とと早早期期かかららののリリハハビビリリテテーーシショョンン
•安安全全なな住住居居環環境境のの提提案案とと家家族族へへののアアドドババイイスス
•栄栄養養管管理理とと栄栄養養指指導導 入入退退院院支支援援 在在宅宅復復帰帰支支援援

ここれれららののササーービビススをを包包括括的的にに提提供供すするるここととでで、、患患者者のの早早期期在在宅宅復復帰帰をを促促しし、、高高齢齢者者ががよよりり長長
くく地地域域でで安安心心ししてて暮暮ららしし続続けけらられれるる環環境境をを整整備備すするるここととがが、、「「包包括括期期」」のの重重要要なな目目的的でですす。。

地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムととのの関関連連

高高齢齢化化がが進進むむ日日本本でではは、、22002255年年以以降降にに医医療療、、介介護護のの需需要要がが増増大大すするるとと見見込込ままれれてておおりり、、

地地域域全全体体でで高高齢齢者者をを支支ええるる地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの構構築築がが急急務務ととななっってていいまますす。。包包括括

期期機機能能はは、、ここののシシスステテムムのの中中核核をを担担うう病病院院がが持持つつべべきき機機能能のの一一つつでであありり、、急急性性期期のの医医

療療かからら在在宅宅医医療療へへのの移移行行ををススムムーーズズににしし、、地地域域医医療療をを包包括括的的にに支支ええるる上上でで不不可可欠欠なな役役

割割をを果果たたししまますす

18
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医療機関機能

19

回回復復期期リリハハビビリリテテーーシショョンン病病棟棟
慢慢性性期期 医医療療療療養養病病床床

地地域域包包括括医医療療病病棟棟
地地域域包包括括ケケアア病病棟棟
在在宅宅・・介介護護ととのの連連携携

新新たたなな地地域域医医療療構構想想策策定定ガガイイドドラライインンよよりり
医医療療機機関関のの役役割割ののイイメメーージジ
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新たな地域医療構想 病床機能の役割 まとめ

高度急性期

急性期

包括期

慢性期

介護医療院

介護施設

20

治治すす

支支ええるる 治治すす

治治すす

治治すす

支支ええるる

支支ええるる

＝＝

≫≫

≫≫

慢慢性性期期
高高齢齢者者医医療療ににおおいいててはは、、ああららゆゆるる段段階階にに
おおいいてて、、ママルルチチモモビビデディィテティィ（（多多疾疾病病併併存存状状態態））
患患者者へへののリリハハビビリリテテーーシショョンンをを含含むむ、、
治治しし支支ええるる医医療療のの提提供供

包包括括期期
在在宅宅復復帰帰支支援援

リリハハビビリリテテーーシショョンン・・栄栄養養・・口口腔腔管管理理のの一一体体的的取取組組
地地域域ととのの連連携携
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公認ゆるキャラ
鶴のまきちゃん」

21

ごご清清聴聴あありりががととうう
ごござざいいままししたた

公公認認ゆゆるるキキャャララ
鶴鶴ののままききちちゃゃんん
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精神科医療と地域医療構想

医療法人正永会港北病院 山 口 哲 顕

地域医療構想参入に至る経緯
日本精神科病院協会雑誌第43巻第10号（2024年10月）において山崎 學会長が

その巻頭言で、「第二次ベビーブーマーが後期高齢者になる2040年の医療需要

と病床の必要量が検討され始め、2025年3月に中間まとめを公表する

スケジュールが進行している中で、精神科医療においても少子高齢化による

疾病構造の大きな変化、従業員確保のリスク、統合失調症モデル経営で

2040年問題を乗り切れるのかを考えた時に、地域医療構想に参画して

2040年以降の精神科地域医療モデルを日精協主導で真剣に考える時期に

来ていると考え、精神医療の地域医療構想参入について厚労省の関係部局に

申し入れを行った」と述べている。
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シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 ３
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その後の進捗状況（１）

日本精神科病院協会定期社員総会
（令和7年6月13日）
「精神病床については一般病床よりも
余裕をもって検討される予定となって
おります」との報告。

その後の進捗状況（２）
日本精神科病院協会常務理事会（令和7年8月7日）における
地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（7月24日）報告

「医療法が継続審議となっていることを踏まえ法律改正を
伴わない事項を中心に、地域医療構想のガイドライン策定
や医師の偏在対策について議論し、今年度中の取りまとめ
を目指す。新たな地域医療構想では、必要病床数の算定方
法の見直しや、医療機関・病床の機能、構想区域の在り方
が議論される。」
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精神科医療の変遷（1）

昭和15年 精神病床 約25,000床
昭和20年 精神病床 約4,000床
昭和25年 欧米の最新の精神衛生に関する知識

の導入による精神衛生法の制定
（精神病院の設置の都道府県への
義務付け、措置入院制度の制定等）

昭和28年 精神病床 約30,000床

精神科医療の変遷（2）

昭和29年 全国精神障害者実態調査 全国推定数
130万人うち要入院35万人⇒
法改正による非営利法人の設置する
精神病院の設置及び運営に要する
経費に対し、国庫補助の規定の新設⇒
病床の急速な増加

昭和33年 精神科特例 精神病床の許可基準の定数は
医師は1/3、看護師は2/3の事務次官通達

昭和35年 精神病床 約85,000床
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精神科医療の変遷（3）

昭和39年 ライシャワー事件 当時の駐日アメリカ大使
ライシャワーが統合失調症の少年に刺されて
負傷した事件⇒精神障害者の不十分な医療の
現状が大きな社会問題に⇒精神衛生法の改正
（通院医療費公費負担制度の新設、措置入院
制度に関連した手続上の改善等）

昭和40年 精神病床17万床
昭和50年 精神病床28万床

精神科医療の変遷（4）

昭和59年 宇都宮病院事件 無資格者による
レントゲン撮影、看護助手らの暴行に
より患者が死亡する等した事件⇒

昭和62年 精神衛生法の改正
（精神保健法への名称変更、精神障害
者本人の同意による入院制度の新設等）
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精神科医療の変遷（5）

平成5年 障害者基本法が成立 施策の対象となる
障害者に精神障害者を位置付け

平成7年 精神保健法改正 （精神保健福祉法への
名称変更、精神障害者保健福祉手帳
制度の創設等）

平成15年 医療観察法の成立

精神科医療の変遷（6）

平成16年 精神保健医療福祉の改革ビジョン 入院医療中心
から地域生活中心へ、①国民の理解の深化、
②精神医療の改革、③地域生活支援の強化、を
10年間で進め7万床の減床を目指す

平成18年 障害者自立支援法施行 身体、知的、精神
三障害の一体化

令和4年 精神保健福祉法改正 （精神科病院における
虐待防止のための体制整備の義務付け等）



シンポジウム 79

2026/1/7

6

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

精神病床数・在院患者数・措置入院者数の推移

精神病床数

在院患者数

措置入院者数

0

20

40

60

80

100

120

病床利用率・措置率の推移

病床利用率 措置率



シンポジウム80

2026/1/7

7

0

10

20

30

40

50

60

都道府県別人口万対病床数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

鹿児島県 長崎県 宮崎県 佐賀県 高知県 熊本県 静岡県 愛知県 滋賀県 埼玉県 神奈川県 東京都

都道府県別病床利用率



シンポジウム 81

2026/1/7

8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

昭和45年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成22年 平成27年 令和元年 令和5年

神奈川県の精神病床数・入院患者数・措置入院者数の推移

精神病床数
入院患者数
措置入院者数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

昭和45年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成22年 平成27年 令和2年 令和5年

神奈川県の人口万対病床数の推移



シンポジウム82

2026/1/7

9

精神科病院における今後の課題

病床稼働率の低下への対応

疾病構造の変化への対応（長期入院統合失調症患者の減少等）

高齢者の身体合併症等、精神科疾患以外の疾患への対応

人口減少等に伴う人材不足への対応

物価上昇、人件費の高騰等による経営状態悪化への対応

病院施設の老朽化への対応（建築費の高騰）

入院患者の高齢化への対応（バリアフリー化等）

医療DXへの対応

精神科救急医療体制の維持継続

まとめと私見（1）

1．精神科の地域医療構想参入の経緯とその後の進捗
状況について示した。

2．精神科医療の変遷について概説した。
3．精神科病床の稼働率は年々低下し現在は約80％で

あるが、今後も低下傾向は続くと予測されている。
4．3．より、今般の精神科の地域医療構想への参入は
精神科病院にとり背水の陣とも言える状況での
参画であることは否定出来ない。
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まとめと私見（2）

5．4．ではあるが、精神科関連の事件がある度に法改正が
繰り返されてきた精神科医療の歴史において、今回は自主
的な変革になること、一般科との連携の強化に繋がること
等のプラス要因もある。

6．精神科病床の稼働率の低下への対策として、病院の
ダウンサイジング、合併、病床機能の変更等が考えられる
が、いずれに対しても補助金、診療報酬等による経済的
支援は必須であると考える。

まとめと私見（3）

７．精神科医療の地域医療構想の作成に当たっては
全国一律の考え方ではなく、その地域毎の実情に合致
した構想の作成が望まれる。

８．神奈川県の精神科救急医療体制は全県一区として
体制を構築しているため、それらも考慮しての
地域医療構想の作成が望まれる。

９．2040年に主力になるであろう先生方の検討会等への
参加が期待される。
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ご清聴ありがとうございました。
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【座長】

ただいまより意見交換を開始したいと思います。

今回、「新たな地域医療構想に向けて」というこ

とで、様々なテーマ、急性期、慢性期、包括期、

精神という分野でご発表いただきました。大きな

課題が課せられたなというような、私の率直な意

見でございますが、一気にお話しをするのは難し

いので、それぞれの機能別にお話しさせていただ

きたいと思います。

まず、急性期の分野で稲瀨先生がお話しされま

したが、若干、急性期が過剰になっているエリア

もあって、将来的に患者数も減っていったり、ス

タッフの数も確保が難しくなってきた時に、何ら

かの機能転換をしているところが、全国にもちら

ほらあるという例を出されましたが、これは経営

者判断になるのか、地域医療構想調整会議の中な

どで調整していくのか、その辺りに関して、地域

とバランスを取り、どのように 2040年を迎えて

いこうかということを考えてらっしゃると思いま

すが、その辺り、いかがでしょうか。

【稲瀨】

機能転換や統合は避けられないと思っても、実

際にやるのはどう考えても難しいですね。設立母

体も違えば、医師の派遣元も違うので、相当追い

込まれるまでは、行けるとこまで頑張れって言わ

れるのだと思います。だから、本当に人口減少が

激しい地域で、もうどうにもならなくなってくる

と、いよいよ動き始めるんだと思います。

ただ、どこかがリーダーシップをとる必要があ

り、公的病院はある程度補助があって少し生き残

れるというのがあるので、元気な自治体が主導を

とったらいいかもしれませんし、その辺はケース・

バイ・ケースかなとは思いますが、調整会議の中

で理想的な形で進めるというのは、言うは易しで、

実際は難しいだろうなと思います。

ただ、いよいよ 2040年に向けて 25年どころか、

ここ 5年・10年でだいぶ追い込まれる病院が多い

と思うので、どういう局面になるのかを、びくび

くしながら考えている状況です。

【座長】

本日、尾形先生にもご登壇いただいております

ので、お伺いしたいと思います。

今回、稲瀨先生のご発表の中で、病床数適正化

支援事業のお話が出ておりました。

我々これまで地域医療構想調整会議で全国一律

の計算式に基づいた様々な議論を展開し、右往左

往してきましたが、ここにきて一気に、病院経営

が厳しいから病床数適正化支援事業が行われたの

か、ちょっとその背景も、私、正確には分からな

いのですが、病床、返還していいよ、苦しかった

ら返還してもいいよというような新たなかじの切

り方を国がしたと思います。

意見交換「新たな地域医療構想」と
病院現場における現状と取組

座長　神奈川県病院協会　副会長
　　　麻生総合病院　理事長兼病院長	 菅　　　泰　博

新たな地域医療構想シ ン ポ ジ ウ ム
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病床を増やせと言われている地域でも、返還し

たいという病院が現れたり、その地域医療構想調

整会議との整合性がとれなくなった場面が、今年、

見受けられたのですが、その辺り、尾形先生はど

のように見てらっしゃいますか。

【尾形】

これからお話しすることは、私の個人的な意見

ですので、そのつもりでお聞きいただきたいので

すが、私は病床数適正化支援事業、言葉は悪いで

すけど、減反政策だなと思っています。これまで

の、今、おっしゃったように、かなり精緻に積み

上げてきた地域医療構想とは全然レベルの違う話

かなというふうに思ってます。私は、この病床数

適正化支援事業に全く関わってないので、あるい

は、的外れかもしれませんが、あまり思想がない

かなという気がしてます。

それから、私の基本的な疑問は、病床数を減ら

すと、医療費が減るかのようなことを言われてい

ますが、では、先ほど私の資料でお示ししたよう

に、日本は最も病床数が多い方の国です。アメリ

カは日本の５分の 1ぐらいの病床数ですが、アメ

リカは世界で最も医療費が高いです。ですから、

病床数を減らすと医療費が減るというのは、どう

いうロジックなのかというのはよく分からないと

ころがあります。それはまさに医療のやり方に関

わっているので、病床数さえ削減すれば医療費が

減るんだというのは、非常に私は乱暴な議論だと

個人的には思っております。

ただ、この事業に多くの病院が応募して予算が

足りなくなったなんて話も聞いてますので、そう

いう意味では、今は相当苦しくなっていって、手

放したいと思われているところがあるので、そう

いうニーズには多分合っていたと思いますが、地

域医療構想でかなり真面目にと言うと変ですけど、

積み上げてきた議論とはちょっと違うのではない

かなというのは、率直な印象です。

【座長】

我々も相当混乱をして、県行政にもこんなこと

をやってくれないで欲しいなと思ったと思います

が、少し違うレベルで我々に対する手助けなのか

ちょっと分かりませんが、手助けになったところ

もあるのは事実なので、そう考えなければならな

いんだなとは思ってはいます。

しかし、かたや病床を減らさずに何とか機能を

維持しようと思って頑張っている病院もかなり経

営が厳しいという状況が今はありますので、これ

からも色々なところで支援のお話をされるとは思

いますが、その辺りも地域医療構想とは別の次元

で考えていただくと大変良いのかなと個人的には

思っています。

続きまして、回復期等から包括期へということ

で、鈴木龍太先生にお話しいただきました。　　

　　　

新たな地域医療構想の包括期に求められるもの

が、非常に多岐にわたっているような印象を受け

ます。この機能というのは、回復期リハビリは専

門病院、療養も専門病院、でも、包括期というの

はアザーズなのでしょうか。高度急性期以外のと

ころだと、かなり広く一般病院が含まれてくるの

ですが、そういった病院は普段、一般急性期を

やっていて、あまりリハビリや療養はやってこな

かった。そこで、新たな新類型の病棟として、地

域包括医療病棟ができてますが、それに転換する

のに、皆さん結構苦労されているというお話を伺

います。その辺り、先生、この包括期になるにあ

たって、どのような工夫が現場は求められるのか

を教えていただければと思います。

【鈴木】

おそらく、包括期は、リハビリという言葉がキー
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ワードであると思います。あとは栄養と口腔ケア。

今、急性期でもリハビリテーション・栄養・口腔

ケア加算というのがあります。急性期でもリハビ

リはあって、包括期だけがリハビリではないです

が、今、リハビリというと何でも通用して、急性

期もリハビリだし、包括期もリハビリ。ともあれ、

包括期となるとリハビリは必須にはなってくるん

だろうと思います。

地域包括ケア病棟、地域包括医療病棟、それか

ら回復期リハビリてーしん病棟、この三つぐらい

をまとめて回復期というと地域包括ケアはどうす

るんだとか、そういう意見があったので、包括期

という言葉でそのあたりを分かりやすくし、あと、

「なんちゃって急性期」をそっちへ持っていこう

と、そういうことだとは思います。

【座長】

先ほど、尾形先生のお話から、急性期1から地

域包括医療病棟への転換が意外と多いというお話

で、まさに今、鈴木先生がご解説されたような現

象が起こっているというようなことですが、なか

なかこの転換のハードルが意外と高い、特に手術

を行っていないような内科系疾患をメインで診て

いる病院の地域包括医療病棟への転換が大変だと

いうようなお話を聞きます。

この辺りは、中医協等で議論されているとは思

いますが、また新たな地域医療構想の中では、包

括期の位置づけとか、包括期に転換していくと、

やはり病院の機能として、その地域のポジショニ

ングとして合っていれば生き残っている、そんな

点数配分、高い点数が付いてるのかなと思います

が、ややハードルが高く感じます。その辺り、尾

形先生、何かご意見はございますか。

【尾形】

その前にちょっと議論を整理したいんですけ

ど、包括期というのは、先ほども申し上げたよう

に病床機能の話です。つまり、高度急性期、急性

期、今度、包括期、慢性期ということになったと

いうことであって、それと医療機関機能とは必ず

しも一致しません。病床機能報告は病棟単位で行

われているはずなので、１病棟がそういう機能を

持っていたとしても、医療機関機能として報告す

る時は、別の機能を報告することが十分あり得る

ことで、そこは少し違う話だということをまず申

し上げておいて、それで、病床機能報告で包括期

として想定されているのは、診療報酬で申し上げ

ると、回復リハ病棟であり、地域包括ケア病棟で

あり、地域包括医療病棟であるということだと思

います。

その上で、今のご質問に対してのお答えです

が、確かに中医協でも地域包括医療病棟の実態に

ついて、色々データが出てきたので議論をいたし

ました。そのとき、今、おっしゃったように、地

域包括医療病棟については、急性期のほうから下

りていくものと、それから、地域包括ケア病棟と

か、従来の回復期、あるいは慢性期の方から上がっ

てくるもの両方あるんじゃないかっていうことで、

厚労省はそういう説明もしてましたし、実際に制

度設計をしたはずですが、実際にふたを開けてみ

ると、先ほど　申し上げたとおりで、４割が７対

１から来ている。それから、急性期の病棟から来

ているほうが圧倒的に多い。地域包括ケア病棟か

らはなかなか上がりにくいっていうのが実態だっ

たっていうことが一つあります。

それから、もう一つは、これも今ご指摘のとお

りですが、特に整形は地域包括医療病棟になりや

すいと言うと、少し言い過ぎかもしれませんが、

そういうところがあるのも事実だということで、

一方、内科系からだと要件が厳しいのではという

議論は確かに出ております。ただ、それを踏まえ

て、どういう見直しをするかは、これは総会の方
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でこれから議論して決めることなので、今の時点

では何とも言えませんが、問題意識としては、そ

ういうことが分科会でも議論され、もう少し要件

を考えたほうがいいんじゃないかという意見が出

てたことは事実です。

【座長】

ここで言うお話ではないかもしれませんけども、

その要件緩和を求めている医療団体も多いので、

ぜひ、そのようになればと個人的に思っておりま

す。

続きまして、精神科の領域で、山口先生、今度

の新たな地域医療構想に精神医療が含まれるとい

うことで、まだ何も決まってない中で、既に病床

稼働率が低下してきてますよというお話がありま

した。その原因は様々あると思いますが、一番大

きな原因と、もし新たな地域医療構想に組み込ま

れるとしたら、ベッドは少し余裕をもってという

のは、先ほど精神科協会の中でありましたけど、

実質的に削減するというよりは、国が新たな計算

式を作って、この計算式に基づいて削減してほし

いなみたいな、そんな課題が突き付けられるかど

うかは分かりませんが、今後、稼働率が下がって

いくという現象を、どのように精神科の病院の経

営者として受け止められるかというのを、教えて

いただければと思います。

【山口】

非常に難しい問題だと思います。稼働率の低下

は以前から言われていましたが、急性期と慢性期

を分けると、急性期はそれほど変わらないが、慢

性期はさらに減るという数字が出ております。そ

の理由としては、長期で入院されている患者さん

が高齢化して、精神症状が軽くなり目立たなく

なってきて老健に行く、もしくは、残念ながらお

亡くなりになる施設も増えてきている、その結果

だと思います。

当初、日本精神科病院協会は、認知症の患者さ

んが入院の対象になると考えていましたが、それ

も老健等に結構行ってしまった。それで、現状と

して、このままベッドの稼働率が 80パーセント

を切ってくるだろうという時に一つ考えられるの

は、いわゆる老健と内科の中間ぐらいの患者さん

を空床に入院させられるかどうか。ただ、その時

に、我々がそれに対応できるかどうか。対応でき

る人、例えば内科の先生をお願いするなり、我々

が内科の先生から勉強するなりスタッフを育てる

なり、そういったことが必要になってくるのでは

ないかと個人的には思っております。

【座長】

やはり精神科はどうしてもこれまで別の地域医

療構想の枠の外で議論されてきたものが、一般の

病床機能と同じか近い土俵で、それぞれ人的な交

流等も持ちながら、何とかその機能に合った患者

さんに入院していただいてというような流れに

なっていくのではないかなとは思ってはいるんで

すが、そうすると、教育の面からも少し、例えば、

総合診療科的な意識が、そういった精神科の病院

に勤めても、遜色なく勤められるような教育を最

初からの導入するというか、そういったことも必

要になってくるのではないかと思いますが、今の

医学教育の中で、あまり分野別ということをずっ

とやり過ぎているので、なかなかハードル越えに

くいなっていう感じがあるんですけども、そう

いったところに関して、精神科病院協会として何

か教育面での、今後、こういう医師を育てて欲し

いみたいな、そういうリクエストみたいなのがあ

れば。

【山口】

私が言えることかどうか分かりませんが、これ
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までは精神科病院の中に留まっていた精神科医が、

例えば先生方の病院に往診に行く、逆に先生方に

来ていただく、そのような交流ができてくる中で、

お互いに成長していって知識が増えていく。そう

すると、先ほど言ったある程度のところが見える

ようになってくる。そのような格好が生まれてく

るのではないかと期待しております。

【座長】

あとは、全体に関わることで、今度の新たな地

域医療構想はやはり介護との連携とか、在宅とか、

外来とか、人材確保なんていうところも叫ばれて

いるのですが、今、神奈川で問題になっている、

尾形先生も出された資料で、病床数も少ないけど

も、医療人材もかなり少ない。特に看護師は、人

口対10万人比でもずっとワーストで来ているとい

うような状況の中で、医療費の数字を見ると、神

奈川はいかに効率良くたくさんの患者さんを診る

かということに、かなり効率の良い医療を色々な

病院が連携しながらうまくやっているなと感じて

いるのですが、尾形先生、いかがでしょう。全国

色々見られてると思いますが、神奈川県の病院が

それぞれ医療機関とうまく連携しながら少ないス

タッフの中で成果は出ているような気がするんで

すけども、何かコメントをいただけると勇気付け

られます。

【尾形】

今、手元にデータがあるわけではないんですけ

れども、さっきお示ししたようなデータから印象

で申し上げると、まさにおっしゃるとおりで、非

常に効率的な医療を展開されているんではないか

というふうに思います。特に私、福岡に 12年お

りましたので、九州の医療提供体制と比べると、

相当違うのは事実だと思います。これだけの少な

い病床数で、十分に効率的にサービスを提供され

てるのかと思います。

その一方で、課題としては、今日、最初の方で

申し上げたように、やはり高齢化の、特に 65歳

以上人口が非常に増える。実は、もう全然増えな

い地域もたくさんあるわけですね、日本の中では。

しかし、そういう中で、そこにどう対応していく

かというのは、ちょっと今までとは違う視点が必

要になってくるんじゃないか。つまり、病院だけ

ではなく、介護施設等も含めて、どういう対応を

していくかというとこが、課題なのではないかな

というふうに思っております。

それから、せっかくのお話だったので、山口先

生よろしいでしょうか。山口先生のプレゼンテー

ションの中で、今回、地域医療構想に加わるのは

背水の陣だということをおっしゃって、非常に感

銘を受けました。そうなんだなというふうに思い

ました。

ただ、ちょっと経緯を申し上げると、実は、今

の地域医療構想の基になっております、民主党政

権の時代の 2011年に策定された、いわゆる 2025

年ビジョンというのがあります。　　

これは 2025年にどういう医療や介護の提供体

制になるのかという展望を示した、非常に粗い推

計なのですけど、それがあります。それがそのま

ま地域医療構想に使われているわけではないので

すけども、基本的な発想はそこを引き継いでいる。

実は、その 2025年ビジョンには精神も入ってた

んです。精神病床の将来像、非常に粗い姿ですけ

ども、入っておりました。ところが、地域医療構

想をつくるという段になって、精神はいろんな事

情があって落ちてしまった。

私自身はずっと精神は入れるべきだと主張をし

続けてまいりまして、昨年の、先ほどお話しした

３月の検討会ですね、厚労省に対して、精神を入

れないのかって言ったら、やっぱり入れませんと

いう、そういう話だったんですが、さっき申し上
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げたように、突然、９月になってこういうのが

降ってきたんで、私の希望としては、最初から

入っていただきたかったなと。そうすれば、もう

ちょっと議論ができたんじゃないかなと思うんで

すが、残念ながらそういうことで、ほとんど実質

的な議論もしてないので、やはり今回の四つの病

床機能、あるいは、五つの医療機関機能に精神が

うまくはまってくるのかどうかって、きちんと議

論をする必要があるし、データに基づいた議論も

必要なのかなというふうに思っております。しか

し、そういう中での、先ほどの背水の陣というこ

とを伺いましたので、これは非常に頼もしく思っ

てます。以上です。

【座長】

ありがとうございました。まだまだ意見交換を

続けたいところですが、お時間となりましたので、

これにて終了したいと思います。先生方、どうも

ありがとうございました。もう一度、大きな拍手

をお願いします。
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【はじめに】

日本国内で高齢化が急速に進行している中、厚

生労働省の 2012年の希望する療養の場の調査で

は、「国民の約60％以上が自宅退院を望んでいる」
１）と回答している。しかし、自身が地域包括ケ

ア病棟に勤務しさまざまな患者の退院にむけた

支援に取り組んでいく中で、日常生活動作（以

下、ADLと称す）や認知機能の低下、家族の介

護力や背景の問題などの多くの要因により本人が

自宅への退院を希望していても自宅退院が困難に

なってしまうケースに直面することが多い。患者

の多くは「退院」と聞くと「自宅へ帰れる」と思

う感情は当然のことではあるが、実際は医師と家

族の間で今後の方向性を話し合われ、その中で患

者本人の意向にも触れるが実際は難しいと施設入

所の話に進むことが多い現状である。そうした際

に、家族は自宅へ帰れないという現実を患者へど

のように説明したらよいのか、患者を不安にさせ

たくないといった思いも強く持たれている。今後

の療養の場は患者にとって余生を過ごす場となる

ため、説明のタイミングや説明後の患者への対応

には注意を払う必要が高いと感じていた。そこで

今回の事例では自宅退院の希望がかなわなかった

患者に対し、看護師がどのような言葉や姿勢で関

わる必要があるのかを考察する。

【目的】

自宅退院の希望が叶わず、悲観的な気持ちを抱

いている患者が前向きな受け止めに至るまでの自

己の関わりを振り返えり、効果的なコミュニケー

ションのあり方を見出す。

【方法】

１．研究期間：令和６年９月～ 12月　

２．事例紹介：A氏、70歳代男性、水泡性類天疱

瘡の継続治療と退院調整目的で入院。既往に糖

尿病、パーキンソン病がある。妻と長女と同居

し、入院前までは介護サービスを利用しある程

度自立した生活を送れていた。しかし自宅で転

倒を繰り返し家族の介護負担が大きく、家族は

自宅退院に不安を示していた。また、入院の長

期化や既往のパーキンソン病の症状の進行によ

りADLの低下もみられていた。　

３．分析方法：カルテ記録より自身の関わり方を

後方的に分析する。　

４．倫理的配慮：本研究は所属施設の倫理審査委

員会の承認を得て行った。研究対象者へは、研

究目的、趣旨、匿名性の保持、研究不参加への

不利益がないこと、本研究以外は使用しないこ

と、研究後にはデータを廃棄することの説明を

行い同意を得た。本研究において利益相反関係

にある企業等はない。

自宅退院が叶わず施設退院が決定した患者への関わり
〜肯定的な受容のための言葉かけ・姿勢について〜

◎小笠原 夏月
医療社団法人協友会　金沢文庫病院　看護師・看護部

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）1
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【看護の実際】

A氏が施設の退院に対し現在どのように受け止

めているのかを確認する必要があると考え、病室

のベッドサイドにてＡ氏の思いを傾聴する機会を

作った。話を聞く際は、タッチングを用いて、相

手に緊張感を与えないように椅子に座りベッド上

のＡ氏と同じ目線になるように意識して傾聴を

行った。また、カーテンを閉めプライバシーに配

慮し気持ちを表出しやすいような環境づくりに配

慮した。傾聴を行っていく中でＡ氏からは「本当

は家に帰りたいけどね。今は歩けないから難し

いだろうね。」という発言が聞かれた。表情は暗

く、涙ぐんでいる様子であった。Ａ氏は入院前介

護サービスを利用しながらもある程度自立して

生活をしていた。そのためＡ氏は入院前と現在

のADLにギャップを感じており、悲観的な気持

ちを抱いていることが考えられた。このことか

ら、まずは悲観的なＡ氏の心情に寄り添うことを

意識し言葉かけを行った。Ａ氏の言葉を否定せず

に「そうだったんですね。」「つらいですね。」など、

共感を示すような言葉かけを意識した。数日後、

A氏より「ちょっと歩いてきたよ。」とリハビリ

テーション（以下、リハビリと称す）で歩行練習

ができたことに対する発言があった。この場面で

は、「すごいですね。」「頑張りましたね。」といっ

たような相手に対し頑張りを受容するような肯定

的な言葉かけを意識して行った。その後も日常生

活でＡ氏とコミュニケーションをとる際は、共感

的・肯定的な言葉かけや姿勢を意識してつづけた。

その結果、Ａ氏の日常生活状況にも徐々に変化が

みられた。それまでは離床のために食事の時間に

車椅子への乗車を促しても、「痛いから嫌だ！」

などの発言がみられていた。しかし、日々Ａ氏と

の関りを続ける中で「ベッドから離れて過ごす時

間を作るために食事の時間に車いすに乗って食べ

ましょうか。」と声をかけると、Ａ氏は「乗って

みようかな。」と言い、車いすに座り食事をとら

れた。その後も離床のため、食事の際は車いすに

乗車し食事をとるようになり、積極的に離床しよ

うとする様子が見られた。また、入院当初はあま

り日中の活動に積極的ではなかったA氏も離床

が進むにつれて、好きな読書をして過ごすように

なるなど日中の過ごし方にも変化が現れるように

なった。その後も関わりを続けることでリハビリ

の成果もあり、少しずつ離床する時間が増えてい

き、コミュニケーションの際も笑顔がみられるよ

うになっていった。最終的にＡ氏は、施設への退

院が正式に決定した。退院の前日、A氏に現在の

思いをうかがった。退院に対し何か心配なことは

あるかと問うと「特にないかな。」と返答があっ

たが、転院先でもリハビリが続くこと、ADLを

維持できるようにと伝えると「うん、頑張りま

す！」と笑顔で前向きな発言が聞かれた。

【考察】

今回の事例では、自宅への退院が叶わなかった

A氏への悲観的な気持ちに対し、共感的な言葉か

けを行うことを意識して関わりを行った。また同

時に、患者のリハビリへの頑張りなどの発言に対

しては肯定的な言葉かけを意識して行った。長尾

は患者の看護師の傾聴における概念の定義とし

て、「看護師が患者の話を傾聴する際の態度とし

て、看護師が自身の感情を自覚したうえで患者に

共感し、肯定的関心を持って受容することである。

患者に対し共感し、肯定的な関心を示したうえで

傾聴を行った結果として患者と看護師の間に信頼

関係が構築されることにより、患者は精神面の安

定が図られ自分自身を振り返ることができ、感情

を言語化することにつながる。そして、最終的に

問題解決に向けた行動へと至る」２）と述べている。

つまり看護師の患者に対する姿勢や言葉かけは患

者の精神面に大きく影響するということが言える。
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当初自宅への退院を希望していたA氏は、パー

キンソン病による症状の出現や入院期間の長期化

によりADLの低下がみられ自宅への退院が困難

となった。介入の当初A氏は施設への退院に対

し自身のADLも踏まえやむを得ないと理解して

いながらも、本来の希望であった自宅への退院が

叶わず、施設への退院に対し悲観的な受け止めを

している様子がみられた。今回の事例ではそのよ

うなＡ氏の心情に対し、共感的・肯定的な言葉か

けを行ったことで最初は悲観的だったＡ氏の心境

に変化が現れ、積極的に離床をしたり、好きな読

書を楽しんだりするなどの行動が徐々にみられて

いき、最終的に前向きな受け止めへとつながった。

これは、看護師の共感的・肯定的な言葉かけによ

るコミュニケーションや態度によりＡ氏との間に

信頼関係を構築することができた結果であると考

える。退院支援において最も重要なのは患者の意

向が叶えられ、退院後もその人らしく生活ができ

ることである考える。しかし、患者本人のADL、

認知機能の低下や家族の介護負担、介護に対する

不安などのさまざまな要因により本人にとって本

意ではない決断をしなければならない場面が多く

ある。超高齢化の影響により、そのような葛藤を

抱える患者は退院支援の場面で今後も増えていく

ことが予想される。そのような場合であっても、

看護師は患者の心情をよく理解し、その気持ちに

寄り添う役割があると考える。また、年齢を重ね

るごとに様々さ体力の低下や、さまざまな疾患に

も罹患する中で、機能の低下や衰えを避けて通る

ことは難しい。その中でも、本人の持てる力や残

存機能を活かすことも、患者の生活の質（以下、

QOLと称す）の維持向上には欠かせない看護で

ある。看護師の共感的・受容的な働きかけにより、

A氏の離床意欲が向上し、自身の時間の過ごし方

を見つけたり、リハビリへも意欲時に取り組むこ

とができたと考える。退院支援の場面では、患者

の言葉に対し共感を示し、肯定的な言葉かけや姿

勢を示すことで患者が現状を受容し、前向きな気

持ちで退院後もその人らしく生活が送れるよう支

援していくことが重要であると考える。

【結論】

看護師の言葉かけや姿勢は患者の精神面に大き

く影響する。そのため看護師は患者がどのような

心情でいるのかを理解したうえで、どのような言

葉かけや姿勢が適切であるのかを考えながら関

わっていく必要がある。患者が自身のQOLの維

持・向上を阻害されかねない出来事に直面したと

きに、前向きな受け止めをすることができるよう

に看護師の共感的・肯定的な言葉かけや姿勢は重

要となる。今回の事例で学んだことを今後の臨床

の場面でも生かしていきたい。

引用・参考文献
１）厚生労働省：「在宅医療・介護の推進について」、
2012
２）長尾雄太：「看護における ｢傾聴｣ の概念分析」、
2013
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【はじめに】

褥瘡は身体への圧迫によって血流が低下・停止

し、皮膚や皮下組織が壊死してしまう状態のこと

である。自分で体位変換ができず、長時間寝たき

りで栄養状態が悪い、皮膚が弱くなっている（高

齢者、排泄物や汗により皮膚のふやけがある、む

くみが強い、抗がん剤やステロイドなど薬の副作

用で免疫力が低くなっている）人が圧迫だけでな

く、摩擦やずれなどの刺激が繰り返されている場

合に褥瘡になりやすい。褥瘡は、患者の生活の質

（以下、QOLと称する）を低下させ、痛みや苦

痛、感染症のリスク、在院日数の長期化を引き起

こす。当病棟は障害者病棟で、難病や肢体不自由

にて四肢が拘縮し寝たきりの患者が多い。2023年

度、病棟内で新規発生した褥瘡16件のうち、４件

が踵部に発生していた。当病棟の踵部褥瘡保有率

は 25％であり、2021年度日本褥瘡学会が行った

実態調査では全国の踵部褥瘡保有率は 16.3％であ

り、全国と比較しても多かった。踵部褥瘡の発生

が多かった要因として考えられたのが踵部に褥瘡

発生した全患者において、下肢の関節拘縮があり、

踵部除圧のための良肢位の保持、ポジショニング

が困難であったからではないかと考えられた。そ

のため、皮膚排泄ケア認定看護師（以下WOCN

と称す）・セラピストと共同し、病棟スタッフが

患者の個別性に合わせた下肢の関節可動域訓練を

実施することで、下肢の関節拘縮が軽減し、良肢

位を保持、適正なポジショニングの実施が可能と

なり、踵部褥瘡の発生件数を減らすことにつなが

ることを検証する。

【目的】

WOCN・セラピストと共同し、病棟スタッフ

が患者個々にあった関節可動域訓練を実施し、良

肢位の保持、適切なポジショニングを行うことで、

褥瘡発生率にどのように影響し効果を示すのか検

証する。

【方法】

１．対象患者：日常生活自立度（以下、ＡＤＬと

称する）C 2（重度の寝たきり状態）かつ研究

開始時点で褥瘡発生していない四肢の拘縮があ

る患者８名選定した。

２．患者の状態

・A氏：90代、男性、脱水による廃用症候群、合

併症として陳旧性脳梗塞の既往あり、不動によ

る関節拘縮が見られており、るい痩・骨突出も

著明であり褥瘡発生リスクが高い状態であっ

た。

・B氏：90代、女性、子宮がん、右上下肢の筋、関

節柔軟性の低下、るい痩・骨突出著明であった。

・C氏：90代、男性、誤嚥性肺炎、るい痩・骨突

出著明、両下肢の関節拘縮が強く、ポジショニ

ングが難しい状態であった。

褥瘡発生をしない・させない・みんなで取り組む予防策
〜関節可動域訓練とポジショニングによる褥瘡予防〜

◎石渡 明子　　高橋 若奈
医療法人社団協友会　金沢文庫病院　看護師・看護部

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）2
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・D氏：80代、男性、遺伝性プリオン病、不随運

動による全身の筋緊張の行進が見られていた。

・E氏：80代、男性、誤嚥性肺炎、るい痩・骨突

出著明、ポジショニング・除圧が必要であった。

・F氏：80代、女性、るい痩・骨突出著明、上下

肢に筋力低下あり、体動時苦痛表情がみられて

いた。

・G氏：90代、女性、右心不全で入院中に脳梗塞

発症。るい痩・骨突出著明、右半身麻痺があっ

た。

・H氏：80代、女性、左股関節転子部骨折、全身

の筋緊張が強く、関節拘縮が進んでいる状態で

あった。また、るい痩・骨突出も著明であり褥

瘡発生リスクが高い。

３．研究期間：2024年９月～ 2025年２月

４．調査方法：

１）対象患者８名の踵骨部の体圧測定を実施・体

圧測定器パームQ使用。方法として対象患者の

左右の踵骨部の体圧を三回測定した数値を平均

値とし、踵骨部の体圧とした。（リスク評価の

ため実施する）

２）関節可動域訓練の周知と実施を病棟看護師・

看護補助者へ動画作成し視聴してもらい指導し

た。関節可動域訓練の実施は 14時のオムツ交

換後、左右１回ずつより開始、その後１週間後

に増やすが左右最大３回ずつまでとした。関節

可動域訓練のポイントは①対象患者との距離を

近くに行う②患者の踵を下から手を添えるよう

に持つ③ゆっくりと患者の持っている最大最小

可動域を動かす④①から③のポイントをもとに

理学療法士と作成した関節可動域訓練の動画視

聴を行った後実施する。

３）患者個々のポジショニングカードを褥瘡対策

チーム・セラピストと作成し良肢位を可視化

し、統一したポジショニングを行う。

４）セラピスト・看護師間でカンファレンスを行

い毎週情報共有（ポジショニングの修正・周知）

週に１回行い、カンファレンス記録を残した。

【倫理的配慮】

本研究は所属施設の倫理審査委員会の承認を得

て行った。研究対象者へは、書面を用いて研究目

的、趣旨、データの管理方法、匿名性の保持、研

究不参加への不利益がないこと、本研究以外は使

用しないこと、結果の公表方法、研究後にはデー

タを廃棄することの説明と同意を得た。利益相反

に関する企業等はない。

【結果】

対象患者８名の踵部の体圧を研究開始前のリス

ク評価のため測定し、平均値は右42mmHg、左

46mmHgであった。（表１）

表１　踵骨部の平均体圧
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「体圧が 40mmHg未満が褥瘡発生リスクが低

い」１）といわれるため、下肢拘縮もあり、対象者

全員が踵部への褥瘡発生リスクが高い状態であっ

た。研修は個別性に合わせた関節可動域訓練の動

画を研究チームとセラピストで作成し、動画視聴

を病棟看護師・看護補助者に行った。研修に参加

した日を表にて受講を促し確認することで、研修

参加率は 100％であった。スタッフからは、「実

際の動作を動画にて視聴することでイメージがし

やすく、体位変換が実施できたとの意見が聞かれ

た。」対象患者への関節可動域訓練では、一人ひ

とりのポジショニングのポイントを文字にて提示

し、クッションを使用した良肢位のポジショニン

グカードを作成することで可視化し体位変換ごと

にポジショニングカードを参考に実施していた。

関節可動域訓練は継続して１日１回日勤帯の体位

変換時に行えていた。ポジショニング実施時に

カードを持参、実施状況を確認してゆき体位変換

も実施状況は 100％であった。（写真１）

「ポジショニングは、クッションの種類や使用

方法が写真にて示されているため、わかりやすく、

ポジショニングカードにて可視化することで、取

り掛かることができた」といった感想も聞かれた。

カンファレンス時には、ポジショニングの変更や

追加を話し合い、臥床時のみでなく、経管栄養時

やギャッジアップ時の状態についても話し合い共

有していた。カンファレンス内容は記録として残

し、参加できていないスタッフも記録内容から情

報を共有するよう指導した。患者の個別性に合わ

せ、統一した関節可動域訓練を実施し、ポジショ

ニングを行うことで、2024年度踵部の褥瘡発生率

は₀％であった。

【考察】

超高齢社会を迎え患者層も自力で動くことの困

難な患者が増加している。そのため、入院前に自

宅や施設で発生し治療目的で入院となるケースも

近年増えてきている。寝たきり、高齢化、るい痩、

骨突出、関節拘縮や栄養状態のよくない患者も多

く、入院後の発生も起きている現状である。褥瘡

は日々のケアによって発生を予防できるものであ

るが、日々の業務の中で医療者個々の知識や経験

で実施する体位変換では発生率が高いということ

が昨年度の課題であった。そして今回、対象患者

８名の研究開始前のリスク評価のために測定した

踵骨部の体圧は、40mmHg以上であり褥瘡発生

写真１　ポジショニングカード
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リスクが高い状態であった。廣瀬らは、「日本で

開発されたOHスケールでは関節拘縮がリスク要

因として、総点数10点のうち、拘縮が１点（10％）

を占める。厚生労働省危険因子評価表では関節拘

縮が挙げられ、日本の褥瘡リスク要因の一つに

なっている」２）と述べている。対象患者８名は下

肢拘縮だけでなく、踵部の体圧も高く、対象患者

全員が踵部への褥瘡発生リスクが高い状態であっ

た。梅本らは、「脊髄損傷や脳梗塞などによって

運動機能障害や感覚障害がある患者では、特に褥

瘡発生しやすい。これらの患者に対してリハビリ

テーション療法を適切に実施できるかどうかが、

褥瘡発生の予防や治療に大きく影響する」３）と述

べている。今年度踵部の褥瘡発生が₀件であった

のは、看護・介護で統一し個別性に合わせた関節

可動域訓練を実施後、ポジショニングを行うこと

で良肢位が保持できたため踵部の褥瘡発生予防に

つながったのではないかと考える。また、角沢ら

は、「各病棟職員が体交枕の当て方について共通

理解することで、各勤務帯で統一したポジショ

ニングを実施することができる」４）と述べてい

る。セラピスト、WOCNと連携し個別性に合わ

せたポジショニング、関節可動域訓練の検討を行

い、病棟看護師、看護補助者への研修による知識

や技術の周知、ポジショニングカード作成・掲示

により統一したケアの提供が行えた。田村は、「よ

り良い健康のためには、専門職の協働、専門職間

の協働実践が大切である」５）と述べている。カン

ファレンスを開催し、多職種と情報共有すること

で専門職と共同し、職員間で統一したケアを行う

ことにつながり、質の高いケアを提供することで、

2024年度踵部の褥瘡発生率が０％につながったと

考える。今後も継続し褥瘡を発生を予防するため

のケアを実施し患者のQOLの維持・向上を図っ

ていきたいと考える。課題として褥瘡には栄養面

も重要であり、栄養サポートチームとも連携し総

合的に評価していきたい。

【結論】

１．踵部の褥瘡発生予防には、看護師・介護士が

統一して個別性に合わせた関節可動域訓練実施

後ポジショニングを行うことで良肢位が保持し

ていくことが有効である。

２．専門職種と共同し、職員間で周知し統一した

ケアを行うことにより質の高いケアが提供でき

る。

【引用文献】

１）大桑麻由美ほか：新マルチパッド型簡易測定器
の臨床における信頼性と妥当性の検討．日本褥瘡
学会誌，14（2）：129-133, 2012
２）廣瀬秀行ほか：関節可動域を考慮した褥瘡予防の
ためのポジショニング/シーティングMB   Medical 
Rehabilitation, 159巻, 2013
３）梅本安則ほか：褥瘡予防・管理におけるリハビ
リテーション部門との連携，臨床栄養，138巻，6号, 
2021
４）角沢和江ほか：関節拘縮患者への統一したポジ
ショニングの有効性の検討　第42回日本精神科看
護学術集会
５）田村由美：新しいチーム医療　看護とインター
プロフェッショナル・ワーク入門　P.3
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【はじめに】

当院は透析病床10床含む 310床の医療療養病院

である。病棟の看護単位は６単位で構成している。

当院の病院理念は『「生きる」を全力で支える病

院であり続けたい』と掲げられている。そして指

針には「あなたらしさを大切に」と「最後まで食

べるをあきらめない」を示している。療養病院で

は、急性期や回復期を経た患者の受け皿として、

長期療養や終末期を支える役割が求められている

が、その中で「食べることを支える看護」は患者

の生活の質や尊厳の保持に深く関わる重要な課題

である。

近年、2040年問題に向けて高齢化がさらに進行

し、医療・介護の人材不足や社会保障費の増大が

懸念される。そのような社会背景の中で、限られ

た社会資源を有効に活用しながら、住み慣れた地

域で自分らしく暮らし続けるための地域包括ケア

システムの推進が求められる。当院においても、

摂食機能療法の推進は、単に嚥下機能の維持・改

善する取り組みではなく、患者の尊厳を支え、地

域での生活を支援する実践として位置づけられて

いる。

本報告では、当院の理念に基づき実施した摂食

機能療法の取り組と、その成果について報告し、

今後の看護のあり方を考察する。

【背景】

医療療養病院である当院は、入院患者の平均

年齢は 86歳、障害高齢者の生活自立度はランク

Cが 93％、ランクBが７％で、介護度が非常に高

い。当院へ入院される患者様の特徴は、急性期治

療は終了したが、吸引や点滴等の継続治療が必要

である事。また、自宅や施設で過ごされている方

が身体的機能低下や認知機能低下により医療行為

が必要となった場合である。医療療養病院の機能

上、高度で積極的な治療は提供できず、治療や検

査の内容に制限がある。

当院の課題として、急性期治療を終了後、点滴

や経管栄養で当院に入院された患者は、本人や家

族が経口摂取を希望されても、嚥下機能評価のシ

ステムや嚥下機能訓練の方法が確立していなかっ

た。このため、経口摂取を試みることが出来なかっ

た。

小山は、「口から食べることに困難を有しても、

おいしく食べ続けたいと切に願っているのは患者

本人とその家族であり、その願いを実現すべく包

括的支援を注ぐことが高齢社会に生きる我々の責

務であり、未来への継承となる。」１）と述べている。

看護師は人間として当たり前の口から食べ続けた

い、という患者の思いをくみ取り支援をしていか

なければならない。

そこで、2023年１月に摂食機能療法推進チーム

を立ち上げ活動を実施した。

医療療養病院における
摂食機能療法の取り組みと成果

◎内田 陽子　　石田 真理　大橋 明奈
医療法人勝又　高台病院　看護師

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）3
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【摂食機能療法の取り組み活動】

摂食機能療法推進チームの目的を、摂食・嚥下

障害を有する患者の嚥下機能回復、誤嚥性肺炎の

予防を行い、生活の質を高めるために多職種で支

援することとした。チーム構成には医師・看護

師・栄養士・歯科衛生士でチームを立ち上げ師長

会議、管理者会議で目的を提言し活動をする事と

した。特に看護師は、各病棟から 1～２名ずつ選

出し、活動の中心的立場となった。

摂食機能療法推進チームの活動では勉強会を開

催し、チームメンバー全員に摂食機能療法推進

チームの果たす役割を説明した。その後、摂食機

能療法推進チームメンバーが病棟のスタッフに説

明をして摂食機能療法の重要性を浸透させた。

次に、チームとしての活動内容やルールを取り

決めた。チームが取り組むべき行動を明確化し、

マニュアルを作成した。チームメンバーの不安を

払拭できるよう意見を取り入れながら手順を考え、

統一した方法で活動出来るようにした。そして、

毎月の摂食機能療法推進チーム会議で、各病棟の

チーム活動内容を討議した。さらに、摂食機能療

法推進チームが取り組んだ結果が、診療報酬の算

定となっていることをチームメンバーにフィード

バックした。

院内研修会を実施し、全看護師へ嚥下機能評価

と嚥下機能訓練方法を指導した。また、2023年３

月から摂食機能療法算定を開始し、2024年２月か

らは嚥下内視鏡（ＶＥ）を導入し、摂食機能療法

算定対象者を拡大させた。2023年度は算定実施

日数1951日だったが、2024年度は 5275日となり、

前年度2.7倍となった。

また、摂食機能療法の活動を報告するために、

院内で事例発表会を開催した。

摂食機能療法推進活動中に生じた課題は、チー

ムメンバーで検討し内容の分析を行い確認しなが

ら改善した。その結果より良い活動が出来る環境

となった。　

【結果】

当院に入院する患者は、脳血管疾患や重度認知

機能低下により嚥下機能の低下が著しい患者が多

い。点滴や経管栄養で入院された患者は、経口摂

取を試みる事が出来ず、「口から食べたい」とい

う希望に沿う事が出来なかった。だが、摂食機能

療法チームが活動する事で人間の基本的ニーズに

基づいた看護活動が実践できるようになった。

摂食機能療法の対象患者は、経口摂取している

が嚥下機能が十分でない患者や、本人・家族から

経口摂取への移行を希望される患者、看護師が

日々のカンファレンスの中で経口摂取へ移行可能

ではないかと考えた患者である。対象者には、摂

食機能療法を実施する事で、飲食による誤嚥リス

クを予防して、安全に食事を楽しんでいただくよ

うに摂食状況の観察を注意深く行っている。その

結果、経口摂取への移行が不可能とされていた３

名の患者様が、地域へ退院する事が出来た。経管

栄養や中心静脈栄養から口から食べる事が出来る

ようになり、患者や家族から喜びの声をいただい

ている。

また、中心静脈栄養や経管栄養から経口摂取へ

移行したことで、身体拘束を解除出来た事例が

10件報告されている。これは、身体拘束最小化の

活動にも貢献出来、患者の尊厳を尊重した看護実

践につなげられた。

更に有意義な効果として、スタッフは、食べる

事を諦めていた患者や家族が、摂食機能療法を実

施した事で食べることが出来、喜んでいる姿を見

て、やりがいと質の高い医療の提供をすることで

意欲の向上にもつながった事が、事例発表のアン

ケート結果から明らかになった。



一般演題（口演発表）100

【考察】　

摂食機能療法を推進することは、患者の口から

食べる力を回復・維持するだけでなく、患者の尊

厳を支える看護実践として大きな意義をもつ。療

養病院では、急性期・回復期を経た患者の受け皿

として在宅復帰や人生の最終段階を支える役割が

求められている。2040年には高齢者人口がピーク

を迎え、医療・介護の人材不足や社会保障費の増

大が懸念される中で、限られた資源を有効に活用

し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられ

る体制の構築が必要となる。摂食機能療法の推進

は、その基盤となる地域包括ケアシステムの充実

に直結する取り組みである。秋野は「摂食嚥下障

害のある高齢者に対しては、様々な医療職種と介

護職種の密な連携による支援・多職種連携のチー

ムビルディングによる支援の必要性が高まってい

る。」２）と述べている。多職種と協働して摂食機

能療法を推進し、実践する事は療養病院に求めら

れる責務である。

さらに、本療法を通して患者の「食べる意欲」

を引き出し、QOLを向上させたことは、スタッ

フのモチベーションやチーム連携の強化にもつな

がった。看護師は、摂食機能を単なる生理的行為

としてではなく、人間としての尊厳を尊重する行

為と捉えている。今後、2040年を見据えた持続可

能な看護実践として、摂食機能療法の推進は極め

て重要な課題であり、看護職の使命といえる。

引用・参考文献
１）小山珠美（2013）、“口から食べたい”を支える
看護実践の意義と課題．日本看護協会雑誌Vo1.36.
No3
２）藤本篤士ら編著（2017）、老化と摂食嚥下障害「口
から食べる」を多職種で支える視点．P142.医歯薬
出版株式会社
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【目的】

栄養情報連携は適切な栄養管理を継続するため

重要である。平成26年から当院を中心に地域連携

活動（相模原栄養地域連携の会）を開始し、栄養

サマリーの作成に取り組んできた。栄養連携の重

要性は診療報酬として医療施策に反映され、令和

２年に栄養情報提供加算の新設、令和６年６月に

は栄養情報連携料に改定された。今回、栄養情報

連携料算定の取り組みについて報告する。

【方法】

栄養サマリーの書式改定では栄養情報連携料の

新設に併せ転院先への説明日、担当医師または管

理栄養士の名前、GLIM基準による評価項目を加

えた。同時に、栄養情報連携料電話マニュアルを

作成し、栄養サマリーの記入方法と電話連絡の留

意点を示し、ミーティングにて管理栄養士に周知

した。新書式は他の施設でも利用できるように、

当院のホームページ上に掲載している栄養サマ

リーを更新した。

【結果】

栄養サマリーの作成件数は、令和５年度は 644

件、令和６年度６月から３月は 656件であった。

令和５年度、栄養情報提供加算は５件で 2,500円

であった。令和６年度、栄養情報連携料は 295件

で 206,500円となった。平均して月間62件の作成

状況となり、45％が算定に繋がっている。栄養情

報提供加算は患者へ栄養指導を実施することと併

せ算定を行う仕組みであり、本人の状態や治療状

況により転院となる患者は栄養指導の対象になら

ず、算定件数はわずかであった。栄養情報連携料

では管理栄養士が患者を直接みる機会が増え、情

報に厚みができ、栄養情報連携料電話マニュアル

の作成を行うことで転院先の施設へ電話連絡が容

易となった。従来は一方通行だった情報提供が相

互で行えるようになり、転院先での治療を想像で

きるようになった。

【考察】

栄養情報連携料の新設から他施設の管理栄養士

へ直接電話にて栄養情報提供することで詳細な情

報共有が可能となり、診療報酬算定増加に繋げる

ことができた。栄養サマリー作成数に対して算定

率は 40％と低かった原因は院内での転院情報の

共有が滞る事と考える。栄養サマリー作成依頼の

運用方法を再考し、実践していきたい。

栄養情報連携料算定の取り組み

◎西江 あみ　　加藤 由起　上條 広高　太附 広明　船津健太郎
神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院　管理栄養士・栄養室

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）4
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【目的】

当院がある川崎市麻生区は、令和２年に平均寿

命が男性84.0歳、女性89.2歳と男女共に全国で最

も高くなった。この事実は、地域医療を担う当院

にとって大きな励みとなるものである。

一方、当院における救急応需に占める 75歳以

上の患者割合は増加傾向にあり、直近では 54.4％

となっている。高齢の救急搬送患者は複数の併存

疾患を有することが多く、急性期治療を脱しても

直ちに在宅復帰することが困難な事例が少なくな

いことが喫緊の課題となっている。

平均寿命日本一　 川崎市麻生区を支える麻生病院の挑戦
〜地域包括医療病棟の導入による医療・経営の質向上〜

◎漆原 義寛	 砂田麻奈美	 坂下聖加子	 神﨑比佐子	 東郷 淳子	 安藤 貴子	
	 寺松　　剛	 木口　淳一	 武久　晃士	 𠮷井 　亨	 犬塚 　祐	
	 田中　智也	 春山加世子	 大森　　塁	 湯原 美和	 新妻 咲子	
	 尾野　彩香	 佐々木英也	 飯島　政法	 小澤 明奈
医療法人社団総生会　麻生総合病院　事務・事務部

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ） グ ル ー プ １5



一般演題（口演発表） 103

これらの課題に対応し、「治し、支える医療」

を実践するため、当院では地域包括医療病棟（以

下、同病棟）を導入した。本稿では、同病棟の導

入が高齢救急患者の早期在宅復帰とADLの維持・

向上に寄与し、同時に病院経営の質をも高め、持

続可能な地域医療提供体制の構築に繋がった取り

組みについて報告する。

【方法】

2024年６月に一般急性期病棟１病棟47床を同病

棟へ転換した。その後2024年10月に地域包括ケア

病棟１病棟50床、2025年５月に一般急性期病棟１

病棟47床を、その効果や運営上の評価を行いなが

ら段階的に同病棟へ転換を進めた。
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対象は、急性期治療を経過し、在宅復帰に向け

たリハビリテーションや退院支援を必要とする高

齢救急患者とした。

入棟後、原則48時間以内に医師、看護師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、

医療ソーシャルワーカー（MSW）から成る多職

種チームが、リハビリテーション、栄養管理、口

腔管理を評価し、ゴール設定・個別計画の立案を

実施した。

介入開始後は多職種・複数回のベッドサイドラ

ウンド、カンファレンスを実施し、その情報を共

有した。

個別性の高いリハビリテーション計画と栄養サ

ポート計画を立案し、集中的な介入を行った。

病棟に配置された理学療法士はADLの維持、

向上のサポートを行い、休日を含めた継続的なリ

ハビリテーション提供体制を構築した。また、管

理栄養士はミールラウンド等、ベッドサイドにて

栄養管理を行い、食事調整に関する提案を実施し

た。

入退院支援については、対応の迅速化とスク

リーニングシートの最適化を行うことで精度向上

に取り組んだ。また、地域のケアマネジャー、訪

問看護、医療・介護施設との連携を強化し、シー

ムレスな支援体制の構築を目指した。

効果検証として、在宅復帰率、ADL低下割合、

病床稼働率、入院収益等の指標を用い、同病棟導

入前後で比較検討した。

【結果】

 同病棟導入前後を比較した結果、在宅復帰率

は平均86.7％から 94.1％へと 7.4ポイント向上し、

ADL（BI）が低下した患者の割合は平均2.63％か

ら 1.01％へと 1.62ポイント低下（改善）した。
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 また、病床稼働率は平均90.6％から 92.9％に 2.3

ポイント向上し、患者一人当たりの１日あたりの

平均収益は平均54,159円から 61,439円へと 7,280

円増加し、経営の安定化に寄与した。

【考察・結論】

地域包括医療病棟における、多職種による集中

的な介入、および地域のケアマネジャー、訪問看

護、医療・介護施設との連携は、超高齢地域にお

ける高齢救急患者のADLの維持・向上、早期在

宅復帰に極めて有効であることが示唆された。こ

れは医療の質の向上だけではなく、病床機能の最

適化による経営の質向上にも直結するものであっ

た。2040年問題を見据え、今後も同病棟を核とし

たシームレスな医療・介護連携をさらに深化させ、

地域のニーズに応える病院としての役割を果たし

ていく必要があると考える。

出典：
１）「令和2年市区町村別生命表の状況」2023.5.12厚生
労働省
２）川崎市の統計情報「川崎市年齢別人口」（各年10
月1日現在）
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【はじめに】

近年、少子高齢化に伴う人手不足の波は当院医

療秘書科（医師事務作業補助部門）も例外ではな

い。現在当科で取り組んでいる画像・病理検査の

結果確認状況の把握と臨床医への連絡業務は、未

確認データの抽出・催促データの作成に多くの時

間を費やしている。そこで、当院で採用してい

るRPA（Robotic Process Automation）ツール

「WinActor」を利用して、未確認データファイル

の自動生成を可能とした。医師の働き方改革の一

部を担っている我々医師事務作業補助者の取り組

みを報告する。

【取り組み方法】

①電子カルテのアプリから検査所見のCSVファ

イルを作成し「未確認データ抽出用Excel」ファ

イルにCSVファイルを取り込み、新規催促デー

タを抽出する。②以前からの催促情報を管理す

る「未確認管理ファイル」を更に読み込ませ 2

回目以降の催促データを抽出する。本作業に毎

日約20分要するためRPAツール(WinActor)を

利用しシナリオを作成し、タスクスケジュー

ラーで夜間に作業を実施した。作成済の催促

データファイルを使用して業務を開始する。ま

た、シナリオ終了時に各担当者へ成功メールを

送信するよう設定。シナリオ失敗時に早急に対

応できるような仕組みを整備した。

【結果・考察】

本シナリオの稼動により〇画像未確認：［１日］

20分・［月22日稼働］440分・［年間］5,280分=88

時間削減。〇病理未確認：［1日］13分・［月４日

稼動］52分・［年間］624分=10.4時間削減。〇年

間計98.4時間の削減を達成した。時間削減によ

り、残業時間の減少、新規業務の取り組みが可能

となった。また、シナリオ作成についてはシステ

ム専門部署でなく、現場の業務担当者が掛け持ち

で作業を行うため時間に制限はあるが、業務をよ

り理解しているため細やかな対応が可能となった。

今後もRPAなどのIT技術を駆使し、働き方改革

の推進に取り組んでいきたい。

RPAを使った働き方改革
～医療秘書科の取り組み～

◎青山 美佳子　　山田 真也　鈴木 美穂　佐久間奈美　笠原 恭世　坂本 康代
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　事務・医療秘書科
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【要旨】

本稿は、クローバーホスピタルが地域包括医療

病棟へ転換する意義と課題を論じたものである。

急性期治療後の高齢患者の在宅復帰支援を目的に、

回復期（包括期）機能病床の重要性が高まる中、

当院は高齢者救急、在宅医療、回復期リハビリテー

ションを柱に地域医療を支えていくこととなる。

試算の結果、4床の転換が現実的な規模と見込

まれた一方で、一般病棟用の重症度、医療・看護

必要度評価の不適合、病院救急車の評価不足、施

設基準上の届出単位に関する制約など、制度面で

の課題が浮き彫りとなっており、より柔軟な運用

が望まれる。

キーワード：

新たな地域医療構想、診療報酬改定、地域包括

医療病棟、看護必要度、内科系病院

【背景・目的】

わが国の医療提供体制は、急速な高齢化と人口

減少を背景に、従来の枠組みでは対応しきれない

局面に差しかかっている。

これまでの地域医療構想では、高度急性期、急

性期、回復期及び慢性期という四層の病床機能の

構造を基本としてきたが、新たな地域医療構想で

は、回復期機能を再定義し、包括期機能として再

編された。これは、急性期治療を終えた患者が在

宅や施設へ円滑に移行するための中継点としての

役割を担うものであり、医療と介護の連携を促進

する上で重要な位置づけにある。

また、包括期機能病床は、上記のような単なる

医療の中間的な位置づけのみならず、地域の医療

資源を効率的に活用し、患者の生活再建を支援す

る機能を持つ。特に、急性期病院の病床稼働率の

最適化や在宅医療へのスムーズな移行を実現する

ためには、包括期機能を担う病棟の整備が欠かせ

ない。

こうした状況下で、急性期機能を持たない内科

系病院が、本稿のテーマである地域包括医療病棟

という新たな病棟を展開するということは、地域

医療の持続可能性を高める上で極めて意義深い。

クローバーホスピタル（以下、当院とする。）は、

一部不足しているリソースはあるものの、高齢者

救急の受け皿、在宅医療の提供並びに回復期リハ

ビリテーション（以下、回復期リハとする。）の

提供という三つの柱を通じて、地域に密着した医

療を展開している。これらの機能は、まさに地域

包括医療病棟の理念と合致しており、新たな地域

医療構想において中核的な役割を果たすことが期

待される。

さらに、地域医療構想調整会議を介して、医療

機関の機能分担や構想区域の柔軟な設定が可能と

なっており、内科系病院が包括期機能を担うこと

への制度的後押しも進みつつある。今後は、こう

内科系病院における地域包括医療病棟への関心と展望

◎髙﨑 祐樹
医療法人篠原湘南クリニック　クローバーホスピタル　事務・法人事務局経理部
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した制度を活用して、地域の医療ニーズに即した

機能再編が求められることになるだろう。

【概況】

地域包括医療病棟入院料は、2024（令和６）年

度診療報酬改定により新設された特定入院料であ

り、急性期一般病棟、地域包括ケア病棟及び回復

期リハ病棟の機能を併せ持つ後継的な位置づけと

して注目されている。この入院料は、主に高齢の

軽症・中等症の救急搬送患者を受け入れ、短期間

での在宅復帰を支援する病棟に対して設定される

ものである。

施設基準には、平均在院日数21日以内、一般病

棟用の重症度、医療・看護必要度（以下、看護

必要度とする。）の重症患者割合16%以上（看護

必要度Ⅰの場合）または 15%以上（同Ⅱの場合）、

入院後48時間以内のADL・栄養・口腔評価、土

日祝日のリハビリテーション提供体制、ADL低

下率５%未満など、複数の要件が課されている。

これらの要件は、患者の早期回復と在宅復帰を促

進するために設けられているが、実際の運用にお

いては、内科系病院にとって高いハードルとなっ

ている。

特に問題視されているのが、看護必要度の評価

基準である。急性期病棟と同等の重症患者割合（急

性期一般入院料4相当）が求められているものの、

地域包括医療病棟の対象とする患者層は、必ずし

も重症度が高いわけではない。むしろ、医療的に

は安定しているが、在宅復帰に向けた支援の必要

な患者が多い内科系病院においては、制度と実態

の乖離に直面している。

【方法】

試算の前提として、地域包括医療病棟入院料を

算定する病棟内に、地域包括ケア入院医療管理料

を算定する病室（病床）を設けることについては、

過去に地方厚生局へ照会した際に、「特定入院料

を算定する病棟に、病室（病床）単位で算定する

別の特定入院料を届け出ることは可能である」と

の回答を得ており、この点に鑑みて検討を進める。

地域包括医療病棟に限ったことではないが、病

棟規模の適正化は極めて大切な要素である。そこ

で本稿では、地域の人口動態、救急搬送件数、既

存病棟の稼働状況などを参考に、現実的かつ実効

性のある病床数の試算を行った。

まず、対象患者を 75歳以上の高齢者と仮定し、

看護必要度の評価基準を踏まえて、A得点２点以

上かつB得点３点以上、またはA得点３点以上の

症例を救急搬送患者と定義した。これは、地域包

括医療病棟入院料の施設基準に準じた設定であり、

制度上求められる患者像との整合性を図るための

必要条件である。

病床機能報告結果より、2023（令和５）年度の

実績では、地域包括ケア病棟の病床数46床、延べ

入院患者数15,808人、新入院患者数451人、病床

利用率93.9%、平均在院日数35.1日、在宅復帰率

83.8%、看護必要度A得点１点以上の割合24.3%

であり、ポストアキュートとサブアキュートの患

者割合はほぼ半々であった。
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これらのデータは、地域

包括医療病棟への転換に向

けた基礎資料として活用し

た（図表１）。

　　　 

次に、患者受け入れを高

い確度でみなし得る数値に

基づき、延べ入院患者数及

び看護必要度の実績（以下、

「件数」は患者数と同義）か

ら、地域包括医療病棟及び

地域包括ケア病床の対象患

者を振り分けた。なお、本分析は救急搬送により

重症患者割合の要件を満たすことを前提としてい

る。

今回の診療報酬改定では、看護必要度の評価期

間が従来の５日間から２日間に短縮された。この

変更を踏まえ、置き換え後の対象患者は、Ａ得点

２点以上かつＢ得点３点以上、またはＡ得点３

点以上の 758件のうち、全体の約４割に相当する

303件とした。

残る 455件（全体の約６割）については、前述

の 758件からＡ得点３点以上の 347件を除いた結

果、Ａ得点２点かつＢ得点３点以上が 411件と

なった。このうち、評価期

間短縮の影響により、Ａ得

点２点の患者は当該期間を

超えると₀点になると見込

まれるため、対象件数は 164

件にとどまり、残る 247件

は便宜的に対象外とした。

一方、Ａ得点３点以上の

347件については、評価期間

を超えてもＡ得点１点が残

ると想定される。したがっ

て、置き換え後の対象は 139

件とし、残る 208件はＡ得点１点として整理した。

補足すると、対象外とした 247件とＡ得点１点と

して整理した 208件を合わせたものが、前述の

455件に相当する。

以上より、置き換え後の対象患者は、地域包括

医療病棟では 303件（内訳：Ａ得点２点かつＢ得

点３点以上164件、Ａ得点３点以上139件）、地域

包括ケア病床では 15,505件（内訳：対象外12,214

件、Ａ得点１点3,164件、Ａ得点２点かつB得点

２点以下127件）となり、それぞれに振り分けた

（図表２）。

（図表２）看護必要度実績の置き換え

（図表１）地域包括ケア病棟の概況
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続いて、二次医療圏における転院動向及び救急

搬送件数を推計した。前者については、湘南東部

医療圏において 75歳以上の人口が今後も増加す

ると見込まれることから、それに比例して退院件

数及び転院件数も増加すると仮定した。

地域連携が活発な主要病院からの転院患者の

うち、内科系疾患（主要診断群〔MDC：Major 

Diagnostic Category〕におけるMDC04〔呼吸器

系疾患〕、MDC05〔循環器系疾患〕、MDC06〔消

化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患〕、MDC11

〔腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患〕）を対象

とし、当院が 13.2％を受け入れると仮定した場合、

年間200 ～ 230件（おおよ

そ月間20件、うち純増分と

して月間２件）の受け入れ

が可能であると試算した。

なお、これらの転院患者

（純増分）については、後

述する病棟規模の予測にお

いて、便宜的に地域包括ケ

ア病床の対象患者として扱

い、在院日数は 35日と設定

した（図表３）。

後者については、藤沢市における救急搬送件数

のデータを用い、前段で示した内科系疾患に該当

する 75歳以上の中等症（入院適用）患者を対象に、

消防救急車による搬送件数を試算した。地域内の

救急輪番病院11施設で均等に受け入れると仮定し

た場合、当院の受け入れ件数は年間90 ～ 110件（お

およそ月間８件、うち純増分として月間６件）と

見積もられる。

なお、これらの搬送患者（純増分）については、

後述する病棟規模の予測において、地域包括医療

病棟の対象患者として暫定的に分類し、在院日数

は 12日と設定した（図表４）。

（図表3）主要病院の転院動向（内科系）及び当院の受け入れ予測

（図表4）75歳以上人口・搬送件数（藤沢市）及び当院の受け入れ予測
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【結果】

これらの試算結果をもとに、

延べ患者数から算出した 1日

平均患者数及び病床利用率

（90％）を踏まえ、仮想病棟

の構成を検討した。その結果、

地域包括医療病棟として必要

な病床数は 54床と算出され

た。ただし、このうち 50床

については、地域包括医療病

棟入院料の施設基準を満たす

ことができないため、地域包

括ケア病床として配置せざるを得ず、実際の地域

包括医療病棟の病床数は 4床にとどまる。

この規模は、既存の地域包括ケア病棟の一部を

転換することで対応可能であり、段階的な制度移

行に適した現実的な数値といえる（図表５）。

 

また、地域の人口動態や医療ニーズの変化に応

じて、病床数の調整が可能であることも確認され

た。2040年までの人口推計によれば、75歳以上の

人口は増加傾向にあり、それに伴い、転院件数及

び救急搬送件数も増加する見込みである。

もっとも、高齢者人口の増加により転院や救急

搬送の潜在的ニーズは高まるものの、これらの医

療イベントの発生率には大きな変動がないと考え

られるため、実績への影響は限定的であると推定

される。

一方、看護必要度における重症患者割合の要件

を満たすためには、患者の在棟期間を事前にある

程度固定せざるを得ず、病床の柔軟な運用が制限

される可能性がある。実際、本分析においても、

制度的要件が病棟の病床拡充を阻む構造的要因と

して作用していることが確認された。特に看護必

要度の要件は、病棟整備の制約要因として機能し

ている実態が改めて浮き彫りとなった。

なお、主要病院からの転院や救急搬送以外にも、

例えば主要病院以外からの転院や、消防救急車以

外の手段による居宅からのサブアキュート入院な

ど、入院患者受け入れの手段は複数考えられる。

ただし、主要病院以外の医療機関においては、ス

ポット的な転院相談は一定数見られ、継続的な連

携の可能性も否定できないものの、実績において

安定的な傾向が認められないため、本分析では定

量的な評価の対象とはしなかった。

同様に、居宅からのサブアキュート入院には、

訪問診療患者の緊急入院などが該当するが、当該

患者に占める緊急入院件数の割合は２割程度とさ

れており、当院の実績とも一致している。このこ

とから、分母拡大の余地はあるものの、これ以上

の割合の上昇は困難であると判断した。

【考察】

地域包括医療病棟は、新たな地域医療構想の中

核を担う重要な仕組みであるが、現場の実態との

乖離が随所に見受けられる。特に内科系病院がこ

の病棟機能を担う場合、制度的なハードルが高く、

柔軟な運用が求められる。

まず、看護必要度の評価基準に関する課題につ

いては、【概況】でも触れたとおりだが、現行の

（図表5）現況下での仮想病棟（病床数）予測
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要件では、「期待される役割」と「制度上求めら

れる患者像」との間にギャップが生じている。次

回以降の診療報酬改定においては、看護必要度の

要件の緩和や、これに代替する評価方法等の検討

が望まれる。

次に、病院救急車の利活用に対する制度的評価

の課題が挙げられる。地域包括医療病棟は、地域

の救急医療体制を補完する役割を担っているが、

病院救急車による搬送に対する診療報酬上の評価

は一部にとどまり、導入や運用に対するインセン

ティブに乏しい。看護必要度の要件の緩和とも関

連するが、A得点の救急搬送対象に病院救急車を

追加するなど、制度的支援の拡充が不可欠である。

さらに、入院料の区分拡充も重要な課題である。

現行の地域包括医療病棟入院料には、看護職員の

配置や各種要件の強度に応じた区分が設けられて

いないが、地域の実情や病院の機能に応じた複数

の区分が導入されれば、より多くの医療機関が参

入しやすくなると考えられる。

加えて、病棟単位での届出が原則とされている

現行制度では柔軟な運用が困難であるため、病室

（病床）単位での併置が認められれば、段階的な

制度移行が可能となり、医療機関の負担を軽減し

つつ、地域包括医療病棟への転換を促進すること

が可能となる。

最後に、地域包括医療病棟は、単なる診療報酬

上の区分ではなく、地域医療の未来を担う重要な

インフラである。高齢化が進む中で、医療と介護

の連携、在宅復帰支援、救急対応力の強化など、

多面的な機能を統合する場としての価値はますま

す高まっている。

制度の整備と現場の創意工夫が両輪となって、

より持続可能で質の高い地域医療の実現に資する

ことが期待される中、内科系病院においても地域包

括医療病棟が導入しやすく、実践的な選択肢とし

て定着していく将来像が展望されるところである。

【参考文献】

URL最終確認：2025（令和7）年9月30日
1）藤沢市．藤沢市公式ホームページ．https://www.
city.fujisawa.kanagawa.jp/
2）茅ヶ崎市．茅ヶ崎市公式ホームページ．https://
www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
3）寒川町．寒川町公式ホームページ．https://www.
town.samukawa.kanagawa.jp/
4）日本医師会．JMAP地域医療情報システム．
https://jmap.jp/
5）厚生労働省．新たな地域医療構想に関するとりま
とめ．新たな地域医療構想等に関する検討会．令
和6年12月18日．
6）厚生労働省．新たな地域医療構想について．第9
回新たな地域医療構想等に関する検討会．令和6年
9月30日．
7）厚生労働省．【入院Ⅰ（地域包括医療病棟）】の概要．
令和6年度診療報酬改定説明会．令和6年3月5日．
8）中央社会保険医療協議会．令和7年度第11回入院・
外来医療等の調査・評価分科会資料（入－3）．令
和7年9月11日．
9）厚生労働省．病床機能報告の結果（令和3年度，4
年度及び 5年度）－様式1_病院票・関東地方（東京
都－神奈川県）．
10）東京都福祉保健局．東京都医療機関実態調査結
果報告書（令和5年3月）－在宅療養患者の緊急入
院の発生件数．
11）藤沢市消防局．消防年報（令和5年，6年及び 7年版）．
12）総務省消防庁．令和6年版救急・救助の現況の公
表資料．
13）総務省消防庁．令和6年版救急・救助の現況資料
－Ⅰ救急編．
14）厚生労働省．DPC導入の影響評価に係る調査「退
院患者調査」の結果報告（令和2年度，3年度，4年
度及び 5年度）－MDC別医療機関別件数（割合）．
15）厚生労働省．病院救急車の有効活用に関する資料．
第14回救急・災害医療提供体制等の在り方に関す
る検討会．令和元年5月23日．
16）小松幹一郎．地域包括医療病棟が地域で期待さ
れる役割．令和6年度第2回地域医療構想普及促進
事業研修会．令和7年2月6日．
17）篠原裕希．地域包括ケア病棟からの転換～ 2040
年の新たな地域医療構想をめぐって～．令和6年度
第2回地域医療構想普及促進事業研修会．令和7年2
月6日．



一般演題（口演発表） 113

【算出条件】

本稿における試算は、地域包括医療病棟への転換に向けた実現可能性を検証するため、以下の条件に基

づいて行った。

１．看護必要度実績に関する集合論的検証

対象データは、2023（令和５）年度の地域包括ケア病棟における延べ入院患者数15,808人（件）であ

る（n=15,808）。

（1）与件（実績値）

・A得点１点以上：3,841件 (A≥1)

・A得点２点以上：885件(A≥2)

・A得点３点以上：347件(A≥3)

・A得点２点以上かつB得点３点以上、またはA得点３点以上：758件((A≥2∩B≥3)∪(A≥3))

※この条件は、地域包括医療病棟入院料の施設基準における重症患者割合の要件に該当する患者像

を示すものである。

（2）推計値（分布の内訳）

・A得点１点：2,956件(A=1)

・A得点２点かつB得点２点以下：127件(A=2∩B≤2)

・A得点２点かつB得点３点以上：411件(A=2∩B≥3)

・A得点３点かつB得点２点以下：15件(A=3∩B≤2)

・A得点３点かつB得点３点以上：332件(A=3∩B≥3)

（3）整合性の検証

・A=2 の構成：127+411=538件

・A=3 の構成：15+332=347件（与件と一致）

・A≥2 の構成：538+347=885件（与件と一致）

・A≥1 の構成：2,956+538+347=3,841件（与件と一致）

・(A≥2∩B≥3)∪(A≥3)：411+347=758件（与件と一致）

（4）補足（集合関係の整理）

・包含関係：A≥1⊃A≥2⊃A≥3

・部分集合：A=2∩B≥3⊂A≥2、A=3∩B≥3⊂A≥3

・差集合の構成：

　　A=2：{A=2∩B≤2}∪{A=2∩B≥3}

　　A=3：{A=3∩B≤2}∪{A=3∩B≥3}

さらに、重症患者割合の算定に関しては、集合定義を明示することで重複のない構成を確認できる。

すなわち、「A得点２点以上かつB得点３点以上、またはA得点３点以上」という条件は、次式で表

される。

　　S=(A=2∩B≥3)∪(A≥3)

このように定義することで、両集合は互いに排他的であり、重複カウントが生じないことが明確と
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なる。

また、表記の一貫性を確保する観点から、「Ａ≥２∩Ｂ≥３」という表現は実際の集計上「Ａ=２∩

Ｂ≥３」のみを指すため、集合ラベルを「A=２∩Ｂ≥３」に統一することが適切である。

なお、Ａ=３かつＢ≥３の事例はすべて「Ａ≥３」に含まれるため、別途の表記は不要である。

以上の検証により、推計値はすべて与件と整合していることが確認された。看護必要度の得点分布

を集合論的に整理することで、制度上求められる患者像との一致を定量的に検証した。

特に「A得点２点以上かつB得点３点以上、またはA得点３点以上」という条件は、地域包括医療

病棟入院料の施設基準における重症患者割合の要件に直結するため、病棟整備の根拠として重要な指

標となる。

２．患者受け入れ件数の推計式

（1）主要病院からの転院件数の推計

当院の年間受け入れ件数（T）は、以下の係数を用いて算出した。

・Py：年 y  における湘南東部医療圏の 75歳以上人口

・退院率：37.8%（0.378）

・他院転院率：6.3%（0.063）

・対象MDC割合：56.3%（0.563）

・当院受け入れ率：13.2%（0.132）

（2）救急搬送件数の推計

当院の年間受け入れ件数（E）は、以下の係数を用いて算出した。

・Qy：年 y  における藤沢市の 75歳以上人口

・搬送率：15.9%（0.159）

・75歳以上人口割合：27.6%（0.276）

・内科系疾患割合：34.8%（0.348）

・当院受け入れ率（11施設で均等配分）：約9.09%（1/11 ≒ 0.0909）

このように、集合論的検証と人口統計に基づく推計を組み合わせることで、地域包括医療病棟への

転換に必要な病床数や患者受け入れ件数の妥当性を定量的に評価した。
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【背景】

日本の高齢化に伴い、地域での医療・介護ニー

ズは増加し、住民が住み慣れた地域で安心して生

活を継続できる体制の整備が求められている。湘

南西部医療圏においても、在宅療養と病院の橋渡

しとなる受け入れ機能の強化が重要であり、後方

支援病院が果たす役割は大きい。鶴巻温泉病院（以

下当院）（図１）は 2018年に「在宅療養後方支援

病院」の届出を行い、在宅医療と連携した高齢者

救急の受け入れ体制を整備してきた。

【目的】

「顔の見える連携」を基盤に、当院が取り組む

高齢者救急の受け入れ実績を分析し、地域におけ

る医療提供体制の効果を検証するとともに、課題

の抽出と解決策の提案につなげる。

顔の見える連携を活かす
〜鶴巻温泉病院の高齢者医療への取り組み〜

◎伊勢 正輝	 鈴木 龍太　蓮江健一郎　小澤 哲二　北﨑麻美子　丸山 文寿
	 大友 友美　工藤美加子
社会医療法人三喜会　鶴巻温泉病院　事務・地域連携室

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）8
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【結果】

緊急受け入れ体制の整備により、地域医療の質

が向上し、高齢者が住み慣れた環境で適切な医療

を受けられる体制が強化された。（図３）「顔の見

える連携」による相互理解が深まり、多職種連携

の効率化が促進された。

【結論】

当院の高齢者救急受け入れは、在宅・介護施設・

病院の三位一体の「顔の見える連携」により、高

齢者が安心して生活できる医療提供体制の構築に

寄与している。今後も地域連携を強化し、多様な

医療ニーズに対応することで、持続可能な医療と

介護の提供を目指していく。

【方法】

体制整備：登録患者（図２）は在宅医療機関か

らの求めに応じて、24時間体制で入院受け入れを

実施。退院時に訪問診療へ依頼する患者を原則登

録し、状態が安定していても「万が一」に備えた

登録を推進。

相談窓口：登録外の患者も月～土の時間内で相

談を受け付け、最短当日で受け入れ可能な運用を

構築。クリニックからの「急性期病院ほどではな

いが自宅は難しい」症例（例：誤嚥性肺炎、脱水

など）を対象に柔軟に対応。

施設連携：近隣４施設と「協力対象施設／入所

者入院加算」に基づく連携を強化。2024年８月か

ら３施設、2025年４月に１施設を追加し、急変時

の入院受け入れを開始。

多職種協働：医師・看護師・地域連携室スタッ

フが在宅医、訪問看護ステーション、介護施設へ

訪問、情報共有会議を開催。相互理解と信頼関係

構築を促進し、連絡経路と判断基準の標準化を進

めた。
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【要旨】

本稿は、拡張相肥大型心筋症を有し頻回入院を

繰り返していた患者に対する退院支援の事例を通

じて、医療機関が潜在的な社会的ニーズを発見し、

支援へと繋げる役割について考察したものであ

る。対象患者は社会的孤立状態にあり、食事や内

服管理が困難であった。多職種チームによる包括

的支援を通じて、障害支援区分の申請、経済的支

援、心理社会的支援、グループホーム入所調整を

行った結果、患者は地域生活において安定を得る

ことができた。本事例は、医療機関が「社会的処

方」を実践することで、健康維持と生活安定を実

現し得ることを示している。

【はじめに】

医療機関は従来、疾病の診断と治療を主たる役

割としてきた。しかし近年、患者の生活背景や社

会的課題に向き合うことが医療の質を左右する重

要な要素として認識されつつある。特に頻回入院

を繰り返す患者の背景には、疾患そのものだけで

なく、社会的孤立や生活支援の欠如といった要因

が存在することが多い。こうした課題に対して、

医療機関が「社会的処方」を実践することは、患

者の健康維持と地域生活の安定に寄与する可能性

がある。本稿では、拡張相肥大型心筋症を有し、

急性期病院において頻回入院を繰り返していた患

者が当院へ転院した事例を通じて、医療機関が潜

在的な社会的ニーズを発見し、支援へと繋げる役

割について考察する。

なお、本事例の報告にあたっては、対象患者本

人に対し主治医から研究目的を説明し、同意を得

たうえで実施した。また、個人が特定されないよ

う匿名化を徹底し、プライバシー保護に十分配慮

した。

【研究背景】

2015年、厚生労働省は「誰もが支え合う地域の

構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に

対応した福祉提供ビジョン」１）（以下、ビジョン

とする）のなかに「すべての人が安心して暮らし

続けられるまちづくりが不可欠である」と明記し

た。現在、社会的孤立が看過できない量の人々に

生じているが２）、障害者福祉領域では社会的孤立

に関する報告はほとんど見られず、ビジョンにお

ける記述も極めて弱いといえる。障害者支援にお

いては、かつて入所施設中心の集合的ケアに依拠

してきた歴史を持つが、障害者権利条約第19条に

示される「地域社会への包容と参加」は依然とし

て国内外の課題である。３）

一方、WHOの健康の社会的決定要因に関する

最終報告では、医療機関の役割として、健康格差

を数量的に評価すること、多様な機関や専門職同

士の連携を進めること、そのような連携により単

に健康リスクに対応するだけでなく、生活環境を

社会的課題に向き合う病院の役割
〜頻回入院患者の一事例にみる「社会的処方」の実践から〜

◎小原 由里　　鈴木 紳祐
一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院　社会福祉士・医療福祉相談室

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）9
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整えることという３点を推奨事項に掲げている４）。

近年、医療機関が健康の社会リスクを抱える患者

を把握して福祉的ケア等を紹介する機関と結びつ

けるような活動をsocial prescribing（直訳：社会

的処方）５）称して、推奨事項を具現化し実践で

きるような動きが注目されている。本事例は、こ

うした制度的空白の中で医療機関が主体的に社会

的処方を実践した例として位置づけられる。

【事例概要】

対象はA氏、40代男性（表１）。拡張相肥大型

心筋症を有し、過去９年間で 14回の入院歴がある。

今回15回目のC急性期病院への入院を経て、社会

的支援を目的に当院へ転院となった。眼間乖離、

翼状頸、低身長、軽度知的障害などの所見からヌー

ナン症候群が疑われた。転院後に実施したIQ測

定では「49」であり、中等度知的障害が認められ、

小学校中学年程度の認知水準と推定された。

A氏は生活保護を受給していたが、キーパーソ

ンは存在せず、社会的孤立状態にあった。食事や

内服の自己管理が困難で、心不全の増悪を繰り返

していた。転院前の社会的状況を図式化したエコ

マップ（図１）では、支援につながる関係が極め

て限定的であることが示されている。医療機関以

外との接点は乏しく、B市役所の生活保護ケース

ワーカー以外に安定した支援者は存在しなかった。

表１　事例概要

図１　転院前の社会的状況を図式化したエコマップ

基本情報
　•Aさん（40代）男性、一人暮らし、キーパーソン無し、IQ「49」程度
　•生活保護受給中（B市役所）、受給前は店舗清掃の就労経験
病状
　•拡張相肥大型心筋症の治療（C急性期病院）
　•眼間乖離、翼状頸、低身長、軽度の知的障害が疑われ、生育歴不明であったが、Noonan症候群が疑われた
転院の目的
　•内服コンプライアンス不良や感染の合併などで心不全増悪
　•９年間で 14回の入院歴
　•15回目の入院の際に当院へ対応を依頼されて転院
課題
　•社会的孤立により、ソーシャルサポートが不足
　•食事、内服管理が困難で病状の増悪を繰り返している
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【支援内容】

当院での支援は、医療的介入と並行して社会的

課題への対応を組み込むことから始まった。まず

入院治療計画において、ソーシャルワーカーがA

氏の社会的背景を整理し、障害支援区分取得の申

請手続きを開始した。これにより、退院後の生活

基盤を整えるための制度的支援につなげる準備を

進めた。

経済的課題に対しては、自宅を訪問して未払い

の請求書を回収し、生活保護制度の枠組みの中で

予算管理を行った。これにより、本人が抱えてい

た経済的不安を軽減し、安定した生活設計を可能

とした。

心理・社会的課題への対応としては、本人が毎

日のように「早く家に帰りたい」と訴える状況に

対し、病院スタッフが本人の好きなキャラクター

の塗り絵を手作りするなどの工夫を行った。また、

本人が楽しみにしていたスポーツ新聞を毎日購入

できるよう支援することで、入院生活への適応を

促し、療養生活を前向きに過ごせるようにした。

退院援助では、日中支援型グループホームを選

定し、施設見学を実施した。これにより本人の入

所意欲が具体化され、退院後の生活環境について

前向きに検討する姿勢が見られるようになった。

障害支援区分の認定結果を確認した後、グループ

ホームへの入所に向けた調整を進めた。

【結果】

これらの支援の成果として、A氏は障害支援区

分3の認定を受け、日中支援型グループホームへ

の入所が実現した。入所後は食事や金銭管理と

いった生活上の課題が解消され、退院後も通院を

継続しながら安定した生活を送ることができてい

る。病状は３年以上にわたり安定しており、孤立

状態から脱却して複数の支援者とのネットワーク

が形成された。

さらに、本人の生活意欲は高まり、将来的には

介護サービス包括型施設への移行や、一人暮らし

の可能性も視野に入れることができるようになっ

た。介入前後の社会的状況を示すエコマップ（図

１、図２）からも明らかなように、転院前には支

援につながる関係が極めて限定的であったが、介

入後には多方向からの支援が確立され、本人を取

り巻くネットワークが大きく変化したことが確認

できる。

図２　介入後の社会的状況を示すエコマップ
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【考察】

本事例においてA氏は、先天的な障害を抱え

ながらも自立した生活を営んでいたが、疾患によ

る心身の変化や失業といったライフイベントを契

機に「社会的孤立」へと移行していったと考えら

れる。社会的排除は「失業・貧困・社会的孤立」

の三要素が相互に悪循環を形成する構造（図３）

であるとされ、失業や経済的困難は社会的活動へ

の参加を制約し、互恵的な関係性の維持を困難に

することで孤立を深める要因となる。

図３　社会的排除の三要素

表２　ソーシャルサポート

 ミニューチン５）は社会的孤立の明確な定義は

存在しないとしつつも、その共通点として「意味

のあるソーシャルネットワークの欠如」を指摘し

ている。本事例におけるA氏も、孤立によって

ソーシャルネットワークおよびソーシャルサポー

ト（表２）を喪失していたと考えられる。

さらに、全国の障害者のうち障害福祉サービス

を利用している割合は 8.8％に過ぎず、サービス

に結びついている者はごく一部である６）。既に資

格認定を受けているが地域や行政との関わりを持

たない者と、資格認定を受けていない潜在的障害

者とに二分されるとされるが、A氏は後者に該当

し、地域社会から見えにくい存在となっていたと

推察される。このような対象を発見し支援ニーズ

を把握するアウトリーチの重要性は高く、特に医

療機関にのみ繋がっている潜在的障害者に対して、

医療機関が果たす役割は大きい。

本事例では、医療機関を起点として健康問題の

背景にある社会的課題を抽出し、適切な社会資源

へと接続することが可能となった。健康は個人要

因のみならず社会的要因によって規定されるもの

であり、社会的要因は環境や行動を通じて健康に

影響を及ぼす。本事例においては「社会的処方」

が有効に機能し、健康維持に寄与したと評価でき

る。

以上より、潜在的な社会的ニーズを抱える患者
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に対して、医療機関がアウトリーチを通じて早期

介入し、継続的な支援を行うことの意義が示され

た。今後の課題としては、現行の支援体制を継続

することによって得られる効果を検証し、医療と

福祉の連携をさらに深化させる必要がある。

しかし、本研究は１症例を対象とした検討であ

り、得られた知見を一般化するには限界がある。

個別事例の分析は社会的孤立や医療機関の役割を

具体的に理解する上で有用である一方、症例特有

の背景や条件に依存するため、他の障害者や地域

にそのまま適用できるとは言い難い。今後は症例

数を増やした検証や、異なる地域・制度環境にお

ける比較研究を通じて、より一般化可能な知見を

積み重ねていくことが課題となる。

なお、本稿の内容は第24回日本成人先天性心疾

患学会総会・学術集会（2023年）において口頭発

表した事例報告を加筆修正したものである。

【引用文献】
１）厚生労働省新たな福祉サービスのシステム等の
あり方検討プロジェクトチーム（2015）：「誰もが
支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現
－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
２）後藤広史（2011）：「社会的孤立の様相」『地域に
おけるつながり・見守りのかたち』，東洋大学福祉
社会開発研究センター，中央法規出版,p32-51
３）大村美保（2016）：『障害者の社会的孤立とその
対応に関する文献検討』福祉社会開発研究，東洋
大学学術情報リポジトリ第8号，p49-58
４）西岡大輔，近藤尚巳（2020）：『社会的処方の事
例と効果に関する文献レビュー－日本における患
者の社会的課題への対応方法の可能性と課題－』
医療と社会 J Health Care Soc29,p527-544
５）Ludwien Meeuwesen(2006)A typology of social 
contacts,Roelof Hortulanus eds.Social Isolation 
in Modern Society.Routledge advances in 
sociology,37-59
６）「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況
について」（厚生労働省）
障害者白書（令和4年）
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【背景】

自宅で転倒し、大腿骨頸部骨折にて手術。術

後、回復期リハビリ病棟へ転院。認知症進行によ

る摂食不良、腎機能障害などがあり、末梢留置型

中心静脈カテーテル（以下PICC）の栄養管理の上、

療養型病院への入院待機のため一般病院へ転院と

なった。しかし、入院中２回のPICC自己抜去が

あり再挿入は行わず、嚥下訓練と施設調整目的に

て地域包括ケア病棟のある当院へ転院となる。

【対象】

Ａ氏90代女性。要介護４。娘と２人暮らし。

【入院経過】

入院時家族面談では歩行器でのトイレ歩行と経

口からの食事量アップの希望があった。介護者と

なる娘は職場でのトラブルにより精神的に疲弊が

見られ、自身の休養を希望。退院支援目的の介入

はあえて行わず、意図的に休養時間を設け、心

理的負担を下げられるよう配慮した。入院後はA

氏の嗜好を取り入れつつ、経口からの食事量アッ

プを目指した。A氏は食事量が増え、自力摂取可

能となるが、歩行は困難、ベッド上での生活、お

むつ交換が必要な状況であった。娘の体調が回復

し、精神的に落ち着いたタイミングで、面談を実

施。娘は現状を受け入れ、自宅退院を希望。退院

準備では、おむつ交換や食事介助の方法などの指

導を行った。しかし、退院先である自宅の片付け

が包括ケア病棟の入院期限（60日）に間に合わず、

老健ショートステイを経て自宅退院する計画と

なった。

【結果】

介護者の休息時間を意図的に設けた結果、現状

と向き合い、課題を理解することで、必要な在宅

サービスが選択可能となった。介護指導や多職種

における退院支援により、在宅復帰をすることが

できた。

【結語】

超高齢化社会により、2025年現在、高齢者の５

人に１人が認知症と推定される。判断能力の不十

分な認知症高齢者の家族と、今後の生活を相談す

る場面が増えている。ソーシャルワーカーには、

相手の置かれている状況や感情をそのまま理解す

るように努める「非審判的態度」と「受容的態

度」が重要であると再認識した。面談を繰り返す

中、介護者の想いを共有・尊重し、その上で、患

者様の現状を介護者自身が正確に理解できるよう

に情報提供のタイミングと内容を工夫することも

不可欠である。

MSWの役割と基本姿勢を再認識した１事例

◎千葉 沙織　　豊浦由希絵
医療法人裕徳会　よこはま港南台地域包括ケア病院　社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）・地域医療連携室

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）10
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【目的】

骨密度検査を行う際、当院では患者様に検査着

に着替えていただいている。しかし、それには時

間を多く要してしまう。そこを短縮することが可

能であれば待ち時間が少なくなり、スムーズな検

査が行えると考えられる。また骨密度検査を行う

際、重要なのは再現性であり、服の厚さや材質に

よって結果に影響があるのか分からない状態であ

る。今回、私服のままで検査を行えるか、再現性

を保てるのか検討を行うこととする。

【方法】

骨密度検査の点検として使用しているQAファ

ントムに実験①～④を装着し、測定をそれぞれ５

回ずつ行い、腰椎２、３、４番と全体の平均を出

した。以下の方法で検討しました。また基準を

ファントム撮影で誤差とされている 1.5％としま

した。

実験①として、ファントムのみと検査着の比較

を行いました。

実験②として、検査に影響があるとされる金属

およびプラスチックの比較を行いました。

実験③として、服装の厚さについて、タオルを

１～５枚まで重ねた場合の比較を行いました。

実験④として、材質を変更し影響を検討しまし

た。材質として綿、ポリエステル、ズボンのゴム、

刺繍、ニット素材、デニム、ビニール素材の材質

で検討を行いました。

使用機器

・X線透視装置：SONIALVISION　G4

　　　　　　　【D1500BC-40S、ZS-200】

・ファントム：QAファントムBMD【ｇ/㎠】

　　　　　　ＳＮ：19889862-01

骨密度検査における私服での検討

◎三枝 礼紀
医療法人社団協友会　金沢文庫病院　診療放射線技師・放射線科

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）11



一般演題（口演発表） 125

【結果】

〈実験①〉ファントムと検査着の差を表1に示

す。誤差は最大でも腰椎４番の 0.514％であった。

〈実験②〉検査着と金属の差を表２にプラスチッ

クの差を表３に示す。検査着時と比較し、最大で

金属は 38.94％、プラスチックは 7.58％であった。

〈実験③〉検査着とタオル１から５枚重ねた差

をそれぞれ表４、５、６、７、８に示す。タオル

を重ねるほど、測定値が上がった。最も変化があっ

たのはタオルを５枚重ねた測定値で検査着との差

は 2.94％であった。

表６　タオル３枚
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
タオル３枚 0.791 0.608 0.790 0.979
差 0.003 0.007 0.003 0.005
誤差％ 0.355 1.165 0.330 0.555

表８　タオル５枚
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
タオル５枚 0.797 0.619 0.798 0.996
差 0.008 0.018 0.011 0.022
誤差％ 1.014 2.942 1.397 2.281

表７　タオル４枚
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
タオル４枚 0.794 0.612 0.797 0.988
差 0.005 0.011 0.010 0.014
誤差％ 0.621 1.864 1.245 1.469

表３　プラスチックのボタン
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
プラスチック 0.757 0.553 0.747 0.922
差 -0.031 -0.048 -0.040 -0.051
誤差％ 3.956 7.580 5.131 5.260

表４　タオル１枚
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
タオル１枚 0.790 0.600 0.785 0.975
差 0.002 -0.001 -0.002 0.002
誤差％ 0.203 -0.133 -0.254 0.205

表５　タオル２枚
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
タオル２枚 0.790 0.604 0.787 0.977
差 0.002 0.003 0.000 0.004
誤差％ 0.216 0.532 -0.025 0.370

表２　金属のボタン
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
金属 0.982 0.832 0.994 1.120
差 0.193 0.231 0.207 0.146
誤差％ 24.499 38.946 26.238 15.040

表１　ファントムと検査着
全体 L2 L3 L4

なし 0.791 0.599 0.784 0.978
検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
差 0.002 -0.002 -0.003 0.005
誤差％ 0.254 0.366 0.381 0.514
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次に検査着と刺繍とゴムの差をそれぞれ表11、

12 に示す。刺繍もゴムもすべてで差は出ており、

最大で刺繍は約6.6％、ゴムでは約3.5％の変化が

ありました。

〈実験④〉検査着と綿、ポリエステルの差をそ

れぞれ表９、10 に示す。綿やポリエステルの素

材では検査着との差は見られなかった。最大でも

綿素材で約0.5％の変化であった。

表11　刺繍
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
刺繍 0.752 0.559 0.748 0.935
差 -0.036 -0.042 -0.040 -0.038
誤差％ -4.590 -6.616 -5.029 -3.945

表13　ニット
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
ニット 0.764 0.614 0.816 0.925
差 -0.024 0.013 0.029 -0.048
誤差％ -3.094 2.163 3.683 -4.931

表12　ゴム
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
ゴム 0.772 0.586 0.760 0.944
差 -0.017 -0.015 -0.028 -0.030
誤差％ -2.156 -2.529 -3.505 -3.041

表９　綿
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
綿 0.791 0.596 0.787 0.970
差 0.003 -0.005 0.000 -0.004
誤差％ 0.355 -0.532 0.000 -0.370

表14　デニム
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
デニム 0.799 0.596 0.799 0.999
差 0.010 -0.005 0.012 0.025
誤差％ 1.268 -0.799 1.473 2.692

表10　ポリエステル
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
ポリエステル 0.790 0.600 0.788 0.974
差 0.002 -0.001 0.001 0.001
誤差％ 0.203 -0.233 0.102 0.062

表15　ビニール
全体 L2 L3 L4

検査着 0.789 0.601 0.787 0.973
ビニール 0.797 0.595 0.810 0.957
差 0.008 -0.006 0.022 -0.016
誤差％ 1.065 -0.965 2.819 -1.644

次に検査着とニット、デニム、ビニール素材の

差をそれぞれ表13、14、15 に示す。すべての材

質において変化がありました。最大でニット素材

では約4.9％、デニム素材ではで約2.7％、ビニー

ル素材では約2.8％の変化がありました。
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【考察】

すべての結果を図１に示した。金属やプラス

チックではレントゲンなどでも同様で影響が出て

しまうため、必ず撮影範囲には入れないことが重

要だと考える。厚さや材質の違いによっても結果

に影響がでました。しかし検査着と同等の厚さや

硬さの綿やポリエステルなどのTシャツのみであ

れば、基準の範囲内であり影響なく、検査ができ

ると考える。

 

【まとめ】

私服での結果は影響を及ぼすものがほとんどで

あった。しかし実際の検査では無地の綿やポリエ

ステルのTシャツのみで来院される患者様はほと

んどいなく、ゴムや飾りなど影響を及ぼすものが

ついていることが考えられる。また、夏、冬など

毎回同じ格好で来院されることも難しいと考えら

れる。そのため再現性を高めるためには時間がか

かっても検査着になっていただくことが重要と考

える。

図１　まとめ
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【背景】  

当法人では訪問診療に注力しているが、関連施

設から誤嚥性肺炎等の高齢患者が多く入院する。

多くの場合で認知症や嚥下障害が合併し、数日間

の経口摂取中止が嚥下機能の更なる低下や廃用を

招くことを経験してきた。この課題認識を受けて、

急性期でも安易な絶食を避け、早期の経口摂取維

持並びに再開が重要と考えた。  

【目的】  

入院患者の嚥下障害に質の高い評価・介入を標

準的かつ網羅的に提供し、安全な経口摂取を推進

する。さらにそれらの実績を基に、将来の地域医

療における貢献の在り方を構想することを目的と

した。

【方法】  

2023／４月～ 2025／３月の２年間、全入院患

者を対象としてSTが入院時に全例の嚥下評価を

実施し、嚥下内視鏡検査（以下VE）を第一選択、

症例により嚥下造影検査（以下VF）も適宜施行

した。VE評価は兵頭スコア等で客観性を担保し、

摂食訓練は医師と協働で方針決定を行い、STが

重症例を中心に担当、PT・病棟看護師も参加す

る多職種連携体制を構築した。また、退院後のフォ

ローや訪問先での評価、健診の一検査としての

VEを実施した。これらを踏まえ、経時的なVE

実施状況を中心に検討を行った。 

【結果】  

2023年度と比較し、2024年度はVE施行件数が

38件から 191件（502%）へ、VF施行件数が 17件

から 35件（205%）へと著明に増加した。これに

伴い、摂食機能療法の算定件数も 954件から 1745

件（182%）へと大幅に増加した。  

【考察・結論】  

新型コロナ感染症の５類移行後、嚥下障害へ

の積極的介入方針を再構築した。STを中心に多

職種での協働とVEによる評価、嚥下関連への介

入体制を強化することができた。STによる評価

を重点化し、PTや病棟看護師による訓練の分担

が、限られたリソース内でのほぼ全例介入を可能

にした。安全な経口摂取は患者QOL向上に直結

し、早期離床や合併症予防を通じ在院日数短縮に

も貢献しうると考えられ、今後は「嚥下センター

構想」を進め、嚥下外来、訪問リハ、オンライン

診療、症例相談、人材育成等といった摂食嚥下に

関わる業務を多職種で協働しながら包括的に提供

することで地域のなかでの専門性や唯一性を維持

しながら地域医療の質向上に寄与していきたい。

全入院患者への嚥下評価体制の構築と実践報告
〜嚥下センター構想に向けた取り組み〜

◎伊藤 涼花　　大塚 裕一　粉川 将治
医療法人裕徳会　港南台病院　言語聴覚士・リハビリテーション科

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）12
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【目的】

地域包括ケア病棟においては補完代替リハビリ

（以下CARB）が推奨されており、集団リハビリ

（以下集団Rh）の取り組みは増加している。当院

は全120床が 100%地域包括ケア病床であり、早

期からCARBの一環として、集団Rhを中心に取

り組んでいる。今回は、集団Rh参加患者を調査

することにより、集団Rh中心の取り組みについ

ての考察を行った。

【方法】

2024年10月１日～ 12月27日の期間に、Ａ病棟

（全60床）の集団Rhに参加し退院した患者63名

を調査対象とした。集団Rhの内容は座位の運動、

起立着座、立位バランス運動等で計約20分。頻度

は４回／週。セラピスト３～５名で約20名の患者

を対象に実施した。調査項目は年齢、長谷川式

認知症スケール（以下HDS-R）、入院・退院時

Barthel Index（以下BI）、BI利得（退院時BI-入

院時BI）、集団Rh実施率（集団Rh参加回数／在

院日数）、個別リハ実施率（個別リハ回数／在院

日数）。入院時と退院時のBIの比較、個別リハ実

施率によるBI利得の比較の統計はWilcoxonの順

位和検定を用いた（有意水準：５%）。

【結果】

平均年齢86.09±5.98歳。HDS-R中央値15点（第

１四分位点10点、第３四分位点27.25点）、非測定

者９名は除く。入院時BI60点以下：44名、BI65

点以上：19名。退院時BI60点以下 ： 20名、BI61

点以上85点未満：16名、BI85点以上：27名。BI

利得中央値25点（第１四分位点15点、第３四分

位点37.5点）。また、入院時と退院時のBIの比較

において有意差がみとめられた（p<0.01）。集団

Rh実施率中央値0.34（第１四分位点0.27、第３四

分位点0.45）。個別リハ平均実施率は 0.42±0.19。

個別リハ実施率によるBI利得の比較においては、

高頻度群と低頻度群との間で有意差はみられな

かった。

【考察】

昨今の超高齢化に伴い当院患者も超高齢化して

おり、集団Rh参加患者の多くが超後期高齢者と

いう結果であった。それに伴い、認知症患者割

合も高く、入院時ADLや耐久性の低い患者も多

い。そういった患者においてもBIの有意な改善

が得られたこと、個別リハ実施率の差でBI利得

に有意差が見られなかったことから、当院では集

団Rhを個別リハビリの補完・代替として有効的

に活用できていると考える。これは、少人数のス

タッフで運営される地域包括ケア病棟において集

団Rhが一つの有効な手段であることを示唆して

いる。

　　　

集団リハビリを中心とした
リハビリ介入の取り組みについて

◎齋藤　翼
医療法人裕徳会　よこはま港南台地域包括ケア病院　理学療法士・リハビリテーション課

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）13
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【背景・目的】

川崎幸病院では入院支援外来（以下、支援外

来）に薬剤師1名が常駐し、入院前から薬学的介

入を実施している。術前中止薬剤は抗血栓薬等の

医療用医薬品のみならず、EPA・DHA、ニンニ

ク成分等のサプリメントや一般用医薬品も対象と

し、包括的な薬剤管理を行っている。

当院では 2024年12月より、中止薬の遵守が困

難と薬剤師が判断した症例に対し「検査・術前中

止指示の薬剤管理依頼書（以下、依頼書）」を発

行し、薬薬連携の強化を図っている。薬局・病院

間で共通確認可能な常用薬情報として、従来の手

段に加え、マイナポータルでの処方情報（以下、

マイナ処方情報）による調剤情報確認事例が増加

しているため、その実施状況を明らかにし、支援

外来業務における地域連携・情報共有の取り組み

について報告する。

【方法】

対象期間は 2024年10月～ 2025年３月とした。

期間内に支援外来で薬剤師による面談件数と、面

談を実施した患者について、患者背景（年齢、服

薬管理、調剤方法、かかりつけの有無、入院前

中止指示薬）、サプリメント・OTC摂取状況、薬

剤管理依頼書の発行状況・転帰、サプリメント・

OTCの使用状況、マイナ処方情報の使用状況（マ

イナ処方情報のみ 2025年６月まで）を調査した。

【結果】

調査期間中の薬剤師による支援外来での面談

は 1,251件であった。患者背景は、60歳以上 66%、

自己管理 84%、PTP 78.5%、かかりつけ薬局は

27.9%が有し、入院前中止指示薬の使用は 21%

であった。サプリメント・OTCの使用は 484名、

うち術前中止推奨成分は 69名（14%）が摂取し

ており、全例に中止指導を実施した。

入院支援外来における薬剤師の周術期リスクへの介入
〜市販薬を含む薬剤管理と将来的な地域連携・情報共有に向けて〜

◎臼田 昌弘	 昆　 真生	 森　 奈央	 藤田英里子	 平野 菜摘	 島田 実咲
	 大森 俊和	 樋口 愛子
社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　　薬剤師・薬剤部

一 般 演 題（ 口 演 発 表 ）14

支援外来での面談件数

年齢分布
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入院前に中止指示のある薬剤を処方されていた

患者に対し、薬剤管理依頼書を発行した件数は

13件であった。そのうち、11件では指示どおり中

止が遵守されたが、２件では遵守されていなかっ

た。これら２件はいずれも、保険調剤薬局に依頼

書が提出されていなかったことが入院時の確認で

判明した。

また、保険調剤薬局からの返書から以下のよう

なフィードバックが得られた。

①飲み忘れの報告が入院中の服薬指導の再実施

につながった事例②吸入薬のアドヒアランス不良

の報告が入院中の吸入指導の再実施につながった

事例③入院前面談では本人・家族から報告がな

かったが、実際には薬剤アレルギーが存在しアレ

ルギー発現の未然防止につながった事例

マイナ処方情報の確認は 2024年10月～ 2025年

３月の 6 か月間で 10件、2025年４月～６月の３

か月間で９件であった。

【結果（症例報告）】

腹腔鏡下胆嚢摘出術を予定していた患者に対し、

手術８日前の入院支援外来で薬剤師が面談を行っ

た。その際、患者が慢性的な頭痛に対してアセチ

ルサリチル酸（ASA）600㎎を含有する市販薬ケ

ロリン®を常用していることが判明したが、患者

は医師に使用を申告しておらず、カルテ上にも記

載や中止指示はなかった。

薬剤師は速やかに医師へ報告し、内服中止の許

可を得たうえでASAの抗血小板作用による出血

リスクを説明し、内服中止を指導した。これによ

り７日間の術前休薬期間を確保することができた。

本症例では、外来面談によってASAを含有する

市販薬の使用を早期に把握し、適切な休薬指導を

実施できたことで、周術期の出血リスク回避に寄

与したと考えられた。
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【考察】

薬剤管理依頼書により患者および患者家族の薬

剤管理を支援できた。術前中止未遵守の２件は依

頼書が薬局へ提出されていなかった事例であり、

地域との連携・情報共有が必要であると考えられ

た。薬局からの情報により服薬アドヒアランス不

良や未把握のアレルギーなどの医療機関内だけで

は把握が困難であった問題への対応が可能となっ

た。地域との連携は、中止薬管理以外にも患者安

全・治療の質向上に有用であることが考えられた。

今回、サプリメント・OTCの術前中止推奨成

分を使用しているが、医療者側が把握していな

かった事例を経験した。サプリ・OTCの摂取率

は約40%、術前休薬推奨成分の使用が 14%で確認

され、既報と一致していた１）。EPA/DHA未休薬

による術式変更の報告もあり２）、薬剤師による情

報収集と多職種連携が重要であると考えられた。

【展望】

現在、サプリメントやOTC医薬品の摂取情報

が自動的に反映される仕組みは存在せず、電子処

方箋が普及したとしても自動取得は困難であると

厚生労働省からも示されている３）。患者がお薬手

帳へ手書きで記載する可能性はあるものの、その

確実性には限界がある。今後、医療DXの進展に

より電子カルテ共有システムが発展すれば、処方

情報のみならずサプリメント・OTCの情報を取

得できる可能性もあるが、現時点では医療者が能

動的に患者へ確認し、カルテに記載することが不

可欠と考えられる。

今回の症例で経験したように、術前中止が推奨

される成分を患者が摂取している事例を早期に把

握するためにも、多職種による地域連携の重要性

は極めて高い。術前中止が遵守されなかった事例

は、調剤方法にかかわらず認められたほか、患者
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都合により依頼書がかかりつけ薬局に持参されな

かったケースも存在した。これらの点からも、病

院内での指導にとどまらず、地域との情報共有を

通じた包括的な薬学的管理が求められると考えら

れる。

当院ではマイナンバーカードを用いた処方情報

の確認件数が増加しているが、医療DXがさらに

発展してもサプリメント等の情報が反映されず、

確認が困難であるとの指摘がある３）。特に高齢者

ではポリファーマシーが生じやすく４）、多くがサ

プリメントを併用しているとの報告もある５）。し

たがって、薬剤師のみならず多職種が連携して情

報を共有し、適切な周術期管理を行う体制の構築

が今後ますます重要になると考えられる。

参考文献
１）消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査（ア
ンケート調査） 内閣府 食品安全委員会（平成24年5
月)
２）日本病院薬剤師会雑誌 60 (12) 1379-1383, 2024.
３）厚生労働省「よくある質問～マイナ保険証につ
いて～」 
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/
001231560.pdf
４）高齢者の安全な薬物療法ガイドライン.　
https://www.mhlw.go.jp/content/11125000/
0000162475.pdf
５）内閣府消費者委員会. (2012). 消費者の「健康食品」
の利用に関する実態調査報告書.
https://www.cao.go.jp/consumer/doc/20120605_
chousa_houkoku.pdf
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【目的】

災害発生時における医療施設間および薬剤師間

での迅速かつ正確な情報共有は、被害状況の的確

な把握や外部支援の検討、ならびに支援の優先順

位の判断において重要である。（公社）神奈川県

病院薬剤師会（以下、県病薬）の会員広報出版委

員会では、災害対策の一環として、毎年「災害時

被災状況報告訓練」（以下、報告訓練）を実施し

ている。従来はFAXやメールによる報告も使用

していたが、通信手段の進化による使用減少に加

え、送信側および受信側の医療機関・通信機器

の被災により使用困難のリスクが指摘されてい

た。また、報告率は会員施設の２割～３割と低く

推移していたため、2024年度から報告方法を連絡

フォームへ入力に一本化することで、実効性の強

化、情報収集・集計の効率化、報告率の向上を目

的とした。

【方法】 

（１）周知

県病薬会員施設への報告訓練実施の周知は、月

１回の定期通信に案内（図１）を同封し、さら

に訓練１週間前に別途郵送した。案内には、連

絡フォームのURLに加え、QRコードでスマート

フォンから入力可能としアクセスの利便性を図っ

た。また、県病薬ウェブサイト（図２）のトップ

ページに目立つように掲示した。

災害時に必要な情報共有を目指して！
〜2024年度神奈川県病院薬剤師会　災害時被災状況報告訓練〜

◎野村 恭子	 五十嵐　文	 宇野　洋司	 瀨川　 亮	 竹島 秀司	 中村 彰子
	 永尾美智瑠	 藤巻　智則	 宮坂 優人	 山崎 勇輝	 山波 大輔
	 依田　竜也	 井口恵美子	 廣瀬 幸文	 喜古 康博	 山田 裕之
厚木市立病院　薬剤師・薬剤部門薬剤科（公益社団法人神奈川県病院薬剤師会 会員・広報出版委員会）
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図１　案内 図２　ウェブサイト
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（２）被災想定

被災日時：2024年９月２日（月曜日）午前９時

災害規模：�

相模湾を震源とし、神奈川県のほぼ全域で震度

６強以上の地震が発生した。相模湾内で６～

10m、東京湾内で３～５mの津波、県全域の海

岸沿いと河川の流域では、液状化の可能性がある。

（３）報告訓練

神奈川県災害情報ポータル（https://www.

bousai.pref.kanagawa.jp）のハザードマップ（図

３）より、自施設付近の災害危険度から被災状況

を想定し、Googleフォーム（図４）で報告する。

図３　ハザードマップ 図４　Googleフォーム

（４）報告内容

日本病院薬剤師会版Ver.1.0 に準拠した入力項目

必須：�医療機関の所在地・名称、報告者の氏名・

所属・電話番号

任意：�医療機関薬剤部門の連絡先、薬剤師の人的

被害状況、人的被害が生じている場合の状

況、内服調剤・注射調剤の継続可否、不足

している医薬品・資材の有無、調達困難で

不足しているor今後不測の可能性がある

医薬品・資材、薬剤業務関連の被害状況、

外部支援（薬剤師）の必要性、伝言板
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【結果】 

薬剤師の人的被害状況（表１）、内服薬調剤（表

３）・注射調剤（表４）の継続可否、不足してい

る医薬品・資材（表５）、調達困難で不足してい

るor今後不足の可能性がある医薬品（表６）・資

材（表７）、外部支援（病院薬剤師）の必要性（表

９）の選択式回答は表の通りであった。

人的被害が生じている場合の状況（表２）､薬

剤関連の被害状況（表８）、伝言板（表10）の自

由記載欄では、医薬品や調剤機器の浸水・落下被

害、停電による医薬品搬送困難、抗菌薬供給の停

止など、現実的かつ具体的な課題が多数報告され

た。

321施設中148施設（46.1％）が報告を行い、

2019年度からの５年間において２割から３割で推

移していた報告率を大きく上回った。（表11、図

５）

表１　薬剤師の人的被害状況

なし 118件
あり 14件
不明 8件

表２　人的被害が生じている場合の状況（一部抜粋）

怪我数名、出勤できない職員が半数
職員の怪我等の状況は把握できているが、患者さんの状況はまだ把握
できていない。

表５　不足している医薬品・資材

あり【医薬品】 58件
あり【資材】 20件
なし 68件
不明 11件
無回答 10件

表６　調達困難で不足しているor
　　　　今後不足の可能性がある医薬品

ある 74件
ないor報告済or不明 57件
無回答 17件

表７　調達困難で不足しているor 
　　　　今後不足の可能性がある資材

ある 78件
ないor報告済or不明 49件
無回答 21件

表３　内服薬調剤の継続可否

継続可能〇 97件
継続困難△ 31件
継続不可× 7件
無回答 13件

表４　注射調剤の継続可

継続可能〇 94件
継続困難△ 33件
継続不可× 8件
無回答 13件
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表９　外部支援（病院薬剤師）の必要性

支援が必要な状況 16件
支援は不要な状況 68件
現時点では判断不可 49件

表10　伝言板（一部抜粋）

施設は海からは離れているため津波の被害はないが、震度が大きかったため街中では建
物の被害がある。今後患者が多く運ばれて来る可能性があるため、既に不足している抗
菌薬の在庫確保が不安である。
１～２週間分の通院患者の薬はあるが、今後の道路などの復旧状況によっては未入荷の
薬や医療材料の支援が必要になるかもしれない。
当院採用でない同効薬の切り替え、薬剤の調達、在庫管理人員として薬剤師２名の派遣
を希望します。

表11　報告施設件数推移

年 2019 2020 2021 2022 2023 2024
報告施設数 89 67 98 105 94 148
会員施設数 343 339 333 333 332 321

【考察・課題】 

報告手段を一本化したことで参加率が向上し、

実災害時の運用における有効性が示された。一方、

未報告施設の存在や報告情報の実際の活用法につ

いては今後の課題であり、更なる啓発と体制強化

が求められる。

図５　報告率推移

表８　薬剤業務関連の被害状況（一部抜粋）

地震による建造物の影響は少ないものの、防潮堤を超えた浸水被害により薬剤部の主
だった調剤機器が浸水被害を受け動作不能。医薬品の在庫に関しては落下、浸水により
大部分が使用不可と思われる。
棚から医薬品が落ち散乱しているが、使用は可能な状態である。
水害に備え上階への医薬品の避難を始めているが、停電の影響で搬送が困難である状況
医薬品不足。抗菌薬の納入が一切なく、感染症治療に滞りあり。第一世代セフェムでも
いいから 50バイアル求む。
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当院におけるRomidepsin療法の
初回コース時の悪心の発生状況

◎行谷 真波　　金子憲太郎　豊田 茂雄　小林 路子
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　薬剤師・薬剤科
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【緒言】

末 梢 性T細 胞 リ ン パ 腫（peripheral T-cell 

lymphoma：PTCL）は、成熟T細胞を起源とす

る悪性リンパ腫であり、全悪性リンパ腫の中では

比較的稀な疾患であるものの、臨床的には治療抵

抗性で予後不良となることが多い。特に日本を含

むアジア地域ではPTCLの発生比率は欧米より高

く、臨床現場において対応が求められる症例が少

なくない。PTCLは複数の病型が存在し、いずれ

も化学療法に対する反応性に差がみられる。一般

的な初回治療としてCHOP療法を中心とした化

学療法が行われるが、寛解後に再発する症例も多

く、また初回治療に抵抗性を示す例も散見される。

こうした背景から、再発または難治性PTCLに対

する治療戦略の確立は、血液腫瘍領域において重

要な課題である。

Romidepsinは、ヒストン脱アセチル化酵素

（histone deacetylase：HDAC）阻害作用を有す

る分子標的薬であり、PTCLに対して使用されて

いる治療薬である（図１）。通常14㎎/㎡を１・

８・15日目に４時間かけて静脈投与し、28日間を

１コースとして繰り返す治療スケジュールで行な

われる。

図１　Romidepsinの作用機序
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一方で、Romidepsin投与に伴う副作用の一

つとして悪心・嘔吐（chemotherapy-induced 

nausea and vomiting：CINV）が挙げられる。

CINVは患者のQOLを著しく低下させ、摂食不

良、体重減少、脱水、電解質異常などを引き起こし、

治療スケジュールの遅延や中断にもつながり得る。

したがって、CINVの適切な管理は抗がん剤治療

の継続において極めて重要である。Romidepsin

は発売当初、軽度催吐リスク（low emetic risk）

に分類されていたが、2023年に改訂された「制

吐薬適正使用ガイドライン」では、Romidepsin

の催吐リスクは中等度催吐リスク（moderate 

emetic risk）へと引き上げられた。

軽等度催吐リスクに分類される抗がん薬では、

デキサメタゾンもしくは５-HT３受容体拮抗薬の

単剤使用が予防的制吐療法として推奨されるが、

中等度催吐リスクに分類される抗がん薬では、デ

キサメタゾンと５-HT３受容体拮抗薬の２剤併用

が予防的制吐療法として推奨される。発売当初

Romidepsinは軽度催吐リスクに分類されていた

為、当院では５-HT３受容体拮抗薬であるグラニ

セトロン単剤での予防的制吐療法が行われていた。

しかしながら、初回コースから悪心を訴える症例

が一定数存在し、患者のQOL低下や治療負担の

増加につながっていた。こうした問題を背景に、

悪心の発生頻度、悪心が出現した際に使用された

制吐薬の効果、また予防的制吐薬の変更や追加が

どの程度有効であったかについて、より体系的に

評価することが必要と考えられた。

【対象と方法】

2018年４月から 2024年８月までの期間に当院

でRomidepsin療法の初回コース（以下、１コー

ス目）を施行したPTCL患者を対象とした。患者

背景は（図２）に示した。対象症例は電子カルテ

システムから抽出し、Romidepsin投与に関連す

る悪心の発生状況、制吐薬使用状況、ならびに制

吐効果を後方視的に調査した。

図２　患者背景
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悪心の有無および重症度判定は、電子カルテに

記録された薬剤師・医師・看護師の記載内容を基

に行った。悪心ありの基準は、①診療記録に「悪

心」「気持ち悪さ」「むかつき」等の記載がある

場合、あるいは②制吐薬が投与された事実が確

認された場合とした。悪心の重症度は Common 

Terminology Criteria for Adverse Events

（CTCAE）ver.4 を基準として評価した。

予防的制吐薬は、１コース目で全例にグラニセ

トロン３㎎が投与された。本研究では、この予防

投与後に悪心が発生した症例について、追加的に

投与された制吐薬の種類、およびその後の症状変

化についても調査した。また、当院採用薬価に

基づき、グラニセトロン３㎎、パロノセトロン

0.75㎎、アプレピタント125㎎（２日目以降80㎎）、

オランザピン５㎎、メトクロプラミド５㎎の薬剤

費を算出し、費用対効果を検討した。

 【結果】

本研究期間中に１コース目を施行したPTCL患

者は 20例であった。20例全例が予防的制吐薬と

してグラニセトロンを投与されており、そのうち

１例がアプレピタントを併用していた。

20例中アプレピタント併用を含む８例に悪心

が認められた。悪心の重症度はCTCAE ver.4 に

基づき、Grade1 が 1例、Grade2 が７例であった。

悪心が認められた８例のうち、Grade2 の７例で

メトクロプラミドが追加投与されていた。このう

ち、投与後に症状の改善が確認できた症例は１例

であった。残りの６例では、メトクロプラミド投

与後も悪心が継続していた。

オランザピンは、メトクロプラミド投与後も悪

心が継続していた６例のうち５例に追加投与され

ていた。５例全例で、投与後に症状の改善が認め

られた（図３）。

図３　悪心の発生状況と制吐剤の効果①
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予防的制吐薬の変更が行われた症例は５例で

あった。グラニセトロンにアプレピタントを追加

した症例は３例であり、この３例のうち２例で悪

心が認められた。悪心改善が認められた１例はメ

トクロプラミドが併用されていた。

グラニセトロンをパロノセトロンへ変更した症

例は２例であり、いずれの症例でも悪心が認めら

れた（図４）。

【考察】

本研究では、１コース目における悪心の発生率

は 40％であり、従来の軽度催吐リスクとしての評

価とは一致しない結果が得られた。Romidepsinは

発売当初から軽度催吐リスク薬に分類されていた

が、実臨床では悪心を訴える患者が一定割合で存

在することが経験されていた。今回の悪心発生率

40％は、中等度催吐リスク化学療法における悪心

発生頻度に近く、2023年のガイドライン改訂に

よってRomidepsinが中等度催吐リスクへ再分類

された根拠を裏づける結果となった。

予防的制吐薬としてグラニセトロンが全例に投

与されていたが、それでも８例に悪心が認められ

た。悪心発生後の制吐薬の使用状況では、メトク

ロプラミドが７例で使用されていたが、改善が認

められた症例は１例だけであった。

一方で、オランザピンは使用された全５例で

改善が認められており、Romidepsinによる悪心

の臨床的コントロールに有効である可能性が高

い。オランザピンは５-HT２、D₂、H₁、M₁など

多受容体に作用する薬剤であり、CINVの急性期

および遅発期の双方に対して有効性が示されてい

る１）。この多受容体拮抗作用により、CINVに対

してより効果を発揮しやすいと考えられる。特に

本研究において、メトクロプラミドによる改善が

得られなかった症例の一部で、オランザピンへ

の切り替え後に症状改善が認められた点は注目

に値する。今回の症例数は限られているものの、

Romidepsin投与時の悪心に対してオランザピン

が有効となる可能性を臨床的に示唆する結果と

なった。

アプレピタントやパロノセトロンへの変更が

試みられた症例では、いずれも十分な悪心抑制

効果は得られていなかった。特にアプレピタン

トを追加した３例中２例で悪心が発生した点は、

Romidepsinとアプレピタントの併用に注意が必

要であることを示している。RomidepsinはCYP

３Aで代謝されるため、同じくCYP３Aを阻害

するアプレピタントを併用するとRomidepsin血

中濃度の上昇が生じ、悪心を含む副作用が増大す

図４　悪心の発生状況と制吐剤の効果②
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る可能性がある。今回、アプレピタントが奏功し

なかった症例が存在したことは、こうした薬物相

互作用の影響を反映している可能性が考えられる。

また、デキサメタゾンは制吐療法の中核薬剤で

ある一方で、免疫抑制作用を有しており感染リス

クを増大させることが知られている。血液腫瘍患

者は疾患及び化学療法による免疫不全を背景に易

感染性であるため、制吐療法におけるデキサメタ

ゾン使用について当院では回避されていた。

パロノセトロンへの変更例でも２例とも悪心が

生じており、５-HT３受容体遮断薬の限界を示す

結果となった。パロノセトロンは一般的に強力な

制吐作用を持つが、Romidepsinによる中等度催

吐リスクを５-HT３受容体遮断薬単剤で防ぐこと

は困難であると推察される。

臨床的運用を考える上では費用対効果も重要で

ある。パロノセトロンやアプレピタントは薬剤費

が高額であり、長期的な治療に伴う費用負担が大

きい。一方でオランザピンは、効果が期待できる

だけでなく薬剤費が低廉であり、今回の結果はオ

ランザピンが効果と費用の両面から臨床的に優れ

た選択肢となる可能性を支持している（図５）。

本研究の限界として、単施設・後方視的研究で

ある点、対象症例数が 20例と少なく、統計学的

検討が困難であった点が挙げられる。また、悪心

の記録は医療者の記載に依存しており、患者が軽

微な悪心を訴えなかった場合には記録上は悪心な

しと扱われる可能性もある。しかしながら、悪心

が認められた８例から、Romidepsinによる悪心

に対し、グラニセトロン単剤では抑制が不十分で

ある症例が一定数存在すること、悪心発生後には

オランザピンが有効である可能性が高いことなど、

臨床運用に直結する示唆が得られた点は意義が大

きい。

以上より、Romidepsin療法における制吐対策

として、従来のグラニセトロン単剤予防に加えて、

多受容体作用を有するオランザピンの併用を検討

することは、悪心のコントロール向上および治療

継続性の向上に寄与する可能性があると考えられ

る。今後は、予防的にオランザピンを導入した場

合の効果検証、最適な投与タイミングの検討、前

向き研究などが課題として挙げられる。

 【結語】

本研究では、Romidepsin療法１コース目を施

行した 20例を対象に、悪心の発生状況および悪

図５　１コースあたりの各薬剤の金額
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心発生時に使用された制吐薬の効果を後方視的に

検討した。その結果、悪心は全体の 40％に認め

られ、その大部分がGrade2 であった。予防的に

グラニセトロンを全例に投与していたにもかかわ

らず悪心が発生した症例が８例存在したことから、

従来の軽度催吐リスクに準じた制吐予防では十分

な悪心抑制が得られていない可能性が示唆された。

悪心発生後の対応として最も多く使用され

たメトクロプラミドは改善が１例に留まり、

Romidepsinによる悪心に対して十分な効果を示

さなかったと考える。一方、オランザピンは使用

された５例すべてで改善が確認され、Romidepsin

による悪心に対する有用性が示唆された。さらに

アプレピタントやパロノセトロンへの変更は、今

回の検討では悪心抑制に明確な改善をもたらさず、

Romidepsinの薬物動態や悪心の発生機序を踏ま

えた制吐対策の再考が必要であると考えられた。

今回の結果から、Romidepsin療法における悪

心対策として、グラニセトロン単剤予防に加え、

多受容体作用を有するオランザピンの併用が有効

である可能性が高いことが示唆された。オランザ

ピンは症状改善効果に加えて薬剤費が低廉である

という利点もあり、費用対効果の観点からも臨床

における現実的かつ有用な制吐療法となり得る。

本研究は単施設・後方視的で症例数が限られて

いる点で限界を有するものの、Romidepsinに対

する制吐薬の実際の使用効果について、臨床現場

の課題を反映した貴重な知見を得ることができた。

今後は、オランザピンの予防的投与の有効性検証

や、最適な制吐療法の確立を目的とした前向き研

究の実施が望まれる。

【参考文献】
１）Navari RM, et al. N Engl J Med. 2016;375(2):134–
142.
制吐薬適正使用ガイドライン2023年10月改定第３版
ロミデプシンインタビューフォーム
アプレピタント電子添文
グラニセトロン電子添文
パロノセトロン電子添文
オランザピン電子添文
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）1① 一般演題（ポスター発表） 
 

DX 化がもたらす働き方改革～業務負担軽減と残業時間削減への効果～ 

 

◎久保田 竜也 

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第 1病院 事務・総務課 

 

【目的と背景】 

昨今、急性期病院においては経営環境の厳しさが増し、健全経営のためには入院患者の確保が不可欠であ

る。一方で高稼働維持に伴う業務過多により人材不足が顕在化し、以下の課題が浮き彫りになった。 

・医療従事者の業務負担増による離職者の増加 

・人材不足による残業時間の増加 

・人材確保のための紹介手数料の大幅増 

これらを解消する為、当院では電子カルテの入れ替えを行い、電子カルテの機能を最大限活かすべく DX 推

進委員会を発足し、本格的に DX 導入による働き方改革について検討を開始した。 

その活動内容、活動結果、今後の課題について報告する。 

 

【方法】 

DX 推進委員会発足前と発足後の職員の残業時間、離職率、紹介手数料を比較。 

DX 化による次の効果を検証する。 

・電子カルテ入替に伴う残業時間の減少 

・iPhone 導入による電子カルテへの入力時間の削減 

・チャット機能を利用した職員間同士の効率的な情報共有による職員の負担軽減 

 

【効果と結果】 

電子カルテの入替により当月中にレセプトを確認することが出来るようになりレセプト期間中の業務量

が減少したことにより医事課全体の時間外が半分以上削減することが出来た。 

電子カルテシステムを有した iPhone を導入し今まで医師、看護部、リハビリ科を中心に PC 上でしかできな

かったカルテ入力を iPhone 上で入力できるようになり時間外の削減、離職率も減少し業務効率の向上に繋

がった。 

チャット機能については部署間の共有事項や個人間での連絡のやり取りが確実に行えるようになり部署

間・部署内のコミュニケーションが円滑に行えるようになった。 

 

【考察と今後の課題】 

DX 導入により残業時間の減少と業務効率向上が認められ、業務負担軽減および離職率減少に一定の効果

がみられた。一方で、人材不足は依然として解消されず、紹介業者依存による紹介手数料は横ばいであった。

しかし、離職率の減少は将来的な紹介手数料の抑制への可能性が示唆された。今後は現場の意見を反映しつ

つ、更なる業務効率化に繋がる DX 導入を検討し、患者様へよりよい医療を提供できる体制を整備していく

必要がある。 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）2②一般演題（ポスター発表） 
 

介護老人保健施設へ退院支援をする際の医療・介護間の現状と課題 

 

◎松原 麻子  福田 あかり  狩野 友菜 

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 医療ソーシャルワーカー・地域医療連携室 

 

【目的】 

当院における 2024 年度退院患者 468 名のうち、81 名（約 17％）が介護施設へ退院し、そのうち最も多い

退院先は介護老人保健施設であった。入所支援においては、本人の心身機能のみならず、薬剤の変更や医療

的支援の可否が入所判断に影響を及ぼす場面が少なくない。今後の高齢化の進行を見据え、医療機関と老健

の連携における実態と課題を明らかにすることを目的に、横浜市・川崎市内の老健を対象とした調査を実施

した。 

 

【方法】 

老健 109 施設に対しアンケートを配布し、22 施設より回答を得た。設問は①薬価および薬剤採用の実態、

②薬剤変更に伴う影響と対応、③老健の今後の医療ニーズに関する見解の 3項目とした。あわせて、2024 年

度に当院から介護施設へ退院した患者について、年齢、介護度、FIM、認知機能、世帯構成、家族関係、経

済状況、薬価、処方薬剤数、薬剤変更の要否、調整期間、相談件数、相談目的を集計した。 

 

【結果】 

介護施設へ退院した患者は、高齢・重度要介護・認知機能低下のいずれにも該当する割合が高かった。薬

剤面では 11 剤以上の多剤処方が 50％を占め、老健退院患者の約 48％において薬剤変更を要した。老健の薬

剤選定においてはコストや処方頻度を重視する傾向があり、薬剤未採用を理由に入所を断った経験がある

施設は 86％にのぼった。抗がん剤投与や疾病により定期通院を要する患者の受入れにあたっては不可もし

くは条件付きとなる場合が多かった。老健が感じる医療機関との連携における課題としては、事前の情報共

有不足や急変時の受入れが円滑に行われないことが挙げられた。 

 

【考察】 

在宅復帰支援を目的とする老健であるが、特養待機中の中継ぎ施設としての役割を担っている実態があ

る。経済的に公的施設を選ばざるを得ない高齢者は少なくなく、多様な疾病を抱えた高齢者の退院先として

老健のニーズは高い。今回のアンケートで薬剤や通院の必要性によって受入に制限がかかることが改めて

可視化されたが、この点を解消するためには入所者の医療費を老健が負担するという現行の制度の見直し

が必要だと考える。医療から介護への移行がスムーズになることは適切な時期に退院することに繋がり、病

床回転の向上に繋がるのではないかと考える。 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）3③一般演題（ポスター発表） 
 

これからを見据えた回復期リハビリテーションにおける理学療法評価フィードバック体制の構築 

 

◎新井 龍一  渕上 正浩  高橋 茉由  安藤 蓮  越川 由依子  西窪 亜美 

 

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 理学療法士・リハビリテーション技術科 

 

【目的】 

回復期リハビリテーション病棟では、理学療法評価の目的・内容説明が不十分で、患者の理解不足や満足

度低下を招き、ひいてはクレームの発生につながる事例があった。また、評価結果の説明がセラピストごと

に異なるため、患者が治療効果を実感しにくい傾向がある。SDM（shared decision making）の観点からも、

患者の価値観を尊重した治療目標設定の必要性が指摘される。そこで本取り組みでは、理学療法評価結果を

患者にフィードバックする仕組みを構築し、患者の理解と治療への主体性向上を図ることを目的とした。 

【方法】 

当院は回復期入院患者を対象に、月 1回の理学療法評価を実施している。評価結果は電子カルテに記録・

集約し、理学療法評価表に自動転記される仕組みを構築した（図１）。評価表には、評価内容・先月との比

較・今後の目標・満足度・HOPE（次回目標や希望）等を記載した。さらに理学療法の効果がわかりやすいよ

うに可視化した「理学療法フィードバック用紙（PTFB）」を作成し、毎月の評価後に患者にフィードバック

を行うこととした（図２）。評価結果の経時変化をグラフ化し、カットオフ値を示すことで患者が自身の状

態や変化を理解しやすいよう説明することとした。 

 

図１ 理学療法評価表 

評価表には患者でもわかりやすい表現とし、目標の達成度や患者や家族の要望が聴取できるようにした。 

③一般演題（ポスター発表） 
 

これからを見据えた回復期リハビリテーションにおける理学療法評価フィードバック体制の構築 

 

◎新井 龍一  渕上 正浩  高橋 茉由  安藤 蓮  越川 由依子  西窪 亜美 

 

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 理学療法士・リハビリテーション技術科 

 

【目的】 

回復期リハビリテーション病棟では、理学療法評価の目的・内容説明が不十分で、患者の理解不足や満足

度低下を招き、ひいてはクレームの発生につながる事例があった。また、評価結果の説明がセラピストごと

に異なるため、患者が治療効果を実感しにくい傾向がある。SDM（shared decision making）の観点からも、

患者の価値観を尊重した治療目標設定の必要性が指摘される。そこで本取り組みでは、理学療法評価結果を

患者にフィードバックする仕組みを構築し、患者の理解と治療への主体性向上を図ることを目的とした。 

【方法】 

当院は回復期入院患者を対象に、月 1回の理学療法評価を実施している。評価結果は電子カルテに記録・

集約し、理学療法評価表に自動転記される仕組みを構築した（図１）。評価表には、評価内容・先月との比

較・今後の目標・満足度・HOPE（次回目標や希望）等を記載した。さらに理学療法の効果がわかりやすいよ

うに可視化した「理学療法フィードバック用紙（PTFB）」を作成し、毎月の評価後に患者にフィードバック

を行うこととした（図２）。評価結果の経時変化をグラフ化し、カットオフ値を示すことで患者が自身の状

態や変化を理解しやすいよう説明することとした。 

 

図１ 理学療法評価表 

評価表には患者でもわかりやすい表現とし、目標の達成度や患者や家族の要望が聴取できるようにした。 
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③一般演題（ポスター発表） 
 

 

 

 

図２ PTFB 

図は入院して２ヶ月の患者の例。

数値をグラフ化することでわか

りやすく、カットオフ値や評価の

解説を用紙に記載することで評

価結果を理解しやすいようにし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】 

今後、患者の評価に対する理解度が向上し、治療への主体性とアドヒアランスが高まると予測される。ま

た、セラピストにも評価の重要性、評価を丁寧に行う意味も促されると考える。 

【考察・結論】 

本取り組みにより、患者への評価結果フィードバックが患者の主体的な治療参加とアドヒアランスの向

上につながると思われる。評価説明の標準化により患者が治療効果を実感しやすくなると考える。これらの

成果は SMD の理念に沿った患者中心のリハビリテーションの推進に寄与すると期待される。一方で、本取り

組みには課題も明らかとなった。例えば、認知機能が低下した患者に対しては家族への情報共有や簡易な説

明方法の工夫が必要であり、説明を希望しない患者にはプライバシーや意向を尊重した対応が求められる。

今後はこうした課題に対応すべく運用方法を改善し、全ての患者に適したフィードバック体制の構築を目

指したい。 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）4④一般演題（ポスター発表） 
 

地域に選ばれる通所リハビリテーションを目指して 

～利用者の想いと生活に寄り添って～ 

 

◎坂部 尚子  土居 忍 

医療法人篠原湘南クリニック クローバーヴィラ（クローバーホスピタル） 

理学療法士・リハビリテーション部 

 

【はじめに】 

当通所リハビリ（以下、通所リハ）は、入浴・レスパイト目的の利用が中心の大規模型デイとして長期に

わたり地域に根差したサービスの提供を行ってきた。変わりゆく時代のニーズに合わせ、通所リハ見直しプ

ロジェクトを発足。これからの地域に選ばれる通所リハを目指し取り組みを行ったため、ここで報告する。 

【目的】 

地域における通所リハの存在意義を見直し、その人の想いと地域のニーズに寄り添い自立支援をチーム

で実践する。また、在宅で認知症や重介護を抱える家族を多職種で支援し、質の高いチームリハビリテーシ

ョン（以下、リハビリ）を提供する。 

【方法】 

運動機能、認知症、重介護など様々なニーズがある方を受け入れるため 1)リハビリに特化した運動機能

向上プログラム 2)認知症リハビリプログラム 3)医療・重介護支援プログラムを 3 本の柱とし通所リハの運

営形態を大幅リニューアル。利用者の想いと生活に寄り添い、その方に合った過ごし方を選択できるシステ

ムを構築した。1)では運動量の確保、活動性の維持を目的としたサーキット形式の集団リハを導入。リハビ

リ、介護スタッフ協働で①歩行 ②いきいきエクササイズ ③元気はつらつ ④健口フレッシュの 4 コーナー

を担当し、各 15 分程度の種類の異なるプログラムを午前午後各 2 時間の開設時間内に回っていただく形式

とした。2)では認知症の行動・心理症状の軽減と脳の活性化を図ることを目的とし、全員一律のプログラム

提供ではなく個々に適した活動内容の選定とその方らしい一日の過ごし方を提案。メインプログラムであ

る①役割リハビリ②グループ回想法の中からの個別設定とした。3)では医療依存度が高い方や特別な介助

が必要な方でも安心して過ごせることを目的とし、各専門職種が利用者の身体状況やニーズに合わせて個

別性を持って対応。活動に焦点をあて、楽しく過ごせるアクティビティなども充実させたプログラム設定と

した。 

【結果】 

個々の利用者に合わせた過ごし方、プログラムを選択できるシステムを構築したことで、地域からの様々

なニーズに対応できるようになった。また、一日を通して利用者が主体的にプログラムに参加・活動できる

ようになったことで自立支援の推進にもつながり、スタッフ側にとっても効率的な運営が可能となった。 

【まとめ】 

今回通所リハの在り方を見直し、新たなシステムを構築したことで、地域からの様々なニーズに対応した

利用者主体のサービスを提供することができた。今後も、利用者の想いと生活に寄り添いながら取り組みを

継続し、地域の方々を支援していきたい。 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）5⑤一般演題（ポスター発表） 
 

当院における腎臓リハビリテーションの取り組み 

 

◎鳥海 真理子  木村 充広 

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 理学療法士・リハビリテーション科 

 

【背景】 

一般的に運動不足は、肥満や糖尿病、脂質異常症のほか、がんやうつ病、また認知症といったさまざまな

国民病の誘因になり、基礎体力が低下する高齢者にとっては、自立を妨げる重要な危険因子となる。 

CKD 患者においては、さらにその影響は生命予後に直結すべく、運動不足によって透析導入を早め、QOL

の低下を招き、そして死亡率上昇に関連することが明らかにされている。 

こうした経緯から近年の CKD 治療は、「運動制限から運動療法へ、安静から活動へ」と大きく転換し、ガ

イドラインレベルで運動が推奨されるようになった 1)。 

また、時を同じくして、糖尿病性腎症による高度腎機能障害指導管理加算（100 点）や、透析時運動指導

等加算（75 点）が診療報酬に加わったことからも、腎臓リハビリテーションの社会の期待度は近年高まっ

ているといえる。 

【取組と課題】 

このような背景を受け、当院のリハビリテーション科では、5年ほど前より腎臓内科からの依頼において、

透析時間を利用した理学療法（以下、透析リハ）を実践している。透析リハは、必要性や身体的リスクに応

じてその対象を絞るところからはじめ、主治医、リハ医と情報を共有し対象者を決定している。近年では、

腎臓内科からの総依頼件数約 350 件に対し 10%程度がその対象となっている。 

スケジュール調整および日々の体調については、医師をはじめ、看護師、臨床工学士と情報交換を行うな

どチームで取り組むことを基本とし、実施に際しては、心電図モニター監視下にて開始から約 30 分後より

ウォーミングアップ、メイン運動（レジスタンス運動ならびに有酸素運動）、クールダウンの順で概ね 40 分

間としている。 

透析リハは、弱化した骨格筋の回復を促すだけでなく、リンの排泄促進など透析効率の改善に有効である

とされるほか、医療者の監視下で安全かつ定期的に運動を行うことで運動習慣の確立が期待できるといわ

れている２）。 

しかしながら、現状においては、必ずしも透析リハが地域へ浸透しているとは言い難い状況であり、当院

退院後のシームレスな運動環境の提供には課題を残している。 

今回の発表では、今後の課題や地域に向けた他職種活動についても報告をさせていただく。  

 

参考文献 

１） 上月正博．腎臓リハビリテーションの効果と実際 

―運動制限から運動療法へー Jpn J Rehabil Med 2018；55：682-689 

２） Usui N, et al. Effect of blood volume change related to intensity of intradialytic aerobic 

exercise on hemodialysis adequacy: a pilot study. Int Urol Nephrol 2022. 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）6⑥一般演題（ポスター発表） 
 

学会・論文発表の質的向上を目指す取り組み 

 

◎越智 良明  難波 昭雄  宮内 秀典  草野 淳一  松丸 美佳  安島 秀友  上村 忠聖 

島崎 信夫 七尾谷 充  濱口 翔太  松村 泰之  宇野 崇之  清家 亨  小原 悠 

山本 加奈  坪谷 綾子  小杉 満孝  尾鳥 勝也  山田 裕之 

社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 薬剤師・薬剤部 

（公益社団法人神奈川県病院薬剤師会 学術情報委員会） 

 

【目的】 

近年、働き方改革や病院薬剤師の不足などから、学会発表や論文作成を行う薬剤師が少なくなってきてい

る現状がある。そこで、若手の薬剤師が積極的に学会発表、論文作成ができるようにサポートできるような

研修会を確立するために、学会・論文に関する問題点抽出のアンケートを行い、それに付随する研修会を実

施しその影響を考察した。 

 

【方法】 

神奈川県病院薬剤師会の会員を対象に研修会前アンケートを実施した。次に、得られたアンケート結果か

ら学会発表を支援する内容の研修会を組み立て実施し、研修会後のアンケート調査を行った。 

 

【結果・考察】 

研修会前アンケートでは 40 名の会員からの回答が得られた。学会発表や論文投稿があると回答したのは

30 名(75%)であり、経験の有無と、病院の背景（病床数・薬剤師数など）や薬剤師個人の背景（経験年数な

ど）に大きな差は認められなかった。一方で学会発表や論文投稿の経験がないと回答したのは 10 名(25%)で

あった。挙げられた理由のうち、改善されたら学会発表や論文投稿を行いたいと回答があった項目として

「忙しいから」「方法が分からない」の項目があった。 

次に上記のアンケート結果から、学会発表の経験がある者から研究テーマの選定や、発表準備やデータ作

成の方法、日常業務と発表準備の両立方法など、経験に基づいた内容をシンポジウム形式で開催した。本研

修会実施後のアンケートでは 70 名の参加者より回答が得られた。99%の参加者が「今後の学術発表・論文発

表に生かせる」と回答しており、研修会の重要性が示唆された一方で、個々の能力以上に環境の重要性も示

唆された。 

実際に、神奈川県病院薬剤師会においても学術大会を共催していたものの、近年では演題の応募が少ない

などの背景もあり開催が中止となっている。我々病院薬剤師会としても発表できる環境を整えたり、薬剤師

による学術発表・論文発表に対するモチベーションを促進できたりするような研修会開催へと取り組んで

いきたい。 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）7⑦一般演題（ポスター発表） 
 

採用抗菌薬の見直しが促す処方行動の変化と地域医療への波及効果 

 

◎岡村 秀行  清家 亨  三浦 愛理  矢野 ゆう子  佐藤 ひふみ 

神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 薬剤師・診療技術部薬剤科 

 

【目的】 

感染症医が在職しない当院では、AST 専任薬剤師が採用抗菌薬の見直しや研修を通じて間接的な抗菌薬適

正使用支援（AS）を行い、一方で病棟薬剤師が日常業務で医師へ直接的 AS を実践してきた。本研究では、

採用抗菌薬の見直しを軸としたこれらの取り組みが医師の処方行動に与えた影響と、外来処方を含む地域

医療への波及効果を検証した。 

【方法】 

2020 年 4 月～2025 年 3 月の抗菌薬使用状況について、入院および外来院内処方（外来）における DDDs、

DOTs、DDDs/DOTs 比を経時的に分析した。時系列線形回帰分析により傾向を評価し、R² ≧ 0.3 を傾向あり

とし、有意水準は p < 0.05 とした。外来 Watch 薬使用量の年次変化は AWaRe 分類で比較した。 

【結果】 

有意な変化を認めた薬剤は、入院で CEX、ST が増加、CCL、CFPN、LZD が減少した。外来では AMPC、AMPC/CVA、

CEX、DOXY、CAM が増加し（Fig.1）、CFPN、EM、FOM、FRPM が減少した（Fig.2）。CCL は 1 回量が減少した。

2024 年の外来 Watch 薬使用量は、2020 年比で皮膚科 50％、泌尿器科 47％減少し、リウマチ内科では 80％

増加した（Fig.3）。 

【考察】 

CEX、DOXY など Access 薬の追加により、皮膚科や泌尿器科では Watch 薬から Access 薬への処方シフトが

進んだ。AST 方策を理解した病棟薬剤師の AS は、Access 薬の積極使用を提案して医師の同意を得た。その

結果、薬剤師の関与が少ない外来にも影響を与えたと考えられる。一方で、治療上 Watch 薬が必要な疾患が

あり、診療科によっては Access 薬への処方シフトに限界があることも示された。採用薬見直しを軸とした

本取り組みは、治療抗菌薬選択の限界を含みつつも処方行動を変化させ、地域医療における AMR 対策の一助

となり得たと考える。 

 

Fig.1 外来 Access薬使用量 Fig.2 外来Watch薬使用量 Fig.3 診療科別Watch薬使用量 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）8⑧一般演題（ポスター発表） 
 

地域包括ケア病棟における退院に向けた食支援の検討 

 

◎三宅 利恵１）  榊原 大貴２）  團野 光祐３）  大橋 洸太郎４）  杉野 嘉津枝１）５） 

医療法人長谷川会 湘南ホスピタル 管理栄養士・栄養科 

１）湘南ホスピタル 栄養科、２）ヘルシーフード株式会社、３）株式会社プラウドアドバンス、 

４）文教大学 情報学部、５）文教大学 健康栄養学部 

 

【目的】 

 地域包括ケア病棟では、在宅復帰を目指して支援や準備を行っている。しかし、高齢患者では、入院前か

ら要介護状態の患者が多く、治療が終了しても食事摂取量の低下や ADL の低下が問題となって在宅復帰が

難しくなる。そのため、多疾患を抱え、摂食・嚥下機能や認知が低下した患者では食事摂取量の増加が難し

いため、個別対応を行っている。そこで、地域包括ケア病棟に入院した患者の食事内容や食事摂取量、栄養

状態、ADL などの状況を調査することによって、退院に向けた食支援について検討した。 

 

【方法】 

 GLIM を基準導入した 2024 年 6 月以降に地域包括ケア病棟へ入院し、2025 年 5 月までに退院した 252 名

のうち、死亡や転院、検査などの短期入院、入院前から経口摂取不可の患者らを除く 223 名（平均年齢 87

歳）を対象とした。退院ができた患者とできなかった患者および退院後に自宅へ戻れた患者と戻れなかった

患者の 2群間でその要因について比較検討を行った。 

 

【結果】 

 退院できた患者は 191 名、退院できなかった患者は 32 名であった。退院できた患者は、退院時の GLIM 基

準による栄養状態が良好で BI（Barthel Index）の合計点が高く、食事摂取量、トイレ動作や移乗が関係し

ていた。退院時の必要エネルギー量に対する充足率は、退院できた患者の平均が 93％だったのに対し、退

院できなかった患者では 50%に満たなかった。退院できた患者でも約 40％は、栄養補助食品の提供が必要で

あった。退院できた患者のうち入院前に自宅で生活していた患者は 170 名であったが、退院後、施設入所と

なった患者は 48 名だった。施設入所となった患者では、自宅に戻れた患者より退院時の BI 合計点が低く、

栄養状態や子世代の支援など家族支援の形態に差はみられなかった。 

 

【結論】 

 早期退院に向けて、入院当初から栄養介入を行うことで食事摂取量の増加を図り、栄養状態の改善と共に

リハビリテーション効果の向上を図ることが重要である。  
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）9⑨一般演題（ポスター発表） 
 

認知症専門病院における家族の困り事の実態とその対応 

―A 病院における看護相談外来の実態より― 

 

◎村山 由子  原科 美津枝 

医療法人社団鵬友会 横浜ほうゆう病院 老人看護専門看護師 看護部地域医療連携室 

 

【はじめに】 

認知症という疾患は、本人にとっての問題だけではなく、介護する家族にも大きな影響を与えていると加

藤（2019）も述べており、認知症の介護をする家族の負担感が強いことは多くの論文でも言われている。（渋

谷 2018、村山 2000 など）現在まで A 病院では看護相談外来を行っている。この経過を振り返り、看護

相談外来の概要、相談された内容、支援についてまとめ、家族の支援の方向性を明らかにした。 

【方法】 

１． データ取集と分析方法 

7 年間に実施された、看護相談外来で使用されている、看護相談外来申込書（以下、相談シートという）

として残されていた申し込み内容の分析を行う。 

２．倫理的配慮 

 本研究は、A 病院倫理委員会において承認を受けた。すべてのデータを特定個人につながらないように、

処理を行い配慮した。  

【結果】 

１． 相談件数について 

7 年間に 85 件の相談シートが残されていた。7年の間に相談外来として行われてい

た機会はもっとあった可能性があるが、残されていた相談シートは 85 枚であり、内

訳については表１のとおりである。（表 1 参照）相談時間は、最短 8 分、最長 150 分

平均 41 分の相談の時間をとっていた。 

２． 相談した結果、看護師が提案した内容及び件数 

  85 枚の相談シートの対応を集約し分析したところ、一枚の相談シートに対して 1 から 3 件の提案や対

応が記載されていた。半数が認知症を持つ人への対応、コミュニケーションの仕方や症状への対応であった。 

【考察】 

１ 家族にとっての相談することの意味と対応を考える 

 相談者の内訳は、夫または妻、いわゆる配偶者が 36 件であり約 4割を占めていた。2019 年の国民生活基

礎調査による統計からみると、配偶者の介護者が多いことと一致しており、介護者の何らかの困り事がここ

では相談されたことが見えてきた。介護者の疲労や負担感を考える際には、できるだけ抱え込まず介護をす

ることが望ましいと考える。 

さらに、相談者は、認知症を持つ人へのかかわり方に戸惑いや不安を抱えながらも、自分なりに気持ちの折

り合いをつけながらかかわっている。「一方的な情報提供や助言の押し売りにならないように相談者が持つ

力を最大限に活用し、自身で問題解決していけるように導くこと」（今井 2012）が大切と言われるように

相談者の持つ力を査定し、提案という形態での相談を持てることがより大切と考える。介護の先はなかなか

見えにくいため、的確にこの先も相談先があるように支援していくことが大切と考えている。 
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⑨一般演題（ポスター発表） 
 
引用文献 
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部，第 5 号，2020 年 3 月，29-36 
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一 般 演 題（ ポ ス タ ー 発 表 ）10⑩一般演題（ポスター発表） 
 

行動制限最小化に向けての取り組み 

～拘束指示数、拘束使用者数データの見える化を進めての考察、今後の課題～ 

 

◎加賀 陽一  田中 真祐美 

医療法人社団哺育会 横浜相原病院 看護師・看護部 

 

【はじめに】 

2024 年度診療報酬改定により、身体的拘束を最小化する取り組みの強化が必須となり、当院でも指針の

作成、身体的拘束最小化チームの設置。行動制限最小化ラウンドを開始した。また拘束指示数、拘束使用者

数のデータ化を行い、職員間で情報共有することや身体拘束実施チェックシートの使用を開始した。以上の

取り組みの考察や結果を報告する。 

 

【方法】 

調査期間 2023 年 4 月 1 日より 2025 年 3 月 31 日。病棟の現患数、拘束指示数、拘束実施数を集計。現患

対指示、現患対実施、指示対実施の割合を月毎にグラフ化し委員会時に共有した。 

 

【結果】 

①2023～2024 年度のデータ、②2024～2025 年度のデータを比較すると、②の現患対指示の割合は 5 病棟

で低下し、他２病棟は±0 という結果であった。現患対拘束実施の割合は４病棟が低下。3 病棟が上昇とい

う結果。指示対拘束実施の割合は 7病棟全て上昇した。 

 

【考察】 

データの共有により、指示対実施の差に気づきやすくなり、病棟での不要な指示の解除が促進したと考え

られる。また在院日数の長い病棟で、指示対実施率が高値を示しており、拘束指示数、拘束実施数が毎月同

数となっていた。これは同一患者が長期に渡り拘束が必要となっており、拘束解除困難な事例ではないかと

推測された。また特に拘束使用が多かったのが認知症病棟であり、対応に困難を感じ、拘束実施が増えてい

る可能性があると考えられた。 

 

【まとめ】 

今回データを分析し見えてきた、長期拘束実施者の拘束解除の為に、多職種カンファレンスを施行、対策

を考え、行動制限最小化ラウンドにて実際の状況を確認。対策を行って 3か月後の状況を評価していく必要

があると考える。また認知症患者への理解と拘束しないケアを学び、拘束解除への活動を行っていき、さら

なる行動制限最小化に繋げていきたい。 
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身体拘束の必要性への認識と解除経験に関する調査：J-PRUQ を用いた回復期病棟看護師の分析 

 

◎高橋 麻衣子  若林 嵩大  末松 望美 

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 看護師・回復期リハビリテーション病棟 

 

【はじめに】 

回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）では、転倒転落の予防やルート・カテーテル類の自

己抜去防止を目的とした身体拘束が実施されている。しかし、拘束解除に関する明確な判断基準は整備され

ておらず、看護師の経験や感覚に基づいて判断されている場面が多くみられる。そのため適切なタイミング

で解除するのが難しいという課題がある。 

本研究では、看護師の身体拘束解除に対する認識と実践内容を明らかにし、今後のケアの質の向上につな

げるため意識調査を実施した。 

【方法】 

対象は当院の回リハ病棟看護師と准看護師 38 名。看護師の身体拘束に対する認識を測定する尺度は、J-

PRUQ（日本語版身体抑制認識尺度）を用い、経験年数よる解答の違いの有無を分析、身体拘束解除に向けた

看護実践に関する自由記載で成功例と失敗例を収集した。 

【結果】 

身体拘束が「必要」という回答が最も多かったのは、「カテーテル自己抜去予防」で 37 名(98％)、経験年

数別では、1～4 年（以下①）13 名（100％）5～9 年目（以下②）10 名（91％）10 年以上（以下③）14 名

（100％）だった。転倒関連では「不安定な歩行による転倒の予防」で 25 名(52％)、①7 名（54％）➁5 名

（45％）③8名（57％）であった。 

自由記述では、「離床を促し、カンファレンスで情報共有し見守りを強化したことで患者が落ち着き拘束

の解除につながった」、また経験年数の長い看護師では「代替手段がないためやむを得ず実施した」「医師や

多職種と相談し早くチューブが取れるよう相談する」「行動を把握し本人の生活スケジュールを固定し混乱

を防ぐ」等の回答があった。 

【考察】 

看護師はカテーテルや胃管等の抜去などの医療的リスクに対しては、抑制を必要と判断しやすい傾向が

あった。一方で転倒予防を目的とした身体拘束が少なかったのは、センサー等の代替手段があるためと考え

る。 

経験年数での大きな差異はなかったが、自由記述から経験年数が多い看護師ほど様々な経験の中から身

体拘束回避のための代替手段に繋がっていると考える。身体拘束解除において、経験から得た知識や判断力

が重要と言え、内容の共有をしていく事が重要だと考える。 

【結論】 

身体拘束の最小化に向けては、経験年数にかかわらず誰もが適切に対応できる体制を構築するため、看護

師への教育の充実と代替え手段の共有を推進することが今後の課題である。 
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器質性精神障害のある患者のストーマ管理 

―個別性を考慮した継続支援― 

 

◎大平 浩泉  慶 貴子  坂本 理恵 

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 看護師・看護管理科 

 

【目的】 

緊急手術でストーマを造設した器質性精神障害のある患者に対し、継続的な支援によりストーマ管理が

可能となった事例を報告する。 

 

【症例】 

A 氏 50 代男性、母親と 2 人暮らしである。直腸癌による単純性大腸閉塞のため、緊急手術で横行結腸人

工肛門を造設した。ADL は自立しているものの、器質性精神障害による易怒性や伝達内容の忘却という特性

があり、理解に時間を要した。A氏のできている点をフィードバックし指導を重ねた結果、ストーマ装具の

貼付のみ母親が介助し、ストーマケアは A氏が主体的に実施可能となった。母親から退院後のストーマ管理

への不安が聞かれたため訪問看護導入を提案したが、金銭的な問題から希望されず退院に至った。 

 

【経過】 

退院後すぐにストーマ脱出が見られ、A 氏と母親による管理が困難となり、便漏れも頻回となったため、

専門的な介入が必要と判断し、皮膚・排泄ケア認定看護師として介入した。A氏の特性からストーマケアを

シンプルなものとし、絵や文章で図示しながら指導を行ったが、漏れは続いた。週に 2～3 回の頻度で受診

し、指導内容の理解が進まないと A氏は苛立ち、母親に当たる様子が見られた。母親の疲労感も伺えた。ま

た、漏れが続くことで皮膚トラブルが発生し、さらに管理が困難になることが予測された。これまでの経過

からも A氏が手技を獲得するまでには一定の時間を要しており、継続的な介入が必要であると判断した。母

親の費用面の心配も考慮した上で A 氏と母親へ訪問看護を再提案したところ希望されたため、早急に訪問

看護が導入できるよう調整した。訪問看護導入後は、A 氏の特性や漏れの現状、A 氏の理解度を訪問看護師

と電話で共有し、漏れることなく管理が可能となった。 

 

【考察】 

今回のように、医療者が在宅での訪問看護の支援を必要と考えていても、患者や家族が支援を求めないケ

ースがある。継続的なサポートや A氏の強みを支えながら支援のニーズを見極め介入できたことが、適切な

タイミングでの訪問看護導入につながったと考える。また、訪問看護師と A氏の既往における特性を踏まえ

たケア方法を共有し、在宅でも訪問看護師による前向きなフィードバックと繰り返しの指導を継続できた

ことが、ストーマ管理の習得につながったと考える。 
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外科外来における継続看護の取り組み 

 

◎原 美鈴  入田 なぎさ  井上 名穂子  坂本 理恵 

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 看護師・一般外来 

 

【目的】 

三浦半島の中核病院である当院外科外来では、患者・家族の高齢化、治療は高度化に伴い、がんの診断前

検査から告知、治療、在宅療養への移行まで多岐にわたる患者対応が求められている。しかし、業務の繁雑

さのため、患者・家族の変化に気づいていても患者への関わりや情報共有が不足し、看護介入の遅れが生じ、

継続的な支援に課題を抱えていた。 

そこで、患者・家族の生活の質（QOL）向上と在宅療養支援の強化を目的に、生活背景や意向を早期から

把握し、チームで継続看護を実践することに注力した。今回、この取り組みを振り返り、成果と今後の課題

を明らかにした。 

【取り組みと成果】 

（１）継続看護の質的向上 

看護の専門性向上と患者理解を深めるため、看護記録の重要性を再認識する学習会を行った。また、業務

中の情報共有をカンファレンスと認識し、看護師の「気づき」や看護実践を言語化することからはじめ、「患

者や看護が見える記録」の記載を目指した。カンファレンスにより、患者の価値観や意向がチーム内で共有

され、看護記録の活用により看護師の対応能力が向上し、患者への継続的・包括的な支援が増加した。看護

師からは「患者に関心をもって情報を共有し、対応できるようになった」との声が得られた。 

（２）カンファレンスの定着と活用 

多職種連携カンファレンスは、定時開催で月 20～30 件の実施が定着した。看護師間のカンファレンスは

随時開催されるようになり、件数は昨年度の 2 倍以上に増加した。これにより、院内リソースの活用促進、

地域連携が進んだ。患者来院時の具体的な介入方法を事前に検討し看護記録に残すことで、チーム全体での

継続的な介入が強化された。 

（３) 介入事例の共有 

ピア・レビューの実施では、成果につながった成功事例を抽出し、看護記録から看護の視点や介入のポイ

ント、成功要因を共有した。ポジティブ・フィードバックにより、看護師のやりがいや自己効力感の向上、

看護実践能力の向上を図った。 

【考察】 

外来看護の特性は、多くの来院患者の中から看護介入が必要な患者の早期発見と、生活背景や意向の把握、

タイムリーな介入である。看護師の「気づき」からカンファレンス、介入へ繋がるプロセスは、看護師自身

の学びを深め、また、患者・家族との相互作用によりやりがいや役割認識を高め、継続看護の好循環を生み

出していると考える。 

【今後の課題】 

患者・家族の変化に気づき、看護介入できる能力の向上とともに、患者・家族が相談しやすい外来環境を

作る必要がある。そして、カンファレンスの定着とチーム力の向上、看護記録を充実させ、質の高い継続的・

包括的支援を目指していく。 
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退院促進に向けた多職種協働 

 

◎高野 寿子  髙木 里佳  川口 智子  金城 幸子 

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 看護師・総合相談、がん・看護相談支援室 

 

【はじめに】 

当院は高度急性期を担う DPC 対象病院である。地域連携センター総合相談退院支援室では、年間 3000 件

以上の退院調整の依頼があり、MSW と看護師が協働し総勢 18 名で対応している。独居、老老介護の増加に

伴い転院を希望するケースが増えているが、後方病院の受入れが困難であり転院調整が滞っている状況が

ある。入院して 7日以内に病棟と各病棟に配属された入退院支援担当者は、多職種協働で退院支援に関する

カンファレンス（以下７日以内カンファレンスと略す）を開催している。しかし、治療方針が定まらない、

症状が安定しないなどの理由により再評価が滞り、退院先に対する意思決定、退院に向けた環境調整等が適

切な時期に行えず、入院期間が長期化する傾向があった。そこで、7日以内カンファレンスの再評価の見直

し、DPCⅢ期患者を対象とした多職種カンファレンスを開始したことで DPCⅢ期越えの減少に繋げることが

できたため報告する。 

 

【取り組み内容】 

①７日以内カンファレンスの再評価患者の選定、再評価日の設定、記録方法について基準を定め、基準に

沿って再評価を実施した。②転院調整の多い 2 病棟（呼吸器内科・整形外科）に於いて DPCⅢ期 20 日を超

える患者を対象に定期的に多職種（看護師、MSW、理学療法士、薬剤師、栄養士）カンファレンスを開催。

入院が長期化している要因、退院に向けて必要な支援内容について検討した。 

 

【結果・考察】 

①7 日以内カンファレンスの基準に沿って再評価することで、確実に再評価が実施され適切な時期に介入

を行うことができた。退院支援の促進につながった②多職種にて患者の状態、家族の支援状況等を共有する

ことで、転院から自宅退院に変更となった割合は 30％弱であった。自宅退院可能な患者の早期見極めがで

きたことにより、1部署では、DPCⅢ期を超える患者の割合が 6.4％から 4.6％へ減少した。定期的にカンフ

ァレンスで話し合うことで、入院が長期化する患者の傾向、診療科毎の問題点も明らかとなった。 

 

【課題】 

現在医師は参加していないが、治療方針により今後の療養先が大きく左右されるため、医師の参加が必要

であると考える。また、対象部署が 2 病棟に留まっているため対象病棟を拡大することが今後の課題であ

る。 
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地域とともに取り組む感染対策 

－感染管理認定看護師相談窓口を開設して－ 

 

  ◎矢野 ゆう子  糠澤 達志  佐藤 ひふみ 

社会福祉法人神奈川リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 

看護師・医療安全推進室、感染制御室 

 

【はじめに】 

新型コロナが 2類相当であった時期に老健・介護施設で発生した新型コロナウイルス感染症（以下新型コ

ロナと示す）患者のうち、病院に搬送されたのは 13％であり施設内で治療することで医療崩壊を回避でき

たとされている 1）。しかし施設には感染対策の専門知識を持つ職員が少なく、対応に難渋したという状況も

多く見られた。当院は感染対策向上加算１届出施設であり、地域の感染対策強化が求められている。そこで、

感染対策向上に貢献するため感染管理認定看護師相談窓口を開設した。その取り組みと今後の課題につい

て報告する。 

 

【目的】 

感染管理認定看護師相談窓口への相談内容を振り返り、これからの地域の感染対策向上に向けた課題を

見出す。 

 

【結果】 

3 年間で 2医療機関、7福祉施設からの依頼があった（表 1）。福祉施設からは今起きている感染症への相

談、医療機関からは平時の感染対策の相談が多かった。福祉施設では感染対策の専門知識を持つ職員も少な

く、平時からの感染症対応への準備も十分ではない。相談できる場も限られているため、地域の専門家に即

対応してもらえる仕組みが必要である。医療機関では新型コロナパンデミックを経て、平時からの感染対策

を見直す動きが起きており、その支援が望まれている。行政や他の地域医療機関との連携強化を図り、地域

の感染対策の更なる向上に貢献していくことが課題である。 

    表１ 

 相談件数 

(講師依頼件数) 

相談内容と講師依頼内容 

福祉施設 医療機関 

令和 ４ 年度 ２ 
・吐物処理と消毒  

・福祉施設利用者対象研修計画 

 

令和 ５ 年度 ８(４) 

・吐物処理に関すること 

・新型コロナウイルス感染症関連 

・感染対策の基本  

・吐物処理の実際 

・新型コロナウイルス感染症関連 

・レジオネラ対策 

 

令和 ６ 年度 ６(２) 
・吐物処理と手洗いについて  

・感染対策の基本‐標準予防策‐ 

・感染対策向上加算届出について 

・院内感染対策マニュアル・看護手順等 

 

【引用文献】  

１) 厚生労働省、新興感染症発生・まん延時における医療について 

https//www.mhlw.go.jp/ content/108000/001146147.pdf．2024.1.12 
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第 44 回神奈川県病院学会は「『新たな地域医療構想』と病院の将来～2040年に向
けた地域医療（・介護）のこれからを考える～」をテーマに開催しました。 
特別講演では、九州大学名誉教授の尾形裕也先生から、現行の地域医療構想の現状と
課題について整理された上で、新たな地域医療構想の骨格案及びそれらの病院経営に及
ぼす影響について、ご講演いただきました。 
続いてシンポジウムでは、「新たな地域医療構想」と病院現場における現状と取組に

関して、会員を代表して、急性期の病院について平塚共済病院院長の稲瀨直彦先生に、
包括期・慢性期は鶴巻温泉病院名誉院長で横浜新緑総合病院院長の鈴木龍太先生、そし
て精神科は港北病院院長山口哲顕先生から発表していただきました。 
その後、特別講演講師の尾形先生にも入っていただいて意見交換を行い、医療提供体

制の現状と目指すべき方向性などについて実りある討論が繰り広げられました。 
そして、様々な職種の方から一般演題の発表がありました。 口演発表 16演題、ポス

ター発表 15演題、合計31演題について、日頃の取組みと研究成果が発表されました。 
最後に、学会長表彰では学術委員による審査で選ばれた6演題の「優秀演題」の演者の

皆様が表彰されました。 
ご多忙の中、第 44 回神奈川県病院学会に携わってくださった皆様方に心から御礼

申し上げます。 
 
 

公益社団法人神奈川県病院協会 副会長 
（学術委員会 委員長） 

長 堀 薫 
  



協 力 団 体162

 

第44 回 神 奈 川 県 病 院 学 会
協 力 団 体 

 
（公社）横浜市病院協会 神奈川県医療専門職連合会 

（公社）川崎市病院協会 （一社）神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 

（公社）相模原市病院協会 （公社）神奈川県栄養士会医療事業部会

三浦半島病院会 （公社）神奈川県看護協会 

鎌倉市医師会病院会 神奈川県公衆衛生協会 

湘南病院協会 （一社）神奈川県作業療法士会 

湘南西部病院協会 （一社）神奈川県精神保健福祉士協会 

厚木病院協会 （公社）神奈川県病院薬剤師会 

大和•高座病院協会 （公社）神奈川県放射線技師会 

小田原医師会病院会 （公社）神奈川県理学療法士会 

足柄上病院会 （一社）神奈川県臨床検査技師会 

（公社）神奈川県臨床工学技士会 

（公社）全国病院理学療法協会神奈川県支部 

 
（公社）：公益社団法人 
（一社）：一般社団法人 

記載なし：任意団体 
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